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資料２ 



１．概要

　　

２．行政評価の結果

○評価票（基本点）

○重点事業等（成果点）

○総合計点

３．行政評価結果の推移

○新高根・芝山、高根台地域包括支援センター

豊富・
坪井

64点

42点

80点

24点
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豊富・
坪井
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豊富・
坪井

254点

R６年度
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17点 17点
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44点

77点

24点

209点

44点

79点

22点

R４年度

64点

80点

44点

42点 42点

区分

64点

配点

新高根・
芝山、
高根台

262点 251点

包括的支援事業

その他

重点事業

センター事業

合計

基本点

大項目

運営体制

重点項目

合計

前原
三山・田
喜野井

30点

20点

50点

209点212点

24点

大項目

重点事業

基本点
＋

成果点

センター事業

合計

配点

30点

20点

50点

配点

262点

48点 40点 44点

24点 27点

18点 20点 18点 18点 20点 19点 16点 17点

47点 49点 45点 45点 50点

29点 29点 27点 27点 30点 29点

新高根・
芝山、
高根台

前原
三山・田
喜野井

習志野
台

塚田

204点 205点

宮本・
本町

二和・八
木が谷

59点 60点

44点 44点

法典
宮本・
本町

二和・八
木が谷

208点

61点

44点

77点

24点

206点

79点

24点

地域包括支援センター行政評価の結果

新高根・
芝山、
高根台

64点

44点

22点

209点 209点

61点 64点

44点 44点

80点

210点 212点212点

重点項目

包括的支援事業

その他

合計

　令和７年度第３四半期終了時に各地域包括支援センターより提出された事業報告書に基づき、行政評
価を実施した。

79点
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○前原地域包括支援センター

○三山・田喜野井地域包括支援センター

○習志野台地域包括支援センター

○塚田地域包括支援センター

基本点

成果点 センター事業

合計

大項目

運営体制

重点項目

包括的支援事業

区分

重点項目

包括的支援事業

209点

30点 25点 24点

合計

重点事業 30点

20点 18点 18点

212点 207点

44点 44点 44点

80点 80点 79点

50点 43点 42点

区分 大項目 配点 R4年度 R5年度

総合計 262点 253点

80点 80点

その他

24点

254点

合計 50点 46点 50点 46点

30点 27点

センター事業 20点 19点 20点 19点
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その他

合計

重点事業

区分

成果点 センター事業

大項目
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254点
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30点 27点

24点 24点
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44点
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18点
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24点

64点 63点 60点

44点 44点
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212点 211点 208点
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24点
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17点
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24点

44点
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24点
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○法典地域包括支援センター

○宮本・本町地域包括支援センター

○二和・八木が谷地域包括支援センター

○豊富・坪井地域包括支援センター

総合計 262点 254点 254点 254点 254点

成果点

重点事業 30点 28点 25点 27点 26点

センター事業 20点 18点 17点 17点 18点

合計 50点 46点 42点 44点 44点

79点 80点

その他 24点 22点 24点 24点 24点

合計 212点 208点 212点 210点 210点

区分 大項目 配点 R4年度 R5年度 R6年度
R7年度
第3四半期

基本点

運営体制 64点 62点 64点 63点 64点

重点項目 44点 44点 44点 44点 42点

包括的支援事業 80点 80点 80点

総合計 262点 253点 249点 252点

合計 50点 45点 45点 44点

成果点

重点事業 30点 28点 26点 27点

センター事業 20点 17点 19点 17点

44点 50点 45点

運営体制 64点 61点 59点 62点

208点 204点 208点

包括的支援事業 80点 80点 79点 78点

24点

合計 212点

44点 44点

R5年度

22点

R6年度

210点 211点 210点

その他 24点 24点 24点 24点
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重点項目 44点

区分 大項目 配点 R4年度 R5年度
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24点

包括的支援事業
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配点区分

総合計

成果点
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79点

R7年度
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249点
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24点
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244点
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事業報告書に係る評価について 
 

１．実施者 

 市（地域包括ケア推進課）が行います。 
 

２．評価項目 

（１）評価票（基本点） 

各大項目の中に小項目があり、小項目は４段階評価としています。Ａ評価は４点、Ｂ評価は３

点、Ｃ評価は２点、Ｄ評価は１点とし、それ以外の評価はないものとしています。各項目の配点

（小計）は下表のとおりです。なお、事業報告書（評価票）中、☆印がある小項目については、

２倍の配点となっています。 

大項目 配点 

（１）運営体制 ６４点 

（２）重点項目 ４４点 

（３）介護予防ケアマネジメント １２点 

（４）総合相談支援 ２０点 

（５）権利擁護 ２０点 

（６）包括的・継続的ケアマネジメント １６点 

（７）地域ケア会議 １２点 

（８）その他 ２４点 

合 計 ２１２点 

 

（２）重点事業等（成果点） 

  ①重点事業（市で設定）、②センター事業（センターで設定）の２項目について評価を行いま

す。各項目の配点は下表のとおりです。 

区分 大項目 配点 小計 

重点事業 

・認知症総合支援業務 

 

早期発見・早期対応 １０点 

３０点 
関係機関との連携及び役割分担 １０点 

センター内の体制 ５点 

その他  ５点 

センター事業 事業の効果 １０点 

２０点 先進性・波及  ５点 

その他  ５点 

合 計 ５０点 

 

３．評価結果の取り扱い 

 まず各地域包括支援センターが自己評価を行います。その後、地域包括ケア推進課職員及び同一

圏域にある地域包括支援センター職員にて行政評価を行います。 

評価結果について、地域包括支援センター運営協議会に議題として報告し、意見を集約した後、

最終評価を確定いたします。 
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実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政

①
職員の適
正配置と
バランス

仕様条件どおり三職種が配置
されており、かつ三職種がバラ
ンスよく配置されている

配置職員（変更含む）は事前に報告することを仕様条件
としているため行政評価のみ A D C A D A C C A

②
職員の安
定的な雇
用

年度の途中に職員を変更しな
いよう、利用者等に配慮するこ
とができている

配置職員（変更含む）は事前に報告することを仕様条件
としているため行政評価のみ A A A A A A A A A

③
☆事業計
画

年度の事業計画を目標とし全
員で取り組んでいる

Ａ：事業計画を全職員が共通理解し、計画遂行に向け積
極的に取り組んでいる
Ｂ：事業計画を全職員が共通理解したが、計画遂行に向
けた取り組みが不十分である
Ｃ：事業計画を全職員が共通理解したが、日々の業務を
単純に遂行している
Ｄ：事業計画を全職員で共通理解することなく、日々の業
務を単純に遂行している

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

④
提出物の
期日内提
出

仕様条件どおり報告書等が期
限内に提出できている

Ａ：報告書等が期限内に提出できており、かつ工夫して
分かりやすい報告等を行うことができている
Ｂ：報告書等が期限内に提出できている
Ｃ：報告書等がおおむね期限内に提出できている
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A C C A A

⑤
専門性の
確保

①職員の研修履歴を記録し、
②今後の研修計画を立て、
③研修結果をセンター内で報
告・共有する機会を設けている

Ａ：①②③いずれもできている
Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている
Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている
Ｄ：①②③いずれもできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑥
職員の公
正・中立性
の確認

公益的な機関としての認識を
持ち、公正・中立性に留意して
業務を行っている

Ａ：職員一人ひとりが、公益的な機関としての認識を持
ち、かつ客観的に公正・中立性に留意して業務を行って
いる
B：職員一人ひとりが、公益的な機関としての認識を持
ち、公正・中立性に留意して業務を行っている
Ｃ：職員全員が公正・中立性に留意して業務を行ってい
るとはいえない
Ｄ：できているとはいえない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑦
☆職員の
資質の向
上

①研修会等に積極的に参加
し、
②研修の成果等を他の職員に
適切に伝達し、
③センター内でＯＪＴ体制を確
保し、経験の浅い職員などへ
のフォローができている

Ａ：①②③いずれもできている
Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている
Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている
Ｄ：①②③いずれもできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

項目

⑴
運
営
体
制

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

宮本・
本町
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実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政項目

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

宮本・
本町

⑧
緊急時等
の体制整
備

24時間365日対応できる体制が
整っている

Ａ：市へ登録した緊急連絡体制のとおり随時対応するこ
とができている
Ｂ：市へ登録した緊急連絡体制のとおり対応したが、一
部留守番電話等の対応となり随時対応できない場合が
あった
Ｃ：市へ登録した緊急連絡体制の変更届け出が原因日
以降の届け出となった
Ｄ：市へ登録した緊急連絡体制の変更届け出が市から
の指摘により判明した

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑨

業務マ
ニュアル
の整備及
び運用

各種業務マニュアルの整備状
況及び運用について

Ａ：市等のマニュアルに加え独自のマニュアルを作成し、
全職員共通理解のもと業務にあたっている
Ｂ：市等のマニュアルに加え独自のマニュアルを作成し
たが、全職員共通理解に至っていない
Ｃ：市等のマニュアルを全職員共通理解のもと業務にあ
たっている
Ｄ：市等のマニュアルを理解できていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑩ 苦情対応

①苦情があればその内容と対
応結果を記録に残している
②その内容及び対処方法等を
センター職員で共有するととも
に再発防止に努めている
③苦情処理の対応についてマ
ニュアルなどが整備されている

Ａ：①②③いずれもできている
Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている
Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている
Ｄ：①②③いずれもできていない

※市側に寄せられた苦情等は、行政評価項目で評価す
る

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑪

介護予防
支援にお
ける介護
予防ケア
マネジメン
ト

介護予防ケアマネジメントを三
職種が行わず本来業務に専念
できている

Ａ：三職種が介護予防ケアプラン業務に従事せず、本来
業務に専念している
Ｄ：三職種が介護予防ケアプラン作成業務を行ったこと
がある
※該当する場合は、作成件数及び理由を「評価の理由
や根拠」欄に記載すること

A A A A A A A A A A A A D D A A A A

⑫
建物設備
等

仕様条件どおり建物及び設備
が整っている

建物設備等は仕様条件としているため行政評価のみ A A A A A A A A A

⑬

相談者に
配慮した
相談ス
ペース

仕様条件どおり相談者に配慮
した相談スペースが確保されて
いるか

相談室及び会議室等の配置は仕様条件としているため
行政評価のみ A A A A A A A A A

⑭ 周知
地域包括支援センターの周知
をパンフレットやホームページ
等で行っている

Ａ：センターの周知を独自のパンフレットで行い、かつ、
別に工夫して周知している
Ｂ：センターの周知を独自のパンフレットで行うか、又は、
別に工夫して周知している
Ｃ：センターの周知を市のパンフレットで行い、かつ、別
に工夫して周知している
Ｄ：センターの周知を市のパンフレットで行っている

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

64 61 62 64 61 64 59 60 64

⑴
運
営
体
制
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実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政項目

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

宮本・
本町

①
☆地域課
題

地域の課題を把握している

Ａ：地域課題を把握し、独自に分析を行い課題を明確に
して、次年度の事業計画に反映させることができている
Ｂ：地域課題を把握し、独自に分析を行い課題を明確に
しているが、次年度以降の活用は未定である
Ｃ：地域課題を把握に留まっており、今後工夫する余地
がある
Ｄ：地域課題の把握に着手していない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

②
☆地域資
源の状況

地域資源の状況を把握してい
る

Ａ：地域資源の状況を把握し、独自に地域の関係機関の
リストを作成の上活用している
Ｂ：地域資源の状況を把握し、独自に地域の関係機関の
リストを作成したが、活用に至っていない
Ｃ：地域資源の状況把握に留まっており、今後工夫する
余地がある
Ｄ：地域資源の状況把握に着手していない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

③
☆高齢者
の生活実
態把握

高齢者の生活実態を把握して
いる

Ａ：高齢者の生活実態を把握し、リストを作成するなど、
情報を整理のうえ、ケース支援に有効に活用できている
Ｂ：高齢者の生活実態を把握し、リストを作成するなど、
情報を整理しているが、工夫の余地がある
Ｃ：高齢者の生活実態の把握に留まっている
Ｄ：高齢者の生活実態の把握に着手していない

A A A A A A A A A A A A A A A A A B

④
☆必要な
サービス
の導入

高齢者の生活実態を把握し必
要なサービスを導入している

Ａ：高齢者の生活実態を把握し、必要なサービスを導入
している
Ｂ：高齢者の生活実態を把握し、必要なサービスの導入
は一部に留まっている
Ｃ：高齢者の生活実態の把握に留まっており、必要な
サービスの導入に至っていない
Ｄ：高齢者の生活実態の把握に着手していない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑤
☆住民主
体の活動
支援

住民主体の活動に対する支援
ができている

Ａ：住民主体の活動に対して、地域の状況を把握し、適
切に支援ができている
Ｂ：住民主体の活動について、地域の状況を把握できて
いる範囲で、適切に支援ができている
Ｃ：住民主体の活動について、地域の状況は把握できて
いるが、必要な支援をするには至っていない
Ｄ：住民主体の活動について、地域の状況の把握に着
手していない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑥
地区民協
への参加

地区民協に参加し、民生委員
との連携ができている

Ａ：原則毎回出席し、民生委員と相互に情報交換を行う
ことができている
Ｂ：原則毎回出席し、必要に応じて民生委員への情報提
供を行っている
Ｃ：市からの依頼・報告事項及びセンターからの情報提
供等がある場合のみ出席している
Ｄ：市からの依頼・報告事項がある場合のみ出席してい
る

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

44 44 44 44 44 44 44 44 42

⑵
重
点
項
目
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実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政項目

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

宮本・
本町

①
基本チェッ
クリストの
実施

相談者の意向や状態を適切に
把握するとともに、総合事業の
趣旨と手続き、要介護認定等
の申請について十分に説明し
た上で基本チェックリストを適
切に実施している

Ａ：相談者の意向や状態を適切に把握するとともに、総
合事業の趣旨と手続き、要介護認定等の申請について
十分に説明した上で基本チェックリストを適切に実施して
いる
Ｂ：総合事業の趣旨と手続き、要介護認定等の申請につ
いて十分に説明した上で基本チェックリストを適切に実
施している
Ｃ：総合事業の手続きや要介護認定等の申請について
説明した上で基本チェックリストを実施している
Ｄ：基本チェックリストを実施するにあたり、十分な制度説
明等を行っているとはいえない

B B A A A A A A A A A A A A A A A A

③

事業対象
者の妥当
性及び適
切なサー
ビスへの
判定検討
の実施

基本チェックリストに加え船橋
市版アセスメントシートを用いて
センターが行う検討会において
適切にできている

Ａ：基本チェックリストに加え船橋市版アセスメントシート
を用いてセンターが行う検討会において適切にできてい
る
Ｂ：基本チェックリストに加え船橋市版アセスメントシート
を用いてセンターが行う検討会において概ね適切にでき
ている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

B B A A A A A A A A A A A B A A A A

③
介護予防
ケアマネジ
メント

利用者（要支援者及び事業対
象者）の状況にあった適切な介
護予防ケアマネジメントができ
ている

Ａ：アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング、評
価を適切に行うことができている
Ｂ：アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング、評
価を概ね適切に行うことができている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

10 12 12 12 12 12 11 12 12

① 総合相談
個別の相談者に適切な対応が
できている

Ａ：適切なサービス、機関又は制度の利用に繋げている
Ｂ：サービス、機関又は制度の利用に繋げている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

② 実態把握 実態把握を適切に行っている

Ａ：適切な実態把握を行っている
Ｂ：実態把握を行っている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

③ 事後確認
必要な事後確認を行い、期待さ
れた効果の有無を確認してい
る

Ａ：必ず確認している
Ｂ：概ね確認している
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑶
総
合
事
業
の
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

⑷
総
合
相
談
支
援

- 8 -



実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政項目

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

宮本・
本町

④
ネットワー
クの構築

適切な支援のためのネットワー
ク構築が図れている

Ａ：独自のネットワーク作りが行われており、具体的な形
となっている
Ｂ：各関係機関の会議等に参加しネットワーク作りに努
めている
Ｃ：各関係機関の会議等に参加しているが、ネットワーク
作りを目的としていない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑤
必要な情
報の整理

フォーマル及びインフォーマル
サービス等の各関係機関・制
度の情報が整理されている

Ａ：フォーマル・インフォーマルサービスを独自に整理し、
相談対応に活用している
Ｂ：市のマニュアル等に補足する形で整理し、相談対応
に活用されている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

20 20 20 20 20 20 20 20 20

①
権利擁護
に関する
支援

権利擁護支援に関する適切な
制度の活用、意思決定支援が
出来る

Ａ：全職員が自己研鑽し、適切な意思決定支援や相談対
応、制度に繋げることができている
Ｂ：全職員が十分に対応できるとはいえないが、センター
内で連携して適切な対応や支援ができている
Ｃ：一部の職員（社会福祉士等）のみできており、当該職
員に依存している
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

②

成年後見
制度の活
用及び市
長申立て
事務

成年後見制度の利用のための
アセスメントを経て市長申立て
の判断、事務ができる

Ａ：制度の利用判断や必要書類の要点を押え作成がで
き、迅速に直営センターへ依頼している
Ｂ：必要書類の把握はできているが、直営センターへ応
援を依頼し、共同で判断、準備している
Ｃ：必要書類の把握が不十分であり、直営センターから
の指示がないと判断、準備できない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A B B A A

③ 虐待対応
虐待の認定と対応を適切に行
うことができる

Ａ：センター内で対応方針を迅速に取り決め、受付票を
作成し直営センターと確認をしている。積極的に対応検
討会等を活用することができる
Ｂ：センター内である程度対応方針を取り決め、直営セン
ターの指示を仰いで受付票を作成している。対応検討会
等を活用することができる
Ｃ：基本的に直営センター等に指示を仰いでいる
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A B A A A A

④

地域の関
係機関と
の情報の
共有

個別の事例について地域の関
係団体等と適切に情報を共有
できている

Ａ：地域ケア会議等で、地域の関係団体等と情報の共有
ができている
Ｂ：関係団体等とは情報の共有ができている
Ｃ：積極的に情報の共有は行っていない
Ｄ：共有ができているとはいえない

A A B B A A A A A A A A A A A A A A

⑤
やむを得
ない措置

やむを得ない措置を行う必要
がある場合などの緊急の場合
に対応できる

Ａ：やむを得ない措置を行う場合を含め、危機管理体制
が整えられており適切に対応できる
Ｂ：ある程度できる
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A B A A A A

20 19 20 20 20 20 18 19 20

⑷
総
合
相
談
支
援

⑸
権
利
擁
護
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実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政項目

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

宮本・
本町

①
関係機関
との連携・
協働体制

関係機関との連携・協働体制
が構築できている

Ａ：独自のネットワークを構築し、連携・協働体制を整備
している
Ｂ：多職種との連携の場を設けている
Ｃ：介護支援専門員に関係機関の情報提供ができてい
る
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

②

介護支援
専門員の
資質の向
上

地域の介護支援専門員の資質
の向上に努めている

Ａ：地域の介護支援専門員の資質の向上のため独自に
研修会や勉強会を行っている
Ｂ：圏域ごとに実施する研修に積極的に協力している
Ｃ：市や他団体の研修等への参加を促している
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

③

介護支援
専門員に
対する個
別相談・指
導

地域の介護支援専門員に対し
て個別に相談を受け、又は指
導できている

Ａ：地域内の相談体制を整備している
Ｂ：相談体制は整備していないが、積極的に応じている
Ｃ：必要に応じて相談は受けているが、積極的には行っ
ていない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

④

困難事例
について
支援方針
の検討、
指導助言

介護支援専門員が抱える個別
困難事例について、支援方針
の検討や指導助言を行ってい
る

Ａ：センター内でのカンファレンス等を通じて三職種全体
で支援方針を検討し、指導助言を行っている
Ｂ：複数の職員により、支援方針を検討し、指導助言を
行っている
Ｃ：一部の職員のみ事例を把握し、他の職員は必要な場
合のみケースファイルで確認している
Ｄ：あまり行っていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

16 16 16 16 16 16 16 16 16

①
地域ケア
会議の周
知

関係機関や地域住民への地域
ケア会議の普及啓発に努めて
いる

Ａ：独自の啓発チラシの作成や講演会を開催するなど、
工夫して普及啓発に努めている
Ｂ：講演会やイベントなどの機会を捉え、普及啓発に努
めている
Ｃ：要請があった場合のみ、事業の説明を行っている
Ｄ：あまり行っていない

A A B B A A A A A A A A A A A A A A

②
地域課題
の解決

地域ケア会議として、当該地域
の地域課題を抽出し、解決に
向けた具体的な取り組みを
行っている

Ａ：地域課題を抽出し、解決に向けた具体的な取り組み
を地域ケア会議として行っている
Ｂ：地域課題を抽出し、解決に向けた具体的な取り組み
を検討している
Ｃ：地域課題の抽出ができている
Ｄ：地域課題の抽出が十分にできていない

A A A A A A A A A A A B A A A A A A

⑹
包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

⑺
地
域
ケ
ア
会
議
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実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政項目

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

宮本・
本町

③
個別ケア
会議

個別ケア会議で検討すべき事
案を的確に把握の上、適時適
切に会議を開催し、その積み
重ねから地域課題の抽出につ
なげることができている

Ａ：個別ケア会議で検討すべき事案を的確に把握の上、
適時適切に会議を開催し、その積み重ねから地域課題
の抽出につなげることができている
Ｂ：個別ケア会議で検討すべき事案を的確に把握し、適
時適切に会議を開催している
Ｃ：個別ケア会議で検討すべき事案の把握に努めている
が、開催に至っていない
Ｄ：あまりできていない

A A B B A A A A A A A A A A A A A A

12 10 12 12 12 11 12 12 12

①
消費者被
害への啓
発や対応

①消費者被害の情報を専門機
関等から把握している
②知り得た情報を民生委員や
ケアマネジャー等に提供してい
る
③消費者被害防止の啓発をし
ている

Ａ：①②③いずれもできている
Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている
Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている
Ｄ：①②③いずれもできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

②

地域包括
支援セン
ター運営
協議会そ
の他の審
議会等へ
の参加

仕様書に記載の地域包括支援
センター運営協議会その他の
審議会等に参加できている

Ａ：全体的に８割以上参加できている。
Ｂ：概ね参加している。(６割～７割程度)
Ｃ：どちらともいえない(４割～５割程度)
Ｄ：あまりできていない(４割未満)

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

③
個人情報
の保護

個人情報を適切に管理できて
いる

Ａ：個人情報の保護に関する法律（以下、「法令」という）
を熟知し、かつ、独自のマニュアル等を整備し適切に管
理している
Ｂ：法令は理解しているが、マニュアル等は整備していな
い
Ｃ：センター職員全員が法令を熟知していない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

④
認知症サ
ポーター
養成講座

認知症サポーター養成講座を
企画したり、キャラバン・メイトと
して地域に出向いているか

Ａ：独自に企画を１回以上行い、かつ、市からの依頼に
応じてキャラバンメイトとして延３回以上出向いている
Ｂ：独自に企画を１回以上行い、かつ、市からの依頼に
応じてキャラバンメイトとして１回以上出向いている
Ｃ：企画はしていないが、市からの依頼に応じてキャラバ
ンメイトとして1回以上出向いている
Ｄ：出向いていない

C C A A A A A A A A C C A A D C A A

⑤
在宅介護
支援教室
の実施

在宅介護支援教室を行ってい
る

Ａ：独自に在宅介護支援教室を企画し、実施している
Ｂ：地域からの要請に基づき、在宅介護や介護予防に資
する教室に協力している
Ｃ：行政や地域の在宅介護や介護予防に資する教室の
紹介は行っている
Ｄ：行っていない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

⑥

指定介護
予防支援
事業所（以
下、「事業
所」という）
としての業
務

事業所として適切に業務を行
い、かつ、地域内の他の居宅
介護支援事業所の適切な管
理・指導等を行っている

Ａ：事業所として業務を公正中立に行い、かつ、他の事
業所に適切に管理・指導等を行っている
Ｂ：事業所として業務を公正中立に行っているが、他の
事業所への管理・指導等が十分とはいえない
Ｃ：事業所として業務が公正中立とは言えず、かつ、他
の事業所への管理・指導等が十分とはいえない
Ｄ：事業所としての業務、及び他の事業所への管理・指
導等のいずれも適切ではない

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

22 24 24 24 24 22 24 22 24
208 206 210 212 209 209 204 205 210合計

⑻
そ
の
他

⑺
地
域
ケ
ア
会
議
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■重点事業：権利擁護業務(主に意思決定支援)

項目 配点 考え方 高芝 前原 三山 習台 塚田 法典 宮本 二八 豊坪

中核機関の
周知・広報 10点

令和４年度から新たに設置される
中核機関の存在・役割等につい
て、地域ケア会議・講演会などを
利用して市民や関係団体に周知・
広報を行っているか。

10点 9点 9点 10点 10点 10点 8点 9点 9点

地 域 連 携
ネットワー
クの構築

10点

権利擁護を必要としている人を発
見し、適切に必要な支援に繋げる
ために本人に身近な親族、医療・
福祉・地域の関係者等と十分な連
携が取れ、地域の支援体制の構築
及び役割分担が整理されているの
か。
また、必要に応じて、中核機関と
連携してケース対応が出来ている
のか

9点 10点 9点 9点 10点 9点 8点 9点 9点

センター内
の体制 5点

センター内の職員で情報が共有さ
れ、特定の職員に負担が集中する
ことなく、チームで対応出来てい
るか。また、職員の研修、OJTの
機会が確保されているとともにメ
ンタルヘルスについて十分配慮さ
れているか。

5点 5点 5点 4点 5点 5点 4点 5点 4点

その他 5点
上記項目以外に、総合的に判断し
て当該地区の取り組みが優れてい
るか。

5点 5点 4点 4点 5点 5点 4点 4点 4点

合　計 30点 29点 29点 27点 27点 30点 29点 24点 27点 26点

■センター事業

項目 配点 考え方 高芝 前原 三山 習台 塚田 法典 宮本 二八 豊坪

事業の効果 10点
意識向上やセンターのＰＲなど、
地区にとって効果的な事業となっ
ているか。

9点 10点 10点 10点 10点 10点 8点 9点 10点

先進性・波
及 5点

着眼点、運営方法など先進性があ
るか。また、他地区への波及（転
用）が望めるか。

5点 5点 4点 4点 5点 4点 4点 4点 4点

その他 5点
上記項目以外に、総合的に判断し
て当該地区の取り組みが優れてい
るか。

4点 5点 4点 4点 5点 5点 4点 4点 4点

合　計 ２０点 18点 20点 18点 18点 20点 19点 16点 17点 18点

■合計点

47点 49点 45点 45点 50点 48点 40点 44点 44点

センター別事業評価結果一覧（成果点）

重点事業及びセンター事業の合計点数
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船橋市新高根・芝山、高根台地域包括支援センター 

事業報告書（概要） 

（令和７年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

○地域包括支援ネットワークの構築 

・迅速かつ適切な相談対応 

地域包括支援センターは高齢者の相談窓口として、日々様々な相談を受けている。 

バス通り沿いに面していることから、突然の来所や電話による相談も多く、相談件数は

昨年度とほぼ同水準で推移している。 

相談経路としては家族、関係機関、行政・医療機関の順で多く、本人、民生委員からも

一定数で推移している。今後も地域に信頼される相談機関として機能していけるよう、

個々のケースの背景、力量等を見極め、適切な医療・介護・福祉サービスや地域のイン

フォーマルサービス等、個々の問題に必要な支援に過不足なく繋げることを心掛けてい

く。 

・個別対応と地域との関係作り 

誰もが住み慣れた地域で安心して、尊厳あるその人らしい生活が送れることを基本理

念として、相談業務にあたっている。気になる高齢者として情報を頂いても直ぐに支援

に結びつかないケースもある。また公的サービスのみで完結することは難しく、引き続

き地域での見守り体制を構築して行くことは不可欠である。 

・地域特性と地域・関係機関との連携 

当センターの圏域には高根台団地と芝山団地の２か所のＵＲを有している。またサー

ビス付き高齢者住宅、高齢者向け分譲マンションがあり、高齢者の転入者が増えている。

転居後に急に介護を必要となり、背景もわからないまま関わる例も多々ある。暮らしつ

ながるサポーター（旧：生活支援アドバイザー）や団地自治会、関係機関の協力を得な

がら対応したケースが多々あった。 

 

○重層的支援体制の構築 

高齢者であれば、「何でも地域包括支援センターに」という関係機関からの相談は変

わらず、地域包括支援センター以外の相談窓口の周知は、まだ地域には浸透されていな

い現状がある。また関係機関より高齢者側の問題で上がったケースでも実際は、子側の

精神疾患等の課題が主にあるなど、支援者側のアセスメント不足と思われる事例もあ

る。 

各相談支援機関が相談内容を吟味し、支援に繋げるといった一連のマネジメントの流れ

を行い、各々の役割を果たしていく事で円滑な連携が図れるものと思われ、今後もより

効果的な協働が出来るよう働きかけていきたい。 

 

○多重問題の対応 

独居高齢者の問題や地域や家族関係の希薄化、経済困窮、8050 問題、アルコール依

存や精神疾患など、問題の複雑・多様化の傾向は続いている。 
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複雑化した問題に対処するために、行政や専門職、関係機関が一堂に会しての会議の場

を調整した。問題解決に向けてそれぞれ役割を明確にしていくことや、必要時共同で対

応にあたった。今後もスムーズな連携と関係構築を図り、対応力を強化していく。 

ファーストコンタクトをワン・ストップサービスとして対応することを心掛け、引き続

き個でなく、地域に安心と信頼を提供できるセンターを目指していく。 

 

○医療機関との連携と介護予防に関する普及啓発 

医療機関においては、入院中の家族から直接介護保険の申請や退院後の準備等、退院

調整に関わる基本的な相談を受ける機会が多々あり。患者が医療スタッフに気軽に相談

できる環境になく、患者と医療スタッフの距離が遠いと感じる事例が多い。 

退院サマリーの文書を家族に包括に持参するよう手渡ししたことで、退院後の対応を包

括に依頼したとしている医療機関もあった。医療機関での対応にも限界があるが、なる

べく事前に適切な支援にも繋げられるよう、連携していくことが必要である。 

また健康診断の未受診や掛かりつけ医がおらず、相談できる医療機関がないといった

ケースは多々ある。 

普段からかかりつけ医を持ち、健康管理することで不要な入院を減らすことや、在宅医

療に関する普及、啓発が必要と思われる。健康維持に関する取り組みや公的サービスを

受けるタイミングなど個々の価値観もあり、一概に押し付けることは出来ないが、表面

的な情報に惑わされず、より適切な情報に基づいて選択できるような情報提供を心掛け

ていく。 

介護予防においては、機能低下を自覚する前からの取り組みが重要である。今年度は

福寿大学の参加者にアンケートを実施し、参加者の地域での活動や健康診断や掛かりつ

け医の有無、趣味活動等について実態調査を行った。加齢に伴い認知面・身体面の機能

の低下がみられても、自分なりの自立した生活が送れるように、前向きに努力している

方が地域に多くおられることを再認識した。また、ミニデイでは市内の高齢者人口の実

態やケアマネジャー不足の現状について説明し、出来る限りは自助に取り組んでいただ

くことの重要性について伝えた。今後も「自立支援」を幅広くとらえ、福寿大学や町会

のサロン、ミニデイ等の機会を通して働きかけを継続していく。自分達が出来ることは

何かを考え、お互いに取り組んで行ける地域を目指し、関係性の強化、普及啓発に努め

ていく。 

 

 

権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

今年度の高齢者虐待通報件数は１４件となっており、既に昨年度の件数を超えてい

る。内訳としては、警察より１２件、ケアマネジャーより２件となっている。被害を

受けた高齢者が警察へ被害を訴え、通報に至るケースが多かった。 

通報１４件のうち６件を虐待認定している。今年度は、支援者が誰も関わっておら

ず、養護者一人で高齢者を抱え込み自宅で介護し、適切な対応ができず虐待通報に至
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るケースが多く見られている。高齢者と養護者が共依存になり、養護者がどのように

対応したら良いか分からない状況となっていた。高齢者のアセスメントを適切に行う

と共に、養護者と適切な支援方法を一緒に検討しながら、虐待終結に向けて支援を継

続している。 

準ずる対応は、３件認定している。養護者が精神的な不安を抱えており、高齢者が

養護者に対して追い詰めてしまうケースであり、養護者を支援している障害関係者が

管理しきれずに精神状態が悪化してしまうケースなど、結果的に養護者が精神的に不

安定となり虐待行為に至ってしまっていた。高齢者・養護者の両者の間に立ち、関係

性を修復していけるよう適切な支援を行うと共に、養護者に合った支援者へ対応を依

頼し、役割分担を行い解決に向けて支援を行った。 

虐待保護に至ったケースが２件ある。両ケースとも高齢者が養護者から虐待行為を

受け、自宅に帰りたくないと訴え、保護に至った。包括支援センターとしては、迅速

に直営センターと連携を取り、高齢者・養護者からも情報を聞き取り保護が必要と判

断し、やむを得ない措置として対応した。養護者への対応について、高齢者虐待防止

等ネットワークの臨時会議において、精神科医師や弁護士より助言をいただき慎重に

支援を進めている。 

昨年度、高芝地区のケアマネジャー向けに虐待研修会を行ったことで、虐待防止の

支援を持っていただくことができ、早い段階（虐待通報前）からケアマネジャーが、

課題を整理し虐待防止に繋がった。今年度は、高根台地区のケアマネジャー向けに虐

待研修を企画している。 

今年度、１１月末までの虐待相談の延べ件数は４３７件となっており、前年より＋  

（プラス）２６９件と増加している。増加の要因としては、養護者がさまざまな行政

機関へ市や包括支援センターへの不満を訴え、その都度関係機関と連絡を取り状況を

確認したケースがあり、高芝地区・高根台地区の高齢化率が上がってきていることも

要因と思われる。 

 

※判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等 

高齢者自身の財産管理について不安を感じる方の相談は見られており、成年後見制度

の認知度も上がっていると感じる。ただ、安易に利用できると考えている方も多く、制

度説明を行うと、思ったものと違うと利用に繋がらないケースも多い。 

高齢者の終活の一助として、判断能力のあるうちに自身の思いや、財産のことなどを

考えていける意思決定支援を目的に、昨年より地域ケア会議主体でシリーズ『人生の終

焉に向けて』を講演会方式で開催している。今年度は、老後の財産管理と引継ぎについ

てという題材で『遺言・信託』について講演会を行った。信託の制度説明と共に、遺言

の効力や手続き方法なども学び、参加者に遺言を作成する体験も実施した。 

市長申立ては、令和６年度に手続きを開始した２件を今年度完了している。また、現

在１件手続きを開始しているが、病院より身寄りがないケースとして相談が入り、親族

とも連絡が取れたが、高齢者との関係性が悪く支援を拒否している。親族とはできるだ

け連絡が取れる状況を確保すると共に、医療同意など後見人では対応できない部分のみ
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対応してもらえるか、親族の気持ちも考えつつ確認を行っている。 

消費者被害防止については、地域の会議や集まりの場に消費生活センターのパンフレ

ットやステッカーを持参し、啓発活動を行った。また、プリペイドカードなどの詐欺に

使われる物を実際に見ていただき、身近なものであることを体感してもらった。 

消費者被害の関する相談は、継続的に見られている。支援者が介入していることも多

く、ケアマネジャーを地域の民生委員や地域関係者と結び付け、見守り強化を行った。

また、消費生活センターへ同様の消費者被害情報も確認し、クーリングオフの手続きと

した特定郵便の発送などの支援を実際に行なった。 

詐欺被害を受けている高齢者が、詐欺被害を受けている説明をしても、詐欺メールを

信じてしまっていたケースにおいては、消費生活センターより高齢者へ詳しく説明をし

てもらうなど連携して支援を行った。 

今年度１１月末現在の権利擁護に関する相談件数は１９３件となっており、昨年より

減少傾向にある。地域で活躍していただいているコスモス成年後見サポートセンターな

どと、地域関係者とのネットワークができているため、当センターを通さず、権利擁護

に関する対応が行われている状況である。 

 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

○介護人材の定着と地域のサポート体制 

 高芝地区、高根台地区合わせての６５歳以上の高齢化率約 33.2％である。第１号被

保険者の介護認定発生率は 22.5％、後期高齢者人口は 8,400 人を超えている現状にあ

る。２０２５年を迎え介護支援専門員の人材不足は当圏域でも喫緊の課題である。地域

住民を主体に捉え、包括ケアシステムの深化を図るために、当センターでは、地域の介

護支援専門員の支援ニーズの把握に努め、ケアマネジメントの実践が展開できるよう、

今年度も包括的・継続的ケアマネジメントの環境整備を図っている。 

 当センター圏域において、要介護認定を申請後に介護予防ケアマネジメントの利用を

希望する待機者が増加し続け、直ぐにサービスへと繋げられない状況が続いている。 

地域住民に向けて、地区社会福祉協議会サロン活動、毎月のミニデイサービスに毎月参

画している。令和７年５月福寿大学、自治小規模コミュニティである町会に、令和７年

９月ＵＲコミュニティでの出前講座を通して、「自立支援」「介護予防」「自助・共助」

に関する意識の啓発活動を行っている。 

１．介護支援専門員への支援体制としたサポートシステム 

中部地区の居宅介護支援事業所は、２５か所（高芝地区１５か所）、令和６年１２月

船橋市介護支援専門員協議会地区役員と合同で開催したアンケート結果から、介護支援

専門員が困難と感じているケースは、キーパンソンの不在、身寄りがいない、金銭管理

や経済的困窮など他機関連携や他制度の活用が必要なケースが挙げられた。令和７年２

月より開始した「高芝地区ケアマネサポート塾」では、介護支援専門員が困難と感じる

ケースの支援に活かせるよう、今年度も引き続き「権利擁護」をテーマに、研修を企画

している。 
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また、介護予防ケアマネジメントの実際においては、前年度に引き続き、その人自身の

「自立」を捉えるアセスメントの視点から目標、サービス内容に展開できているか等、

ケアマネジメントの展開と日頃問い合わせが多くある軽微変更、暫定ケアプラン、評価

票に関することについて、自己点検できるようケアプランの書き方（船橋市介護予防ケ

アマネジメント業務関連書式記載ポイント集を参考）を地域で共に学び合う研修会を企

画している。 

 船橋市介護支援専門員協議会地区役員と基幹型地域包括支援センターと共に、年２回

の地区研修企画運営を今年度も協働し実施した。 

1 回目は、令和７年７月１４日「どう活かす？船橋市の定期巡回・随時対応型サービス

とケアマネジメント」～2024 年度介護報酬改定により広がった活用方法について講師

に船橋市定期巡回・随時対応型訪問介護看護連絡協議会役員を招き、講義、グループワ

ーク形式で開催した。参加者は３７名。参加者の９６％が参考になったと回答し、経験

年数も１年未満から２０年以上と幅広く参加した。具体的な意見として定期巡回サービ

スが、改定以前より柔軟に活用できることや方法などについて理解が深まったとしてい

る。また実際にケアプランに位置付けている他の介護支援専門員の意見が聞けるなど有

益だったとの意見が多くあがった。２０１２年定期巡回・随時対応型サービスが開始さ

れたが、なかなか利用が伸びない背景（定期巡回サービスの内容（特に 24 時間対応や

医療・介護連携の仕組み）を十分に理解していない、または従来の訪問介護との違いを

イメージできていないケースが多い）から、私達自身も理解が進み、改めて有益な資源

であると気づくことができた内容となった。 

２回目は、同年１２月１２日「生活支援コーディネーターの役割を知ろう！！」 

～多職種で地域における社会資源について考えよう～と題し、生活支援コーディネータ

ーの第１層、船橋市地域福祉課、第２層（夏見・高根金杉・高根台・高芝地区）を講師

に招き、地域の生活支援体制整備事業についての概要やグループワークでは、地域資源

を抽出し、介護支援専門員が支援していく上で、どのような社会資源が地域にあるのか

を情報を整理し、地域包括支援センターとして、介護支援専門員のニーズを同時に把握

する必要性があると考えている。 

今年度も地域で学び合うことで、地域のネットワークづくり、地域包括支援センター

との連携強化に努めている。 

 

２．介護支援専門員の実践への支援 

介護支援専門員からの相談は「障害、生活保護などの他法制度」「精神疾患」「認知症」

「経済問題」「身寄りがない人の施設入所」「本人、家族が拒否している、ケアマネとし

ての倫理」「認知症の理解がない家族」「経済生活課題を抱える世帯への支援」等があっ

た。担当介護支援専門員が考える課題を聞き取り、アセスメントの「抜け漏れ」を一緒

に丁寧に問いながら、気づかなかった、新たな課題を共有している。センター全体で真

のニーズを明らかになるよう、三職種と課題を整理し、支援の方向性を担当介護支援専

門員から擦り合わせながら介護支援専門員の実践をサポートしている。 

また当センターから依頼した際にも後方支援をしている。認知症の進行や支援する家
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族がパワーレスな状況であるなど、早期に介護保険サービスや医療へ繋ぐ必要性がある

場合には、介護支援専門員と協働で行い、アセスメントを三職種の強みを生かし、多角

的な視点で行い、役割分担をしながら継続的にケースの支援を丁寧に行っている。 

 

３．関係機関との連携体制・構築 

 介護支援専門員の個別支援を通して、積極的に権利擁護、経済生活問題、健康（医療

との連携）等多機関、地域等とつなぎ、高齢者を取り巻く環境を整える支援をしている。 

利用者や家族からの相談・依頼の中には、介護支援専門員が担わらざる得ないとも言わ

れている支援（法定外業務）なども多く、課題解決には様々な地域包括ケアシステムの

活用が求められる現状となっている。解決に向けては、社会問題の整理から役割の明確

化、自立支援と言った課題は山積みであるが、ケアチームで支援方針や具体策を考えて

いけるよう、個別ケア会議や専門職でのケアカンファレンスを強化した地域を創り上げ

ている。 

 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

＜ 回数 ＞ 

・定例会…年３回の定例会を実地済（令和７年５月･８月･１１月） 

４回目は、令和８年２月を予定している。 

＜ 構成員 ＞ 

民生児童委員、地区社協（事務局長、生活支援コーディネーター）、商店会長、自治

連、老人クラブ、法律関係者、施設の地域連携室、グループホーム、薬剤師、歯科医師、

医療ソーシャルワーカー、サービス付き高齢者住宅、芝山団地：暮らしつながるサポー

ター（旧：生活支援アドバイザー）、保健センターといった、地域で暮らしている、も

しくは活動している、地域に密接したメンバーで進行しており、今年度も団体は変わら

ない構成である。 

今年度は民生児童委員の一斉改選があり、それに伴い代表で参加されている構成員も途

中で変更となる。 

構成員の他にオブザーバーとして、民生児童委員、地域の介護支援専門員、介護サー

ビス事業所、調剤薬局、その他、民間の事業所や興味を持たれている団体等に声をかけ、

参加いただいている。（介護支援専門員については、地域外でも当管轄内の要支援のケー

スを多く受けている事業所、福祉用具については、地域外でも利用実績の多い事業所に

案内をしている） 

今年度は、別の調剤薬局と新たに地域に開設した訪問看護、訪問介護の事業所より参加

希望があり、定着したメンバーに新たなオブザーバーも参加している状況であった。 

また、今年立ち上げたチームオレンジのリーダーも参加し、活動の報告を行った。 

オブザーバーについては、ただ参加するだけでなく時間の許す限り意見も頂戴しており、

外から見た高芝地区の地域ケア会議というものを確認することができる。 
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構成員やオブザーバー関係なく、会議を通じ顔を合わせることで、横の繋がりを強化

していると感じている。 

＜ 内容 ＞ 

（定例会） 

・第１回「高芝地区の新体制について」 

高芝地区社協の人事が変わったこともあり、改めて地区社協の活動と生活支援コーデ

ィネーターとの連携について。まずは、この高芝地区社協がどのような活動を行ってい

るかを知っていただき、地域の社会資源の一つとして連携を図れることを目的として開

催。 

ボランティア活動も支える側の高齢化や成り手不足により、気持ちはあってもなかな

か思うような活動に至れない現実もあった。その話を聞いて、オブザーバーの中には、

企業として何かできることはないか検討したいという意見もいただけた。 

また、この回では薬学部の大学教授も参加され、現場の福祉の状況について理解できた

こと、地域で暮らす方々の全人的ケアができる人材を育てていきたいとあった。 

第 2回「災害について」「チームオレンジの立ち上げについて」 

「災害について」は、以前、高芝地区での防災について話し合った内容と課題をまとめ

共有。市のホームページにある防災関連情報から、地域の状況を確認し、病院前救護所

については、病院職員より災害を想定して訓練も行っているとある。しかし、発災時早

急に人員が確保できるかが課題であるとのことだった。 

また、地域から医療関係者がいなくなってしまう懸念はあるも、実際には、発災時患者

がクリニックにいたら、または来たら対応せざるを得ない状況にあり、救護所に行くこ

とは難しいだろうという意見もあった。 

「チームオレンジの立ち上げについて」は、８月８日に立ち上げた「チームオレンジふ

るさと」について経過や今後の活動について説明し、地域及び専門職へ協力を仰いだ。 

第 3回「老後の財産管理と引継ぎについて」 

昨年度より、『人生の終焉シリーズ』と題し、介護・福祉意外の情報を地域に提供。自

分の身は自分で守るために、自身で今からできることを啓発する。 

今回は、家族信託と遺言について、構成員の行政書士より講義方式で開催した。 

信託の仕組みや特徴、遺言の種類や記載できること、保管方法などをお話いただき、実

際に遺言書を皆で書いてみた。 

第 4回は、詳細は未定だが、各団体の活動報告と来年度の地域ケア会議の内容につい

て話し合えればと思っている。 

  

○個別ケア会議について 

当センター主催では、１２月に１件を予定。障害の子を持つ自閉症スペクトラム障害

の高齢の母親に適切な判断能力がなく、詐欺ではないが業者と高額の工事を契約し、そ

の後、消費生活センターを介して問題解決（クーリングオフ）に至った経緯があり、権

利擁護及び地域の見守りと相談体制について話し合う予定。 

高根台在支が主催として、当センターが相談対応を行い個別ケア会議の開催を依頼し
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たケースが１件。知的障害を持つ高齢者が、転倒で救急搬送され入院対象であるも自宅

に戻ってしまう、管理事務所や近隣に自身の体調不良をうまく訴えられず、頻回に行っ

てしまう症例があり、本人に対しての支援について、関わっていた特別支援学校の先生

にも参加いただき方向性を検討した。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

地域課題の一つである、認知症の理解と対応について、今年度は、認知症サポーター

養成講座を修了した方々へ、ステップアップ講座を開催し、認知症を知ることから対応

することを学んでいただいた。参加者は専門職や、地区社協、ＵＲの相談員など、一般

市民の方は少数であったため、今後、一人でも多くの住民の方に認知症を「知る」から

「対応する」ことを学んでいただく機会を増やすべく、チームオレンジを活用していく

予定である。 

また、今年度はステップアップ講座、チームオレンジ立ち上げを主で動いたため、当セ

ンター主催の認知症サポーター養成講座が行えていない状況であるが、今年度は民生委

員の改選もあり、高芝地区では１/３程の入れ替えがあるため、声掛けを行いながら、

引き続き認知症サポーター養成講座も開催していくこととする。 

高齢化が進む地域での支援者の成り手不足、要介護認定者も増える中で公的支援であ

る介護サービスが追いつかない。という課題がある。 

このままでは、本当に必要な人へ必要なサービスが利用できないということも懸念され

る。また、これからは公的サービスに頼ることができない時代にもなってくることから、

自分の身は自分で守る意識へと変えてゆくよう地域へ啓発し、自立支援に向け自助を強

化していく。同時にチームオレンジと協働し、地域・専門職と連携しながら、当事者や

家族の話も聞きながら、インフォーマルを作っていく。 

当センターは、圏域が高芝地区と高根台地区と分かれており、高根台地区に関しては

在支が地域ケア会議及び個別ケア会議の事務局となっている。 

高芝地区では、地域診断を行い課題も明確になってきているが、高根台地区に関しては、

そこまで入り込めていないのが現状である。 

高根台地区の地域ケア会議に参加しているが、活動報告と地域ケア会議を主体とした講

演会の話が主であり、時々、事例や困ったケースの対応について専門職の意見を聞くこ

とはある。高根台地区でも同様に、自立支援に向けた対応が必要と感じているが、そこ

までの対応ができていない現状もあり、ブランチ在支との連携において、今後、どう介

入していくか課題である。 

 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

新規で要支援認定を受ける方の数は一定数を保っており、慢性的に介護支援専門員不

足によりサービス利用までに待機を頂く状況が続いている。 

事業対象者と要支援者の違いが分かりにくく、制度の説明にも時間を要すること、手続
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きの煩雑さや福祉用具・住宅改修の利用ができない制約があることがネックであり、新

規で対象となるケースはごく限られ、対象者がいたとしても要支援が待機している中で

事業対象者の利用を先に進めて行くことは、公平性の観点からも考えにくい。 

更新の際に事業対象者に移行をしていくことが現実的である。ケアマネジャーに声を掛

けながら 1例ずつでも実施していくことが、今後に繋がって行くと思われる。 

 

○多様なサービスの活用 

介護支援専門員不足により、直ぐに介護保険サービスに繋げられない例も多く、民間

事業者のサービスに適宜繋げて行った。今後も利用者や事業者の実情を踏まえ、適切な

支援に繋げられるよう情報収集と事業者との連携に努めていく。 

今年度も自立支援ケアマネジメント検討会議には、居宅介護支援事業所のケアマネジ

ャーに事例提供を依頼した。自立度が高いが、サービス卒業には一歩踏み込めないケー

スで、地域にどのような資源があったら自立支援に繋がるかについて専門職の視点だけ

でなく、地域に密着している生活支援コーディネーターの意見が聞けることで、より具

体的に掘り下げた議論に繋がった。 

また、今年度は新規に関わるケースで、食事制限があり自分なりに取り組んではいるも

のの、独居で食事管理の継続に不安や課題がある方がおり、管理栄養士との同行訪問事

業を活用する予定である。今後もケアマネジャーには、多職種の視点の活用および保険

給付や介護予防・生活支援サービス事業以外の社会資源の活用、地域課題の検討等に視

点を持っていただけるよう働きかけていく。 

包括的・継続的ケアマネジメントにも記事しているが、当センターの圏域では、要支

援の待機者の解消が進まない現状が大きな課題である。自立支援検討会議の場で助言者

に「待機者や一般高齢者向けに知識や技術を活用して、できることが何か考えられるこ

とがあるか」を聞いたところ、「出来る範囲であれば協力したい」といった意見が多く

聞かれた。具体的に直ぐに形にすることは難しいが、今後地域の事業所に働きかけをし

ていくことは今後の課題である。 

住民やボランティアを主体とした、多様なサービスや基準緩和型のサービスはごく限

られている現状がある。今後も直ぐに増えることは期待できない。特別に何かというこ

とではなく、高齢者でも暮らしやすい街づくりといった視点が必要である。地域では実

際何が課題で、どのようなニーズがあるか、地域活動の参加の場を通じて情報収集に努

めていく。 

 

○総合事業の普及啓発 

今後も従来型のサービスを継続していくことは、近い将来いずれ困難になることは見

込まれる。今年度、自立支援検討会議に参加した通所型サービス事業所の意見を聴取す

ることができた。それによると、今までに目標達成をして卒業をした方は、記憶してい

る中では殆どおらず 1名ということ、その理由として「基本的に継続して利用していた

だくことで維持できるものと考えている」と返答されており、卒業という意識は殆ど持

たれていなかった。直接意見を聞いたのは 1事業所のみであるが、多かれ少なかれ同様
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の意識でおられることは推測する。資源が限られる中で必要な人に必要なタイミングで

サービスを提供していくためには、卒業できる人は卒業し、次の人に回していけるよう

循環させていくことが必要であり、高齢者側だけでなく、事業所も巻き込んで今後の在

り方を検討していく必要性があることがわかり、今後の課題である。 

その様な中で型にはまったサービスではなく、まずは地域でお互い声を掛け合い、協

力していくことや、本人が自発的に参加する意識が重要である。介護予防は与えられる

ものでなく、自ら取り組んでいくものであり、実際介護には成りたくないと意識をされ

ている高齢者の方も多くおられる。今後も地域活動の中で、個人での健康管理とともに、

積極的な社会参加により介護予防に繋がることを普及、啓発していきたい。 

また自立支援ケアマネマネジメントの同行訪問も活用し、利用者自身のセルフマネジメ

ントを専門職の視点から促す機会としていけるよう働きかけていく。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

①本人の意向を十分に尊重した上で安心した日常生活を継続できるよう相談支援を

する。 

常にその方がどの様に生きてきたのか、どうしたいのかを考えながら支援してい

る。認知症により、介護サービスの導入や施設への転居など、今までの生活様式を変

えなければならない事が多い。今までの生活環境や習慣を変える事は誰であっても不

安であり、少なからず抵抗を感じる。しかし、命を守る為には変化しなければならな

い時がある。その不安に対して、自分事に置き換え寄り添い、よく話しを聞くように

している。(当センター職員が皆、長い経験を積み、高齢者に近い年齢になってきてい

る事も寄り添える強みである) そして不安に対して、一緒に解決策を考える事によ

り、自己決定支援につながっていると考える。 

ある男性は体調不良もあり、「早く(亡き)妻のところに行きたい。迎えにきて欲しい」

と泣きながら話し、痩せてきていた。「サービスなんていらない。もうダメなんだ」と

介入拒否も見受けられた。しかし、近隣の方や民生委員が絶えず声掛けしてくれて、

介入機会が得られた。そこで、今までの生活状況等を世間話的に聞いていくと、妻へ

の思いや、今までの楽しかった思い出を話してくれた。段々、饒舌になり、生活に対

する不安要素も話し始め、何に困っているか明確化した。実際、この男性はとっても

しっかり話されるが、取り繕いの話で認知症状が見受けられた。近隣の方の手配で配

食弁当をとっていたが、殆どが冷蔵庫に保管され、「食べる」という事を忘れていた。

本人の理解も得られ現在は毎日ヘルパーが入り、身違える様に明るくなり、ヘルパー

に毎回、「ありがとう」と嬉しそうにお礼を言われるので、ヘルパーのアイドルになっ

ているとケアマネージャーから報告が入っている。 

サービスを利用するという事では結果的には同じなのかもしれないが、認知症だった

としても、自分の思いに沿って自主的に受け入れられる様に支援する事は大切だと思

う。今後も本人の思いを知り、一緒に考える相談支援をしていきたい。 

 

②最大限、本人の思いを生かす為、家族や民生委員、近隣住民、関係機関と連携しチ

ームとして支援していく。 

上記①のケースからもわかる様に、家族、友人、近隣住民、民生委員、ケアマネー

ジャー、介護事業者等、様々な方の支援や見守り、知識、視点はその人の思いに寄り

添った支援をするに当たってとても重要である。その方に関係者に伝える事を承諾頂

きながら、個人情報漏洩にならない様に細心の注意を払い、その方に関わる人達と情

報交換をする様に心掛けている。その人の現状を知ってもらう。情報交換の中では、

私達が知り得なかった本人の本音が聞かれたり、より適切な支援に繋がる話もある。

また、伝える事により、支援してくださる方も本人理解に繋がる。支援が一方通行に

ならない様に情報交換し、支援の効果測定を意識して行っている。 

地域で生活するという事は、認知症症状に対応するだけで無く、例えば団地の大規模
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修繕など、生活を継続する為の特別な支援も必要となる。この様な場合、介護サービ

スでは対応が難しく、近隣の方の理解と協力が不可欠である事を体験した。 

「命を守る支援」と「生活基盤を守る支援」このどちらも両立できる様にバランスよ

く考える事が大切である。 

その方に関わる皆で、どう支援すれば生活が維持できるかを考え行動していくと、い

つの間にか自然に支援チームが出来ており、皆さんの力に助けられている。 

 

③地域ケア会議において行政書士の方を講師として、終活講座を開催する。 

11 月 19 日の地域ケア会議において、「家族信託と遺言書の書き方」について講義

をして頂いた。特に家族信託は聞きなれない言葉であり、制度も複雑で「難しくてわ

からないや」という率直な言葉も聞かれた。持ち家が多く、独居高齢者や 9060 の多

い地域においては、身上監護は出来ても、金銭が動かせず、対応に苦慮するケースが

ある。この様な制度があるという事を事前に支援者が知っているだけでも、その人の

思いを最期まで叶えるには、元気な時に相談して考えておくよう助言するなど、支援

方法の選択肢が増えると感じた。人生の意思決定を意識付かせる事になる。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

①認知症サポーター養成講座を開催する。 

小学校(3 校)中学校(1 校)で認知症サポーター養成講座を開催した。方法としては講

話の後、グループワークで声掛けの方法を考えてもらい、代表者に先生も含めて声掛

けを実演してもらうミニ徘徊模擬訓練を取り入れている。同級生や先生が声掛けをす

る姿を見て、より具体的に身近な事として受け止めてもらえる。また、先生が自分の

親や祖父母の姿を思い、感想として感情的な言動を示してくれるので生徒達の印象に

残る。更に今年度はある先生が自分の祖母をイメージして、高齢者役をやり生徒が声

掛けをした。容赦の無いリアルな高齢者となったが、より深い印象を残した。まずは

「その様な状況がある」という事に興味を示してもらう事が大切だと考える。 

今年度はクラーチ船橋では認知症ステップ講座を開催した。近隣住民の方や地区社

会福祉協議会の生活支援コーディネーター、芝山団地・高根台団地の暮らしつながる

サポーター（旧：生活支援アドバイザー）、小規模多機能事業所等の介護支援事業所な

ど、幅広く参加頂いた。専門職や日常的に認知症の方の支援をしている方も多く、ロ

ールプレイでは迫真の対応が見られた。とても勉強になったとの声も多かった。身近

で専門職の方の話を聞けた事も大きい。(この熱い思いから「チームふるさと」が立ち

上がった。) 

出席者から、元気な高齢者が認知症状のある高齢者(友人)を何とか助けようと連れ出

したり、支援するが、認知症対応が分からないので、無理に分からせようとしたり、

怒ったりし、認知症の方が萎縮してしまい、悪循環になっている関係が多々見受けら

れるとの話があった。市内でも高齢化率 2 位のエリアであり、高齢者が多い。日中は

高齢者しか歩いていない日常で、迷子になったら同じ年頃の高齢者に助けを求めるエ

リアである。人に頼らずにお互いに助け合おうとする意識が年々高くなってきている

様に思える。来年度は高齢者向けの認知症サポーター養成講座→ステップアップ講座

を開催して、支援者を増やしていきたい。 
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②認知症カフェの開催支援をしていく。 

高齢になってくると、認知症との診断に至らなくても、何らかの認知機能に不安を

抱える。高齢者の多い地区としては認知症カフェでは無く、誰でもカフェという形で、

交流できる場としてカフェの運営がされている。高芝社会福祉協議会が運営する“ひ

だまりカフェ”では包括支援センターが健康相談を担当しているが、相談は殆ど無く、

近隣の方との交流がメインになっている。誰かと話す事は認知症(予防)の薬である。

交流する場が増え、そこに参加したいと思う人が増える事は認知症に対しての予防策

になり、今後も必要に応じて、一緒に楽しみながら関わっていきたい。 

クラーチ船橋でもチームふるさとを母体として、認知症カフェを 8 月より隔月で開始

した。 

最初はカフェと考えていたが、参加者はここでは、「何を教えてくれるのか？」という

意識が強く、デイサービスの様になってしまった。10 月からはテーマを決め、催し物

と体操をセットにして開催されている。 

毎回、20 名程の参加があり、今後は場所をクラーチ船橋に拘らず、地区内の様々な場

所での展開を考えている。また、他のカフェと連携が取れる様に、高芝・高根台エリ

アでのカフェマップの作製を開始している。クラーチ船橋での開催については、チラ

シ作りや企画など(株)あいらいふの多大な協力があり、地域支援として、公共の立場

で活動頂いている。 

官民一体での活動であり、この有難い特性を活かせる様に考えていきたい。 

 

③ケース支援を通して互いに理解を深める。 

上記○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 ② 

下記○地域での見守り体制の構築 

参照 

 

○地域での見守り体制の構築 

★ チームオレンジ立上げ 

担当エリアの高根台、高芝両地区合同でチームオレンジとして「チームふるさと」

を立ち上げた。 

高芝地区の住民は、元々高根台団地に居住し、その後、高芝地区に戸建てを建てて転

居した人も多く、生活圏域が高根台地区と同じであり、高齢化は進んでいるが比較的、

地域の支援者が多い。一方、高根台地区は新しいマンションや戸建てが建ち、若い住

民が増えたが、就労者が多く、人口に比して地域の支援者が不足している。その一方

で協力的な介護支援事業所が多い。両地区の特性を補いながら良い点を生かせる様に

1 つのチームとして立ち上げた。地域住民の方、有料老人ホームを経営している民間

企業である(株)あいらいふ、社会福祉協議会、UR、小規模多機能事業所、在宅介護支

援センター、包括支援センターと多岐に渡る組織メンバーとし、民間の柔軟な考えと

コンテンツ、公共の信頼性を融合できる様にした。 

そして、まずは認知症カフェの開催から活動を開始している。カフェという事でお茶

を飲みながら互いに話す場としての交流を考えたが、始めると、会話による交流では

無く、「今日は何をしてくれるの？」という問いかけがあり、カフェというよりも、何
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か得るものを期待されており、デイサービスの様な形の方がこの地域では望まれてい

る事がわかり、それからはテーマを決め、催し物をメインにする様にしている。 

チームオレンジは「認知症支援」という事が求められるが、まだ認知症では無くて

も、加齢と共に理解力、判断力、記憶力は低下し生活上、支障が生じてくる。特に急

激な IT 化や SNS の発展で詐欺や混乱が生じ易くなっている。様々な効率化、機械化

により高齢者にとっては生活が不便になっている。その様な事から、認知症に拘らず、

誰でも見守り、支援できる様な体制作りを意識して心がけている。 

高芝、高根台は高齢者が多く、介護保険利用者、利用希望者が大変多い。利便性の良

さもあり、他地区から介護を受けるために転居をされてくる方も多い。その様な状況

で、ケアマネジャーが不足し、すぐにサービス提供が出来ず、多数の方に待機という

形でお待ち頂いている現状は心苦しい。 

しかし後期高齢者が年々、増加しており、介護利用率も上昇し、更にケアマネジャー

不足となり、今後、必要時に適切な介護サービス提供が速やかに出来ない事が心配さ

れる。 

そこで、チームふるさとでは見守り機能も含めて、軽度のうちは、介護保険サービス

に依存しない地域支援体制が作れる様に考えている。 

その為に様々な関係機関、立場の方々に参加して頂いた。これからも、民生委員を退

任された方や専門職の方、興味のある市民の方など、参画を募っていきたい。認知症

カフェは 1 つのツールと考えており、どの様に生きていくのかを考える人生会議や、

町会会館レベルので定期的な健康教室の開催など、生き方、考え方を変え、健康維持

ができる様、地域の問題として考えられる様に道筋をつくりたい。 

薬剤師や福祉用具事業所、訪問看護事業所など、地域資源と考え、業種ごとにそれぞ

れ部会を作り、地域の問題の表出とそれぞれが何ができるのか考えていきたい。包括

支援センターを通さなくても、それぞれが支援し、それを地域関係者が把握でき、一

元的に対応出来る構図を作りたいと考えている。 

地区の高齢化の事態を見て接して、危機感を覚え、薬局にしても、福祉用具事業所に

しても、小規模多機能事業所にしても、皆、直接、相談を受ける事や自分達が出来る

事を提供出来ればという話しを頂いている。 

その意見は今まで、ケースを通し細やかに連携してきた結果だと思う。 

 

★ チームふるさとの効果 

エリア内で高齢者ではあるが、知的障害があり、行動が地域生活において問題視さ

れる男性がいた。誰もが知る地域の有名人だった。それでも、長く住んでいる住民と

して、皆、その方に注意しながらも暖かく見守ってくれていた。しかし、見守ってく

れていた方々が 90 歳を超えてくると、自分の事で精一杯で、この男性の行動が許容

出来ず、体調を崩す様になり、本人への注意が市へのクレームへと変化した。 

(加齢は様々な環境への意識も変化する事を学んだ) 

ある日を境にその男性に対して毎日の様にクレームを頂くようになり、その男性の生

活もままならなくなった。 

自治会長や生活支援アドバイザーなどが男性から話しを聞いて寄り添ってくれたり、

苦情対応をしてくれていた。 
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しかし、このままではその男性が地域で生活出来なくなってしまうという状況にな

り、家族を含め支援者 10 名ほどがすぐに集まり、個別支援会議を開催。その男性宅

近くの小規模多機能事業所がメインになり支援体制を作った。(しかし、その男性は残

念ながら会議の直後に体調を崩し、会議メンバーで救急搬送したが、突発的な病気に

より長年のかかりつけの病院で他界された。そのため、支援体制は生かす事は出来な

かった。) 

この会議メンバーの殆どはチームふるさとの構成員であった。自治会長は違うが、

小規模多機能事業所の連携会議のメンバーであり、日頃から関係性があった。 

自由な男性なので、介護保険サービスに乗せる事は困難が予測され、本来なら受託は

難しい状況の方だったが、小規模多機能事業所の職員が、「(本人の状況が)私達、事業

所だけでは責任を負う事はとても出来ない状況なので、受ける事は出来ない。しかし、

自治会長を始め、生活支援アドバイザーや包括、在支が一緒に考えて支えてくれると

いう事で、安心だし頑張れる」と話し快く引き受けてくれ、会議前に対応策も色々と

事業所内で検討してくれていた。 

自治会長や民生委員が今までの苦労から消極的だった家族を会議に参加させてくれ

た。本人にも小まめに声かけをしてくれて今までと違う変化に気づき、「1 人で孤独死

したくないんだよ」という言葉を大切な本人の言葉として受け止めて、私達に訴えて

くれた。 

実際、会議直後に訪問した時には意識はあり話せたが動けなくなっており、救急搬送

に至ったが、本人の不安であった孤独死は防ぐ事が出来た。 

日頃、本人のことを思い接している方の直感や言葉は正しく重い。これが近隣の力だ

と考えさせられ学んだ。 

チームと名がつき、構成員という意識だけで、とても関係性の距離が近付き、気持ち

的に協力度が増す感覚になる。この体験から、連携の大切さとチームふるさとの新た

な可能性を知った。 

ラグビー選手の故 平尾誠二氏は「チームワークは存在しない。一人ひとりが自分を

マークする相手との勝負を制すれば必ず勝つ。個人戦の総和がすなわちチームの力

だ」と話している。 

まさに、それぞれの専門家達が自分の持てる知識、技術を提供し、同じ目標に向けて

動く事がチームとして最大限の力になるのだと思う。住民も地域の専門家である。 

 

地域内のカフェや相談場所を示したマップの作成も始めたが、認知症カフェをまだ

メインとしているため、現状ではなかなか地域の全体活動として理解を得られ難い。 

専門家チームを作り、老人会への参加協力など、少しずつ、理解を得られるよう活動

したいと考えている。 

 

 

センター事業 

○地域共生にむけた地域づくりとして 

今年度は地域支援者の新たな体制構築へ移行する中、支援者の高齢化も重なり継続

して行くことへの多くの課題も抽出されてきている。市内全域でも同様な現象が出現
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していると思われるが、当センターの担当圏域内での高齢化にもバラつきがあり、か

つ高齢者のみ世帯数も増加し続けている。エリア（丁目）によっては、人口減となっ

ている地域もあり、後期高齢者が年々増加し高齢者人口の比率も著しく、コロナ禍が

終わってからの身体状況の変化から、要介護認定者も増加していると分析している。

しかし、要介護認定を受けてもすぐにサービス調整が図れない状況にも陥っており、

介護支援専門員の減少や従事者の高齢化も重なり、飽和状態になりつつある現状と捉

えている。 

地域ケア会議を通しての“高芝地区タウンミーティング”を８月に開催した 2回目

の会議で計画に立案していた地域防災を考えることができた。ケア会議のツールを通

してセンター独自の事業として捉え、地域の方々からの災害について体制を確認し合

い、同時期に国内で多くの降雨災害に見舞われた地域もあったことから、地域防災を

リアルに対応を考える場を持つことができた。昨年度、話合われた初動体制から安否

確認の方法などを振り返り、地域の避難場所（一時・広域避難場所、宿泊可能避難場

所、福祉避難所）、避難ルート、船橋市が作成している防災カルテを船橋市ホームペー

ジ情報からリンク投影し、情報の取り方から地域特有の危険な箇所などの情報を確認

することができた。避難方法として、船橋市が推奨している在宅避難についても説明

を行った。また、構成員である医療関係者より病院前救護所の体制や機能の説明を受

けるが、実際の発災時の機能として体制（人材など）が整うかも不安な声が挙げられ

た。参加していた地域支援者から、移動方法などで高齢者のみならず障碍者や子ども

を含めた、地域で暮らす人々の安全な街づくりに向けた取り組みが重要と捉え、防災

への意識づけとなったと考える。 

そのほかセンター独自の支援体制の構築として、認知症施策であるチームオレンジ

の立ち上げとして民間事業者との連携を深化させた体制づくりができている。地域関

係者同士の強固なネットワークへと発展し、思考を凝らした新たな事業として誕生し

ている。 

 

○小規模コミュニティへの支援の継続と介護予防の推進 

当センターの担当圏域が２圏域（新高根・芝山、高根台）となることから、協力体

制を求められる声も多くある中、定例開催予定の小規模コミュニティ（高根東町会・

ＵＲコミュニティ・芝山 6丁目町会・西高根町会・民間企業等）との地域支援を独自

に開催することができている。地域包括支援センターの周知のみならず、消費者被害

を予防する啓発セミナーも同時に行いながら、多くの方々に地域で起きている様々な

消費者被害の現状をお伝えしながら、予防と対応としてのセフティネットの強化も図

ることを行っている。 

ＵＲコミュニティでの、暮らしつながるサポーター（旧：生活支援アドバイザー）

との協働企画による、福祉セミナーの定期開催へ企画から参加を行い、今年度は東京

ガスが実践している食育と介護予防をコラボした内容で芝山団地の住民に対しての

五感の体験と講演を実施した。また、隣接地域の高根台地区のＵＲでも、同様の福祉

セミナーが開催され担当する高根台在宅介護支援センターに協力を頂いた。 

民間企業の協力（地域貢献事業）による地域支援への参画には、協働意欲の高いこと

から、施設の空きスペースを活用させて頂き、地域住民を中心とした（入所者参加も
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可）地域交流も深め、季節感を持ったイベント交流やセミナーを定期的に開催してい

る。この事業が念願であった、チームオレンジの進化系として動き始めており、地域

の生活支援コーディネーター（２圏域）、ＵＲ（２圏域）暮らしつながるサポーターの

方々にも参画を呼び掛け、地域力の強化へと発展してきている。 

介護予防資源の観点とした、健康体操も地域支援者（シルバーリハビリ体操指導者）

と一緒に福寿大学での開催を今年度も実施した。その中で参加者された方々に対し独

自に作成したアンケートから、約９割の方が、かかりつけ医、かかりつけ歯科医を決

めていたが、かかりつけ薬局を決めている方は６割にとどまる結果が解った。そのほ

か、１２月から移行されるマイナ保険証を活用されている方は、６割にとどまり、船

橋市からの健康診査は８割の方々が受診していることも解った。 

 今回の独自アンケートの結果から、福寿大学に参加される方々の多くは、何らかの

地域活動に参加され健康意識も高く持たれていることが判明したが、参加されていな

い地域の高齢者の多くが、孤立してしまうリスクがあることを老人クラブの関係団体

へも共有を行った。 

 

○地域団体との連携 

公民館での地区社会福祉協議会のひだまりネットワークのサロン活動、毎月のミニ

デイサービス事業、福祉まつりが開催され、例年とおりの出張相談、健康相談や介護

予防ミニ講座の講師派遣を実施した。 

福祉まつりにおいては、会場の大規模改修やコロナ禍での中止が重なる経過が続い

ていたが、今年度は１０００名を超える地域住民が参加された。乳幼児を連れた若い

方から高齢者までもが福祉に関わる催事として体験を行った。特に今年度から、点字

を学ぶ作成体験や手話を学ぶブースも設け、多くの幼児や児童が点字や手話と触れ合

う体験が、身近な地域の福祉教育へと発展していくことを感じた。当センターは健康

相談と血圧測定などで参画、多くの高齢者の方々への助言も行いながら、健康な身体

を維持する大切さである介護予防と「自分の身は自分で守る」自立支援につながる健

康づくりを呼び掛けることができた。 

 

○『高芝地区ケアマネサポート塾』居宅介護支援事業者への支援にむけて 

 地域の居宅介護支援事業所数の増減は見られていないが、介護支援専門員の高齢化

が進み経験豊富ではあるが、複合的な課題（法定外業務など）も多く、負担軽減を優

先した働き方にも変化している。今年度、千葉県で新たに介護支援専門員の試験に合

格された方が５９２名（昨年より１４３名減少）となっている。若干の変化として、

経験の浅い方や暫く離れていた方が地域の事業所へと入職されている状況も把握し

ているが、事業所内でのサポート体制も十分でない所もある。令和７年２月立ち上げ

た居宅介護支援介護事業者を支援とした『高芝地区ケアマネサポート塾』の開催を計

画しており、定期開催に至っていない現状であるが、介護予防ケアマネジメントの実

践やアセスメントの基本、権利擁護などを年度内に実施予定としている。 

また、国の動向として、介護支援専門員の法定研修による更新性の廃止が示され、

現場での混乱が多くみられることからも、地域での法定外研修の在り方にも視点を当

てながら、地域の介護支援専門員が抱える課題抽出を地区研修会にて、アンケート実
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施する予定である。介護支援専門員を取り巻く環境（制度改正・処遇改善など）が大

きく変化しようとしている、今後の動向（社会保障審議会：介護保険部会）を見なが

らサポートも柔軟な体制を構築していく。 

 

○感染症対策の継続 

地域でのインフルエンザ感染症の発生が止まない状況からも、地域の高齢者支援で

の感染に伴う大きなリスクを考え、今後も感染予防対策の徹底・感染者の発生及び保

健動向を見据え、イベント開催等には慎重に取り計らい実施していく。 

 

○地域福祉事業と地域支援の連携 

地域課題とするニーズが的確にアセスメントがされているのか、当センターとして

の圏域（新高根・芝山、高根台）と広範囲が広がるため、支援体制の確保には人的な

ニーズが求められる現状もある。地域福祉活動計画とともに地域連動した、街づくり

プロジェクトに地域特性を踏まえ各地区の社会福祉協議会との連携を深化しながら、

協働体制は確保でき始めているが、細かな地域診断を今一度、行政と一体となって考

える時期が来ていると強く感じる。地域共生社会が名ばかりとならない地域を創りだ

していくには、地域の下支えとなる人材をどのように巻き込んで行くのかが大きな課

題となっている。 

１センターで２圏域の関係団体と連携構築するには、それぞれの特性や地域色も見

られるため、当センターは他の地域包括支援センターと比べての異色性は高いと判断

している。自助、互助、共助、公助、地域に関わる者（住民を含めた）それぞれの役

割を考えるとしても２倍のマネジメント労力（調整）と時間が要すると考えられ、機

能性としての在宅介護支援センターのブランチ連携があるが、高齢者が抱える課題が

複雑化、複合化し、ケアマネジャーには多様な対応が求められる地域から、人材が不

足している現状もあることを報告する。これからも増加し続ける高齢者の高止まりま

でには、数年かかると考えるが地域の飽和状態が喫緊の課題となっている。 
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事業報告書（概要） 

（令和７年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

総合相談は 11 月末現在で、月平均 181 件で前年度比と大きな変化なし。介護相談が

１番多い。今年度は権利擁護の相談が 1.2 倍増加した。前原地区は高齢化率、高齢者人

口も横ばいであり、前原地域包括支援センター新聞（「以下センター新聞」）による周知、

エンディングノートを使った講話などの効果や後見制度や身じまい等への感心が増加

しているかとも考えられる。 

要支援のサービス希望待機者は春時点で 20 人以上であったが、現在数人の状況で、1

か月も待たずにケアマネジャーに繋げられている。また長く待機の方に状況確認する中

で、地域活動に繋がり、必要性がなくなった方や自身でまだやれるという声も聞かれた。

待機者が多いとの予測で、早めの申請やケアマネジャーをつけておきたいという意向が

見られる。今後も地域活動や地域リハビリの紹介も行い、まえばら健康ウォークラリー

やみたけ神社カフェの紹介をしていく。 

認知症相談は多く、警察からの徘徊通報相談は 9件で、4件はケアマネジャー支援あ

り、5件は認定未や認定あるもサービス未利用の方であった。ケアマネジャーと対応方

法の検討やサービス未利用の方では、実態把握し、サービスの検討やチームオレンジの

おしゃべりサロン案内、地域での見守りにも繋げている。認知症があっても本人の拒否

にて受診やサービス利用に繋がらない方も多々あり、認知症の理解啓発や家族相談の勧

めや、訪問診療や認知症初期集中支援チームを活用した。 

アウトリーチ活動としては、ミニデイや町会活動、敬老会での介護予防啓発、センタ

ー新聞にての広報、介護予防教室 3回も開催した。 

複合的課題をもつ相談は 5件、認知症高齢者の介護の問題、同居の子の経済問題や病

気、就労なども絡み、さーくるなどと連携しながら対応している。また、施設からの相

談でも入居者の支払い滞納にて家族と連絡が取れないとの相談あり、子供世帯の経済問

題が絡み、支援と経済問題が絡むことも多い。多機関の支援や検討が必要で、重層的支

援体制事業でも相談かけ、見守り継続している。 

 個別相談は全ケースフェイスシートにてアセスメント実施し、状況に応じ実態把握。

ミーティングで課題と支援方針の共有、三職種で多角的視点の助言や検討。対応後の事

後確認も行っている。 

 

 

権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

〇虐待の早期発見・早期対応・終結に向けての支援 

 虐待通報は今年度 7件あり。昨年度までは警察通報が主であったが、今年度は本人 3

件、ケアマネジャー2件、居宅サービス事業所 2件の通報先で違いがある。認定は 4 件

あり、準ずる対応は 3件で、その内 1件は障害の息子世帯での自立高齢者の夫婦喧嘩。
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2 件は同居の精神疾患疑いの娘からの加害であり、他機関との連携や住居の提案などし

ながら、対応中。認定の 4件において、3件は精神面の問題や介護負担による加害であ

り、継続支援中。通報の傾向としては、障害や疑いある子供を養護していた家庭におい

て、高齢者の老化により、家事や介護支援が発生してきたことの起因が 5件となってい

る。昨年度からの継続 3件は養護者との関係性改善し、措置入所から契約入所に切り替

えが 1件と老衰にて本人死去にて 1件終了。1件はショートロングにて受診時同行など

し、関係性は改善されているが、長期入所待ちの状況にある。 

虐待通報受付後はマニュアル通り、事実確認実施し、緊急性の判断。検討会議にて虐

待認定の判断と早期に支援計画作成できている。早期から終結に向けた計画を意識する

ことで、月 1 回の評価会議にても担当者目線だけでなく、計画の見直しを多職種で検

討・評価できている。直営地域包括支援センター（以後「直営センター」）とは受付時、

課題の変化・緊急性の判断、措置や解除、権利擁護視点でも共有できた。 

外部研修の参加やセンター内で高齢者虐待防止委員会を設置し、マニュアルの見直し

や虐待の判断に迷うケースについて事例をもとに研修実施予定である。 

 

〇虐待予防および早期発見への周知 

 ケアマネジャー勉強会にて障害のある本人と家族支援の事例検討を主に行ったが、介

護負担や知識不足により、虐待のリスクがあることを伝えていくことや民協定例会にて

も気になる高齢者への相談促しを積極的に行っている。 

 

※判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等 

〇消費者被害予防 

 センター内や掲示板に貼りだしによる注意喚起を定期的に実施。虐待予防・権利擁護

啓発として、専門職勉強会、民生委員や地域住民へもセンター新聞などで周知した。 

ケアマネジャーより詐欺被害の報告を受けた際は、近隣居宅介護事業所にも FAX にてタ

イムリーに情報共有し、被害拡大予防に努めた。 

 

〇成年後見制度の活用支援など 

 成年後見制度活用支援は 2件あり。司法書士会への繋ぎと親族申し立て支援を実施。

市長申し立てはなし。 

 独居の方や遠方親族から将来への相談などが多くあり、成年後見や身じまいなど情報

提供など行っている。予防教室にてもエンディングノート活用してライフプラニングの

検討など紹介した。また、センター新聞でも成年後見制度の活用を周知した。 

 

〇チームによる意思決定支援 

 家賃滞納やサービス、居住費の滞納などの相談が 4件あり。本人だけでなく、同居家

族の困窮により、高齢者への影響があった。高齢者の意思確認とともに世帯全体の支援

として、さーくると共同支援 3件。独居軽度認知症の方でのぱれっとへのつなぎは 1件。

施設職員からの経済搾取疑い 1件あり、引継ぎ先への繋ぎを行った。 
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認知症や精神面の受診や診断されていず、地域とのトラブルがある。本人は自覚がない

ため、医療の繋ぎや家族の支援も困難な方では、重層的支援体制事業の多職種連携会議

にて他市も含め相談した。早急な改善策もないが、共有し、タイミングをみて支援に繋

げていく方向にある。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

〇地域コミュニティ活動の場作りと関係機関との連携 

 地域ケア会議から始まった「みたけ神社カフェ」は地区社協を中心に開催され、猛暑

時期が長くあり影響はあったが、今年度 13 回開催し 191 人参加（平均 14.7 人）された。

町会とURと協同のまえばら健康ウォークラリー参加は6回開催し136人参加（平均22.7

人）と継続できている。イオン津田沼で開催のオレンジフェスタではボランティア協力

89 人（26 人は演奏等ボランティア）あり、医師、看護師、薬剤師、ケアマネジャー、

管理栄養士、福祉用具事業者、習志野市地域包括支援センターなどの専門職とイオン従

業員、地区社協、民生委員、チームオレンジ、大学生、地域のコーラス団体と協力得ら

れた。オレンジフェスタ参加者からもボランティアの希望の声もあがり、関係機関との

連携による活動の効果がある。 

 

〇多職種連携 

 医療連携勉強会では、医師、薬剤師、訪問看護と連携し、事例検討会に協力し、事例

を提供し、医療連携の課題も共有した。 

 

〇ケアマネジャー支援 

 簡単なケアプランや制度などの相談でなく、個別ケースの困難を抱える相談は 23 件 

あり、本人や家族との関係性の課題や経済問題、プランのミスマッチなどもあり、アセ

スメントの見直しや同行訪問（７件）、他機関連携によるチーム支援など考えられるよ

う支援した。地区の主任ケアマネ連絡会にて共有し、事例検討会（22 人参加）を開催し

た。 

昨年度の多職種勉強会で、成年後見制度や意思決定支援について学び、ケアマネジャ

ーが成年後見制度の説明ができるようにと助言を受けた。ケアマネジャーから制度理解

やメリット・デメリットなどをきちんと理解したいとの声があがり、3 月に勉強会開催

予定である。 

 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 
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 4 回開催。昨年度開催の個別ケア会議（認知症の方）の報告。及び、地域での課題を

共有し、優先順位をつけ、今年度の取り組み課題を決定した。 

 

○個別ケア会議について 

 1 回開催。独居でアルコール多飲後に物を投げ、近所の迷惑となった方。デイサービ

ス利用中も大声あり、認知症疑いかも不明。地域見守りと医療の繋ぎを検討した。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

 今年度の重点課題は以下 

① 認知症に対する見守りや理解の推進 

② ケアマネ不足と介護予防につながる地域活動の増加 

③ ボランティア不足 

課題①に関して・・・9/20 に津田沼イオンにてオレンジフェスタ開催。津田沼イオン 

全体の協力があり、イベントブースも確保し、舞台や音響などの協力も得られた。 

専門職の相談や体験だけでなく、ステージでのイベント実施（詳細は認知症総合支援業

務参照）。その他、町会長会議での認知症サポーター養成講座案内や 3 月に認知症に関

する講演会を企画中。 

課題②③に関して・・・みたけ神社カフェは猛暑にて 8月は中止も毎月 2回、神社境内

にて、コミュニティカフェを開催。高齢者だけでなく、参拝に訪れた方との交流もあり、

多世代や外国の方の参加もあった。集団を好まない方や、デイサービスなどの拒否ある

認知症の方、独居の方など来やすさがある。カフェ参加から、20～30 代のボランティア

の参加に繋がった。また 60 代 MCI の方も興味を示されている現状がある 

 まえばら健康ウォークラリーも 8月は開催中止も、自治会独自で集まりに変えたなど

ウォークラリーだけでなく、地域の活動として定着できている。 

  

 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

 今年度は基本チェックリストの実施 1件。所内の検討会を開催し、事業対象者として

判断した。ケアマネジャー不足があり、早めにサービスつながるメリットもなく、積極

的に勧めることができずにいた。現在は待機者も少なく、センターの対応可能であり意

識しているが、タクシー券希望なども付随し、実施に至らず。また地域活動紹介や軽度

生活援助員や助け合いの会で担えることも多くあるのも現状と言える。 

 

○多様なサービスの活用 

 上記同様、地域活動の紹介や同居家族がいるが家事支援希望も多く、地域のインフォ

ーマルサービスの提案や用具を活用した自立支援の推奨もしている。地域の社会資源の

活用推進として、資源マップにても紹介している。 

- 34 -



船橋市前原地域包括支援センター 

 

○総合事業の普及啓発 

 普及啓発を積極的に実施すべきか悩む点もある。要支援者のサービス利用の卒業はほ

とんどない。交通機関利用での外出ができる方でも送迎付きのデイサービスなど利用や

訪問診療、看護を利用する方も見かける。ケアプラン点検時に自立支援の観点や総合事

業の啓発を声をかけてはいるが効果ない。またベッド購入よりもレンタル希望あり、介

護保険申請される方も多々ある。軽度者の自費ベッドレンタルも疑問と、市民や医療・

福祉関係者の意識啓発と地域リハビリ事業の拡充も必要と感じる。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

・認知症独居の方では地域の不安やトラブルで相談となる事も多い。実態把握にて本

人の不安と家族の不安を丁寧に確認し、本人の意向を擦り合わせ、タイミングを図り、

医療や地域活動、サービス利用に繋いでいる。地域の見守り体制として、情報共有や

おしゃべりサロン、みたけ神社カフェを活用し、本人参加のきっかけになっている。 

・周辺症状が強くある方への支援として、家族相談やケアマネジャーに、認知症家族

相談やサポート医、専門医や認知症疾患医療センター利用などを勧め、本人や家族の

不安感の改善に繋がっている。 

・独居で認知症疑いのあるゴミ屋敷での生活の高齢者は、認知症初期集中支援チーム

のアウトリーチを活用。熱中症の不安、サービス拒否やゴミの片づけ拒否があった。

訪問を繰り返し、エアコン交換の為にゴミの一部撤去から始め、４回のゴミ撤去で生

活空間確保。現在はサービスと地域の支援で本人の望む愛犬との生活継続ができてい

る。 

・家族不在の認知症の方には、本人に丁寧に説明し、成年後見制度の利用なども支援。

本人の適切な判断が困難時には、センター独自でなく、支援者や医師の助言も受け、

本人の意思が妥当か、また意思に近づける環境支援などもチームで判断している。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

・「オレンジフェスタ 2025in イオン津田沼」開催：医師や看護師、ケアマネジャー、

薬剤師、管理栄養士などの相談コーナーや福祉用具の展示、出張チームオレンジ、地

域活動紹介、認知症理解の掲示、介護予防などの各コーナーと舞台のコーラスや演奏、

認知症声かけ体験や動画などを実施。ステージは立ち見も含め大盛況であった。ステ

ージ観客数は集計できずも、各相談体験ブースの合計は 648 人。また、若年性認知症

コーディネーターと若年性認知症の方が参加。当事者 2人の方は観覧者に思いを話し

てくれ、最後まで参加協力をいただいた。商業施設でのイベントは、幼児から高齢者

まで参加され、不特定多数の方が気軽に参加でき、認知症の意識啓発としての効果は

大きい。 

・センター新聞での認知症の意識啓発：全町会、郵便局、スーパー、薬局、医院に加

え今年度は商店街の協力も得て、掲示や回覧の実施。 

 

○地域での見守り体制の構築 

・チームオレンジ「アルビスケア連」の支援：オレンジサポーター主体で月１回のお

しゃべりサロンを実施。参加者は延べ 82 人（認知症の方 12 人家族 7人含）その中で

も春に 4人の認知症の方の転居や ADL 低下にて卒業。サービス利用なく、家族負担過

度の当事者の方には自宅出張での対応や迎えでサロン参加に繋げた。昨年度は認知症

家族交流が多くあったが、今年度は家族の参加者が少ないが、認知症本人の参加状況

を家族に報告など連携した。現在 MCI の方も参加もあり、今後ボランティア的な参加
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の方向にある。サロン後のチーム員会議は、認知症の方や地域で気になる方、認知症

家族の方の負担などについて共有している。 

・認知症サポーターステップアップ講座 14 人参加：おしゃべりサロン参加者にも声

かけし、受講後 2人のオレンジサポーターが誕生し、活動参加に繋がった。現在 

オレンジサポーターに 20 人の登録（認知症の方、家族も含め）。ウォークラリーや地

域活動にも声をかけあり、おしゃべりサロンだけでなく、見守り体制となっている。 

・認知症サポーター養成講座：1回開催 20 人参加 

 

センター事業 

〇介護予防と地域共生に向けての地域活動の推進 

・コミュニティカフェ「みたけ神社カフェ」：月 2回開催。神社境内での実施にて 

天候や気温の影響を受けたが、今年度 13 回開催し、191 人参加。内訳は 80 代以上

37.2％、60～70 代 35.6％、40～50 代 17.3％、20～30 代 5.8％、10 代及び不明 4.1％

と若い世代の参加者も多く、介護予防や世代間を超えた交流の場としての効果があ

る。若い世代のボランティア 2名誕生と、高齢者も運動や地域参加のきっかけとして

も地域共生の場として根付いた。 

・まえばら健康ウォークラリー：今年度 6 回開催し、136 人参加。猛暑や雨天時は中

止も町会独自で集まりの切り替えもあり、地域活動して充実している。神社まで歩け

ない方には公園での体操のみや短距離コースで参加される方、集団が苦手な方も参加

されるなど地域活動の推進効果がある。 

・地域資源の発掘とマップの更新及び、「地域包括支援センター新聞」の 2回発信。 

 

〇多機関連携勉強会や民生委員や地域関係者との交流や勉強会の開催 

・前原地区主任ケアマネ連絡会にて勉強会 22 人参加：ふらっとの事業説明及び、高

齢者と息子双方の視覚障害がある方の事例を用いて、グループワーク実施。 

・医療職とのオンライン勉強会にて、医療連携の課題をテーマに事例提供し参加（36

人参加） 

・民生委員とケアマネジャーの勉強会を 2月に予定。 
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事業報告書（概要） 

（令和７年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

今年度 4月から 11 月までの相談件数は延べ 4,311 件(月平均約 539 件)、実人数は

574 件(月平均約 72 件)。認知症相談者数が 947 件(月平均約 118 件)になり、総数の

約 22％が認知症に関係する相談である。昨年度よりも相談件数は横ばい傾向。保健

福祉関連の相談が全体的に減少し、権利擁護や虐待については、若干増加傾向。 

 

〇地域包括支援ネットワークを構築する 

・今年度 11 月末現在、地域ケア会議を 3回実施。地域ケア会議における関係機関・

関係者のネットワークや、専門職を中心にしたみたならネットワークなどについて、

構成員、連絡先、特性等に関する情報をリスト化し管理できている。オブザーバー

として、地域の居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護、通所介護などとも

連携を密にとり、地域課題、地域資源について共有している。 

・地域あるいは当センターの圏域に携わるケアマネジャー、訪問看護、管理栄養士

で構成されたみたなら地区 BCP 実行委員会の協力、運営により、今年度は 2 回防災

関係の研修を開催することができた。地域のケアマネジャーなどの専門職、民生委

員、出張相談など関係機関と密接に連携し、ネットワーク体制を構築した。 

・総合相談、出張相談や家族交流会などにより招集された相談経路を分析し、高齢

者等への支援に必要な介護保険、生活困窮、障害などの支援機関等と連携し、個別

にあった課題解決に取り組んだ。 

 

〇市町村と相談事例を共有・分析し、支援に活かす 

・相談事例の分類方法に沿って、月報により相談件数等を市町村に報告した。 

・支援困難な相談事例等への対応について、東部地区内の各センター、東部地域包

括支援センター、地域包括ケア推進課とも日頃から連携体制を構築し、必要な場合

は後方支援を得た。 

・相談内容を分析し、業務マニュアルの見直しや OJT、外部研修などに参加し、職員

の実践力の向上に活かした。 

 

〇家族介護者支援に取り組む 

・夜間・早朝、平日以外等の時間外窓口（連絡先）を留守電対応しており、リーフ

レットに記載通り 365 日対応とし住民に周知し、家族介護者等が相談しやすい環境

を整えた。 

・高齢者実態把握調査を随時行い、また出張相談などを実施し、支援が必要な家族

介護者を早期に発見できるよう取り組んだ。 

・家族介護者に対するアセスメントを行い、状態やニーズに応じて適切な社会資源

に関する情報提供を行った。 
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・家族介護のニーズに応じた情報提供や、認知症家族交流会、高齢者家族介護教室

などを実施し、家族介護者に対する予防的な取り組みを行った。 

 

〇複合的な課題を持つ世帯の相談に適切に対応する 

・相談者とともに複合的課題を整理し、ニーズを明確にした上で毎朝の申し送りの

際や毎月の職員会議、3職種会議の中で対応方法などを検討した。 

・ニーズに応じて、さーくるや障害の関連機関など適切な支援機関につなげた。 

 

権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

〇高齢者虐待の予防・対応等により高齢者の権利擁護を行う 

・高齢者虐待対応におけるセンター内の体制について、今年度は現在までに 4 件通報

を受け付けており、市のマニュアルに則り対応した。虐待の判断や相談受付票の作成

においては、直営包括へも適宜相談をおこない、直営包括の見解や追認を踏まえてい

る。センター内での役割分担は、2 名体制をとっているが、虐待事案は必ず個別に時

間を設けセンター全体で進捗共有するとともに、高齢者虐待対応の流れを確認してい

る。3職種それぞれの視点でケースを捉えるとともに、共通認識を図っている。また、

各種マニュアル改訂やそれに伴う動向については、社会福祉士会議の内容をセンター

で回覧し、特記事項は重ねて周知し共通認識のための理解を促した。 

・終結確認票についても、毎月の職員会議にて対応ケースの進捗状況を共有し、検討

することができた。 

・高齢者虐待事例への対応策として、上記のほかに、高齢者虐待防止等ネットワーク

担当者会議に 3職種全員が参加し、他センターの事例や医師・弁護士の助言を通じて、

市の虐待対応方針を再確認し、自己の研鑽とセンター内での実践力を養う機会とした。 

※判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等 

〇高齢者等の権利擁護のための普及啓発や対応を行う 

・権利擁護の相談窓口が地域包括支援センターであることの周知や、権利擁護にかか

る地域包括支援センターの役割を地域に広めることは、日頃の活動や個別相談におい

ても取り組んでいるところである。ミニデイサービスにおいて、4 月には、地域にあ

る銀行の協力を得て、地域に向けた振り込め詐欺防止対策や成年後見制度等について

講話いただいた。33 名の参加者あり。地域住民と地域にある銀行が対面で繋がること

ができ有意義であった。この講話を通じて、当センターが果たす権利擁護支援や役割

も周知できた。 

・権利擁護支援や成年後見制度利用促進のため、地域に向けて成年後見制度等権利擁

護支援事業の説明や船橋市権利擁護サポートセンターについての周知も、上記同様に、

日頃の活動や個別相談においても取り組むことができた。今後、地域の窓口の最前線

である民生委員へは、12 月の改選後において一斉周知を図る準備が整っている。 
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〇高齢者による成年後見制度の適切な活用を支援する 

・成年後見制度申立てにおいて、司法書士や市民後見人支援センターと連携し制度活

用を支援した。法テラスについても、通常は法テラスに申し込み専門職が紹介される

流れであるが、司法書士から法テラスに繋いでもらう、通常とは逆の流れを活用した。

これは、申立て事務において、成年後見制度を得意とする専門職と顔の見える関係の

なかで進めることができ、非常に有効的であった。 

 

〇消費者被害の予防・対応を行う 

・消費者被害に関する情報を、地域や民生委員、ケアマネジャー、介護保険サービス

事業所等へ提供し、地域の見守りネットワークを構築した。6 月にはミニデイサービ

スにおいて、船橋東警察署 生活安全課の協力を得て、国際電話番号による特殊詐欺対

策の話や国際電話利用契約の利用休止申込書の配布、防犯対策電話録音機無償配布（県

警）の情報提供をおこなった。約 53 名の参加者があった。 

・消費者被害に関する関係機関との連携について、当センターが受けた個別相談内容

に対して、家族には消費生活センターを案内するとともに、消費生活センターへも事

前に内容を共有し連携を図った。また、地域に対しても、4 月・6 月にはミニデイサ

ービスにおいて、9 月にたきのい・おでかけ相談室において、消費者被害や詐欺被害

防止の事例を紹介し、注意喚起を図った。11 月には、業者が事前に高齢者宅に電話し

勝手に訪問し、自宅にある用品を買い取りしようとした実態を把握した。センター内

で詳細と業者情報を共有し、個別相談対応時の対応に備えた。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

〇担当圏域の居宅介護支援事業所の状況を把握し、地域のケアマネジャーの支援ニー

ズに基づいた対応を行う 

・昨年度と同様、担当圏域のケアマネジャーを、年 4 回予定している地域ケア会議に

招待し、オブザーバーとしての参加を継続しつつ、地域課題を共有していくことで、

地域の必要な資源を共有し、改善又は構築する場面に立ち会っていただけるケアマネ

ジャーを増やしていけるよう努めることができた。今年度は年４回のうち、3 回予定

通り開催し、圏域内のグループホームや小規模多機能、デイサービスの管理者等オブ

ザーバーで参加した。ケアマネジャーは主任ケアマネジャーを含め、第 1回目は 4人、

第 2回目は 7人、第 3回目は 4人の計 15 名に至った。 

・ケアマネジャーの相談窓口には三職種が今まで同様に対応した。そこで解決する内

容のものは電話対応した職員で解決に至り、朝礼等にて情報共有を行った。     

・困難な相談については 3 職種と情報共有した上、必要に応じて会議へと発展。役割

を即座に決定し、解決に向かえる様、包括的、継続的な支援を常に心がけることがで

きた。  

・経済的な問題や虐待、重層的な問題、医療ニーズの高い方が年々増加している昨今、

ケアマネジャーが担当しているケースにおいても、生活の安定に至るまで、初回訪問

時のケアマネジャーとの顔合わせから、生活保護の申請支援から後見人の手続きや連
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絡調整など、困難なケースにおいてはできる限り、ケアマネジャーがストレスを溜め

ず、バーンアウトにならない様に後方支援の立ち位置で、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援に努めることができた。介護保険サービスに関わる問題以外にも適宜、相

談対応ができるように柔軟に対応した。事情によっては、状況が安定に至るまで、後

方支援を継続し対応することができた。 

・担当地域の居宅介護支援事業所同士のトラブルや、ケアマネジャー側からの申し出

において、介護保険サービス利用する方が不利益に至らないように、引継ぎの仲介を

するなど、ケアマネジャーの引継ぎを調整した。 

 

〇市町村の方針に則り、介護予防サービス計画の検証を行う 

・船橋市の介護予防プラン内部事務マニュアル Q&A を基に、記入の訂正、不足等につ

いては、プランチェックにて処理をした。他包括支援センターとの回答方法があって

いない部分は、あらためて主任介護支援専門員会議にて今後も精査していく。 

・予防プランの作成にあたり、レクチャーを受ける機会がないままにいるケアマネジ

ャー、または部分的に理解不足だと感じているケアマネジャーへの勉強会を今年度、

二回に分けて東部地区対象にオンラインで開催した。内容はチェックリストや基本情

報、課題整理総括表をベースに予防プランのアセスメント領域を埋めていくことなど、

予防プランの記載方法や、考え方などを学ぶ他、経過記録、評価表の記載の仕方のス

キルを上げられるよう努めた。 

 

〇地域におけるケアマネジャーのネットワークの活用 

・みたならネットワークでは、医療講演の他、BCP 研修(机上訓練方法を学ぶ)を軸に、

居宅介護支援事業所以外にも地域の訪問看護、訪問介護、福祉用具、通所系、入所系

サービス、社協、民生委員と共に連携、関係強化に努めた。 

・BCP または防災研修についてはケアマネジャー、福祉用具専門相談員、施設ケアマ

ネジャー訪問看護師で構成された BCP 実行委員を運用された。研修等の企画や役割な

どを、取り決める他、参画していただけるネットワークを広げてもらうことに努力し

ていただいた。開催する研修会は毎回 50 名近い参加率を維持した。 

・昨年度と同様に船橋東部 床ずれケアをつなぐ会でも医療関係者と栄養専門職の方、

介護保険サービスの多職種の方と研修を対面式、オンライン式で実施の上、多職種と

の連携の場として継続している。年度内にはオンラインで、日頃の現場で起きている

困りごとや、情報共有できる事例報告できる研修を企画している。 

 

〇ケアマネジャーに対する個別支援 

・特に困難なケース相談については、後方支援として病院同行をはじめ、金銭問題に

対しての債務整理、成年後見制度の活用等などあらゆる相談に対応に努めた。圏域内

の新人ケアマネジャーや法人内の新人ケアマネジャーについても、定期的に予防プラ

ン、事例を通しての勉強会、福祉用具や住宅改修、身体拘束についての勉強会を開催

することができた。 
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・今後も様々な相談がしやすいセンターとして、丁寧な対応を実践した。ケアマネジ

ャーが日頃からシャドーワークしている相談や支援について、必要に応じた対応を継

続している。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

・昨年度からグループワークを重ね、地域課題の抽出と検討を進めていた社会資源マ

ップについては内容をブラッシュアップし、配架先も検討。閲覧資料として配架、支

援者・協力機関に配布予定が決まり、11 月の会議にて最終確認し入稿となった。配布

については、構成員の協力を得て進めていくこととなった。 

・地域ケア会議主体の講演会の医療講演については、地域課題に基づいた内容や認知

症に関することなど検討を進め、11 月 22 日に「みんなのみたなら 認知しよう!」を

テーマに基調講演とシンポジウムを開催した。講演会には千葉県のオレンジ大使であ

る布川佐登美氏を迎え、「今できることをやらなきゃ損」～認知症でも私らしく～の内

容で講演いただいた。また、千葉県認知症疾患医療センター千葉病院長の小松医師、

千葉県若年性認知症支援コーディネーターの藤田氏もシンポジストとして参加いただ

くことができ、会場からの質疑応答も盛んで、大好評であった。また、会場である三

山市民センターを貸し切りとし、オレンジカフェ展示会、介護美容コーナー、高齢者

相談コーナー、八千代病院の協力のもと認知症ケア支援ＶＲ体験、を開催。子ども食

堂＆オレンジカフェとして新たに立ち上がったひだまりカフェも同時開催し、150 食

分のカレーライスが完売となった。来場者は 100 名以上あり、地域のボランティアの

方、民生委員、ケアマネジャー、管理栄養士などたくさんの協力者のもと、大盛況で

あった。地域の方々が自分事として考えられるような地域づくりにつなげることがで

きる講演会を実施するという大きな目標が達成できたのではないかと考える。 

・防災活動については、みたなら BCP 実行委員会が中心となり検討を重ね、6 月には

「BCP 机上訓練について」開催し、46 名参加あり。災害時伝言ダイヤルについても学

んだ。また、11 月 13 日には「在宅避難のススメ」をテーマに、SL 災害ボランティア

ネットワークの方を迎え勉強会を開催した。地域のケアマネジャー、民生委員、福祉

事業所関係者、訪問看護、管理栄養士など計 47 名の多職種の参加があり。講演後にグ

ループワークも行い、発災後の具体的な避難方法について検討がなされた。 

・認知症総合相談事業としては、地域での相談コーナーとしてスーパーヤオコー三山

店での相談コーナーは 9月・12 月に開催。家族交流会については、7月・10 月に開催。

チームオレンジについては、三山地区民生委員・ならしの相談室での勉強会を開催、

ヤオコー三山店では 10 月 22 日に新店長を始め認知症サポーター養成講座を実施して

いる。今後、ステップアップ養成講座について相談予定となる。他、地域に 4 か所あ

る認知症カフェについては連携を図っている。 

 

○個別ケア会議について 

・年内に 5 回実施。1 組は高齢者夫婦世帯。他 4 組は独居で男性と女性がそれぞれ 2
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名。1 組は介護サービスにつながる前のケースで、見守り体制を作り家族の負担を軽

減していくためのきっかけとなった。他はいずれも介護保険サービスにつながってお

り、支援者間での状況の共有と整理、役割分担や体制・環境づくりにつながっている。 

関係者間でのネットワークをより密にし、チームで課題解決に取り組めるよう支援体

制の構築と強化が図れ、地域で安心して暮らすことができるツールとして活用できた。 

当センター内での情報共有や支援方法の検討についてもさらに高め、単なる個の問題

としてではなく、広く地域の問題として捉え、地域課題の抽出や重症化させない地域

づくりに努めていくことができた。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

・認知症の増加や家族の多問題、単独・単身世帯の増加、地域のどこにもつながって

いない高齢者の増加など課題は多く根深い。認知症状の進行や家族の介護負担の増悪

により地域での対応が困難になるケースも多い。認知症の方を介護する家族が通える

場、地域住民の声を吸い上げる活動、相談できる場、その地域とつながることや支援

者同士もつながること、そのための地域活動（医療講演・防災活動・地域の相談コー

ナー・認知症カフェなど）の大切さや関係者間での連携を継続していく。 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

・要支援の認定から非該当になられた方の対応は 11 月末現在、1ケースもなかった。 

未利用の方、総合相談において、運動やコミュニティに参加希望の方について、基本

チェックリストや要介護認定の流れと介護保険サービスの説明の上、生活支援コーデ

ィネーターと当センターで作成した地域資源マップの説明を加え、介護保険以外の選

択肢について、丁寧に対応し務めた。結果、地域資源にあるサロンや健康教室などに、

結び付くことに至ることがみられた。 

 

○多様なサービスの活用 

・ケアマネジャーの不足などから介護保険に頼らない、健康寿命の理解ある高齢者に

は、総合事業のとらえ方も必要な状況下であることを踏まえ、当センターと生活支援

コーディネーターと作成した地域資源マップを基に、必要に応じてケアマネジャーへ

の周知や地域資源の相談対応もしやすい状況を精査していき、様々な支援に結び付け

られるよう努めた。 

・3 地区(習志野・田喜野井・三山)での出張相談や認知症家族交流会、オレンジカフ

ェ、ヤオコー三山店での相談コーナーは引き続き、地域のケアマネジャーが協力、関

わりやすい地域資源となるよう、周知に努めた。 

 

○総合事業の普及啓発 

・介護保険に依存、若しくは偏らない地域になれるよう、健康志向者、未利用者、要

支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援になる地域資源を採掘していくように
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努めた。 

・みたなら地域社会福祉協議会長をはじめ、スタッフの協力のもと、地域で開催され

るイベントには積極的に参加することができた。また、地域資源マップにあるサロン

や健康教室、グランドゴルフやラジオ体操などの案内を含めた総合事業についての理

解を広げていくことや地域での支え合い体制づくりに協力していくことに努めること

が有意義に構築されている。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

・本人の思いをしっかりと汲み上げるために、民生委員との連携を図り、家族と連絡

をとりながら関係者と話し合いを重ね、健康相談室、出張相談などで本人のための支

援を話し合う場を多く設けた。 

・個別ケア会議、ケアマネジャーの実施する担当者会議などを活用している。また、

家族交流会を地域で実施することで、家族同士が交流できる場づくりを行い、認知症

当事者の思いを共有し介護に活用した。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

・今年度は地域ケア会議主催の講演会（医療講演）の中で認知症をテーマに取り上げ、

認知症の当事者でオレンジ大使である方に講演を行ってもらった。地域ケア会議の構

成員から実行委員を募り、講演に向けての準備を行った。準備段階から、地域への普

及啓発などについて意見を交換し、私たちも多くの学びを得ることができた。当日の

講演には千葉県認知症疾患医療センター千葉病院長の小松医師、千葉県若年性認知症

支援コーディネーターの藤田氏もシンポジストとして加わり、八千代病院の協力を得

て、認知症の VR 体験を導入した。新たに立ち上がったひだまりカフェを含む、4か所

出来ているチームオレンジのグループとオレンジカフェの展示を行い、地域の方に説

明する場所を設けた。当日は 100 人を超える来場者があり、講演会を行うことができ

た。実施後のアンケートから、認知症に対する考え方が変わったとか、地域で考える

必要があることを知ってもらうことができた。 

・チームオレンジと 4 か所立ち上がっている認知症カフェのコーディネートを行っ

た。 

・認知症家族の家族交流会を定期開催し、地域での理解を深めた。 

 

○地域での見守り体制の構築 

地域の民生委員と協力し、見守り活動を行っている。オレンジカフェもエリア内に

4か所立ち上がり、横の連携を作りながら見守り活動を行っている。 

 

センター事業 

○出張相談「たきのい・おでかけ相談室」 

目的：見守り、支え合い体制を作り、高齢者が陥りやすい孤立を防ぐと共に必要な支

援に繋げていく。 

場所：コープ津田沼くらし館 

日時：3カ月おきに第 3木曜日ほか 午後 1時 30 分から午後 4時 30 分まで 

実施日：5/29、9/30 

方法：包括職員、民生委員・児童委員、専門職などが、ボランティアで来訪者の相談

に対応し、レクリエーションを提供した。 
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内容：地区担当の民生委員・児童委員と協力し、地域における高齢者の状況の把握と

相談を行い、必要時には居宅訪問へ繋げていく。開催当日は、血圧測定、脳トレ・体

操、保健・福祉の情報提供などを行い、高齢者に気軽に利用していただく。包括職員

が脳トレなど工夫して提供した。 

 

○出張相談「ならしの相談室」 

目的：見守り、支え合い体制を作り、高齢者が陥りやすい孤立を防ぐと共に支援が必

要になった場合は、早急に必要な支援に繋げていく。 

場所：習志野 1丁目集会所 

日時：3ヶ月おきに第 2火曜日ほか 午後 1時 30 分から午後 3時 30 分まで 

実施日：4/8、7/8、10/14 

方法：包括職員、習志野 1丁目町会長、副会長、民生委員・児童委員などが、ボラン

ティアで相談対応を行った。 

内容：担当地域における独居の高齢者および介護が必要となる恐れのある高齢者の確

認、必要時には訪問へ繋げていく。独自に地域の高齢者リストを作成し、開催時に状

況の確認を行って更新している。また、相談方法としては、住民が当日直接相談に来

所することもできる。確認作業の中で、気になる高齢者には包括職員、民生委員・児

童委員と一緒に居宅訪問をして実態把握をした。 

 昨年度同様、上記の日程で実施し、チームオレンジの活動開始を目指している。 

 

〇床ずれケアをつなぐ会研修 

目的：地域におけるケアマネジャーの資質向上のために、WEB 研修又は参集型研修 

の企画の上、利用者の自立支援に役立てるために行った。 

場所：三山市民センター 

日時：年間 3回 

実施日：4/23、9/10 

方法：世話人会で企画 

内容： 4/23 「床ずれリスクにつながる浮腫とは？」 

（医社）白羽会法人教育担当看護師長 緩和ケア認定看護師 伊東理沙氏 

9/10 「車いすにおける姿勢崩れの予防～快適な車いす生活を送るために～」 

    ㈱日本ケアサプライ 理学療法士 片山雄一氏 

 

○みたならネットワーク勉強会 

目的：三山・田喜野井・習志野の 3地域のケアマネジャー、地域ケア会議構成員、医

療・介護サービス従事者、民生委員・児童委員などの関係者が一堂に集まり、地域課

題の把握やその解決に向けて協働して取り組むことを目的としている。 

場所：三山市民センター 

日時：年 2回 午後 6時 30 分から午後 8時 30 分まで 

実施日：BCP 勉強会 6/12、11/13 

内容：6/12 『ＢＣＰのブラッシュアップ第二弾 机上訓練(感染症シュミレーション)

勉強会』BCP 運営基準の記載内容の理解と机上訓練方法を理解する 
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1. 自然災害シミュレーション事例 1 

2. 感染症シミュレーション事例 2 

3. 発災後や感染症に罹った個人宅に対して地域でできることは… 

11/13 『在宅避難の勧め 無理をしない備えとは・・・』 

公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク 船橋 SL ネットワーク 

 

○健康相談室 

目的：地域における介護予防を推進する企画として、虚弱高齢者に対して、要支援・

要介護状態にならないように様々な観点から、健康維持を図る事を目的としている。

また、支援が必要になった場合は、迅速に必要な支援に繋げていけるように地域住民

の輪を広げていく。 

場所：各地区（三山・田喜野井・習志野）の集会所等  

日時：年に 4回程度。2時間程度。 

実施日：6/26、8/21、10/16、11/11 

方法：包括職員、医療福祉専門職などが講師となり、情報提供した。 

内容：地域における独居の高齢者および介護が必要となる恐れのある虚弱高齢者に対

して、健康維持の観点から必要な情報を提供する。また、参加者同士の交流を深め、

コミュニケーションを活性化して健康維持を図った。 

 

○園芸教室 

目的：地域における閉じこもり防止を図る企画として、園芸教室を開催。一緒に作業

し交流していくことで健康維持を図る。また、支援が必要になった場合は、早急に必

要な支援に繋げていく。 

場所：まちかど相談室（三山・田喜野井地域包括支援センター隣） 

日時：不定期 午後 1時 30 分から午後 3時 30 分まで 

実施日：6/5、9/9、10/1 

方法：包括職員、地域住民等がボランティアで企画。 

内容：地域における独居の高齢者および介護が必要となる恐れのある虚弱高齢者に 

対して、閉じこもり防止の観点から、住民に人気がある園芸教室を開催し参加いただ 

く。また、参加者同士の交流を深め、会話の機会を増やすように工夫することで認知

能力の維持を図った。 
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船橋市習志野台地域包括支援センター 

事業報告書（概要） 

（令和７年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

地域で生活する高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしく暮らすことができる

よう、高齢者の自己決定を尊重した意思決定支援を行った。 

 

○地域住民に向けた周知・啓発 

  総合相談窓口として介護・健康（介護予防）・権利擁護など様々な相談が当センタ

ーに寄せられるよう、地域ケア会議（全体会議）をはじめ、認知症サポーター養成

講座（5回）、自治会広報誌（1回）、市民団体（1回）、その他（1回）から依頼を受

け実施した講話等の中で総合相談窓口の機能を案内し周知を行った。 

  民生委員協議会や地区社会福祉協議会理事会・評議員会に毎回参加し、困りごと

を抱えたご高齢者の早期発見・早期対応について意識統一を図った。 

 

○総合相談業務実績 

  令和 7年 10 月末日時点で総合相談支援の実績は、相談実人数が 720 名で昨年度同

月時実績と比べ 70 名増加（約 10％増）しており、一昨年度と比べると 146 人増加

（約 25％増）しており相談件数の増加が著しい。来所者数は 488 名で、月平均約 70

名の相談者が来所されている。センター入口がオートロックになっていることから

入り辛さを指摘されることもあるが、概算で一日約 3.3 名の相談者が来所されてい

る。 

  寄せられた相談に対してワンストップ機能を果たし、相談者の主訴を受け入れ聞

き取った情報や実態把握・関係機関から情報を収集し、三職種で「相談者が捉えて

いる課題」「潜在的な課題」「緊急性の有無」等についてアセスメントし、チームと

して支援方針を決定して適切な対応につなげている。その後のフォローも三職種で

検討を重ね課題解決に取り組んでいる。 

 

○今後の課題について 

  要因は言及できないが年々相談件数が増加している実情がある。総合相談窓口と

して個別の相談に応じると共に、地域全体の支援体制を築くことで効率的且つ効果

的な支援につなぐことができる地域づくりが急務となっている。 

  また、「介護予防支援/介護予防ケアマネジメント」の業務委託先を探すのに苦慮

している事態が常態化しており令和 7 年 10 月末日時点で 14 名が待機している。介

護支援専門員の担当者を決めるのに 1 ヶ月半～2 ヶ月程要しており、介護保険制度

上希望があれば対応できるはずの、早期利用希望や暫定利用希望者のサービス導入

が困難になっている。今後有効な対応方法の導入を期待している。 
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権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

○地域包括支援センターに情報集約される体制づくり 

  地域住民に向けた総合相談支援業務の周知・啓発と同時に、高齢者虐待通報だけ

に捉われず、住民や警察・医療機関・介護支援専門員・民生員など関係機関からの

相談等、高齢者の権利擁護に関する相談が地域包括に寄せられるよう周知を行った。 

 

○権利擁護業務（高齢者虐待関係）実績 

  寄せられた相談や情報について権利侵害のサインを見落とさぬよう、気になる事

象が生じている案件については毎日行う朝礼で情報共有し対応方針を検討してい

る。 

  令和 7 年 10 月末日時点での高齢者虐待に関する通報は 11 件（通報者内訳：介護

支援専門員 4件、警察 3件、医療機関 2件、本人 1件、家族 1件）。内 3件について

高齢者虐待と判断し、高齢者虐待とは判断しないが虐待対応に準ずると判断したの

が 2件であった。 

  また、若年性認知症の者に対する虐待行為が認められたことから、船橋市障害者

虐待防止センター「はーぷ」へ通報を行った。 

 

○初動期における緊急性・虐待行為有無の判断について 

寄せられた通報について、速やかに基幹型地域包括支援センターへ報告し、当セ

ンターで事実確認、緊急性・虐待行為有無の判断を行い、高齢者虐待相談受付票を

提出した。当センターで判断に迷う課題に直面した時には、基幹型地域包括支援セ

ンターへ支援方法について相談し適切な対応につなげた。 

高齢者虐待防止ネットワーク担当者会議、同会議内の個別案件Ｑ＆Ａ、船橋市権

利擁護サポートセンターを活用し、専門家や専門機関から対応方法の助言や新たな

支援機関の情報を得て適切な対応につなげる体制を整えているが、令和 7年 11 月末

日時点で年度内の活用に至っていない。 
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※判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等 

○意思決定支援を意識したセンター業務の実施 

当センターにおける意思決定支援に関する基本姿勢について、ケースワークに従

事する者の行動規範である「自己決定の原則」に基づき、当センターが受け付ける

全ての相談において高齢者の自己決定を尊重し、意思決定支援等に関わる各種ガイ

ドラインに沿って判断能力を欠く常況にある人に対し対応を行った。 

  成年後見制度利用に向けて支援を行った件数は計 6 件で、内市長申立てが 3 件、

本人申立てが 3件であった。 

 

○権利侵害の予防と適切な対応に向けた取り組み 

高齢者が権利侵害を受けることを予防する視点を持ち、寄せられた相談のアセス

メントを適切に実施し必要な制度やサービスにつなげている。 

高齢者の消費者被害に対しては総合相談支援や地域ケア会議をはじめとした会議

や研修会の中で関係機関から提供された被害状況や防止策等を周知・啓発した。ま

た、センター内に掲示した警鐘ポスターやパンフレットを用い、来所者への注意喚

起を行っている。 

 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

地域包括ケアシステムの構築を念頭に、医療・介護・福祉の多職種相互や地域住民

が協働し地域連携ネットワークが形作られるよう環境整備と介護支援専門員への支援

を行っている。 

 

○地域ケア会議（全体会議、個別ケア会議）の活用 

①地域資源マップの作成 

  地域ケア会議構成員や個別ケア会議、他関係機関から得た情報を基に地域資源

マップを協働で作成し、地域ケア会議構成員間で試験的に使用している。今後、

更新時期や使用方法（共有できる範囲）を地域ケア会議で検討する。 

 

②個別ケア会議の開催 

   地域住民が対応に困っているケースが 4 件、本人夫婦と別居家族が今後の生活

に不安を抱えたケースが 1 件と計 5 件の個別ケア会議を開催。独居高齢者を近隣

住民で支えるケース、夫が入院して認知症の妻が一人で生活することになり過度

に地域住民へ助けを求めるケース、夫婦共に後見制度利用が必要なケース、精神

疾患を患い独居生活を送っている人の安否確認を心配する地域住民のケースな

ど、多様なケースについて協議を重ねた。内 1件について支援対象者が 50 歳代と

若年で、地域包括支援センターの支援対象から外れるケースであったが、本人・

地域住民・支援関係者にとって個別ケア会議を開催することで得られる成果が期

待されたことから開催に至った。 
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○関係機関の連携体制構築に向けた取り組み 

 ①「習志野台地域ミーティング」の開催 

   令和 7年 11 月末日時点で未実施。今年度中に民生委員、介護支援専門員、地域

ケア会議構成員の交流を目的に令和 8年 2月又は 3月に開催予定。 

 

 ②令和 7年 6月 20 日、7月 18 日 介護予防ケアマネジメントプラン等の勉強会 

   介護予防ケアマネジメントのアセスメントやプランニングの場面において「Ｉ

ＣＦ（国際生活機能分類）」を活用して実践することができる知識・技術を得るこ

とを目的に、船橋市東部圏域委託地域包括支援センター（習志野台、三山・田喜

野井、前原）と協働で、居宅会支援事業所の介護支援専門員に向けた勉強会を開

催した。 

 

○地域の居宅介護支援事業所との連携・協働 

 ①船橋市介護支援専門員東部地区研修会の企画運営 

   令和 7 年 6 月 11 日、9 月 30 日、船橋市介護支援専門員協議会地区役員と船橋

市東部圏域地域包括支援センターで介護支援専門員の資質向上を目的に「虐待事

例を通してケアマネジャーが陥りやすいポイントについて学ぼう（6月 11 日）」「定

期巡回サービスとは？（9月 30 日）」をテーマとした研修会を共同で開催した。 

   令和 8年 2月 20 日に事例検討会開催予定。 

 

 ②習志野台地区虐待防止委員会の開催 

   令和 7 年 8 月 1 日、当該圏域の居宅介護支援事業所と協働で高齢者虐待防止を

目的とした委員会活動を実施。年間 2 回の開催を計画し、年度内にもう一回開催

予定。 

 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

年度内 4 回（5 月・8 月・12 月・2 月予定）開催を計画し、令和 7 年 11 月末日時

点で 2回の定例会を開催した。 

  5 月 19 日は、本年度の地域ケア会議スケジュール確認、地域ケア会議の概要説明、

小学生向け認知症サポーター養成講座・認知症高齢者徘徊模擬訓練の説明を行った。

構成員の交代があったことから地域ケア会議の開催趣旨や今まで開催していた会議

からどの様な地域課題が共有されてきたか確認を行った。 

  8 月 4 日は、小学生向け認知症サポーター養成講座・認知症高齢者徘徊模擬訓練

の報告、地域資源マップの説明、地域ケア会議を主体とした講演会の検討を議題と

して、構成員で意見交換を行う。 

  12 月 1 日に全体会議と地域ケア会議を主体とした講演会を同時開催予定。地域ケ

ア会議の取り組みを如何に地域へ周知していくかを地域課題としていることから、構
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成員以外の関係者に地域ケア会議の説明を行い、地域住民へ広く周知する足掛かりに

したい。 

 

○個別ケア会議について（包括的・継続的ケアマネジメント事業「個別ケア会議の開

催」と同様） 

地域住民が対応に困っているケースが 4 件、本人夫婦と別居家族が今後の生活に

不安を抱えたケースが 1 件と計 5 件の個別ケア会議を開催。独居高齢者を近隣住民

で支えるケース、夫が入院して認知症の妻が一人で生活することになり過度に地域

住民へ助けを求めるケース、夫婦共に後見制度利用が必要なケース、精神疾患を患

い独居生活を送っている人の安否確認を心配する地域住民のケースなど、多様なケ

ースについて協議を重ねた。内 1件について支援対象者が 50 歳代と若年で、地域包

括支援センターの支援対象から外れるケースであったが、本人・地域住民・支援関

係者にとって個別ケア会議を開催することで得られる成果が期待されたことから開

催に至った。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

①地域ケア会議を主体とした講演会について 

令和 7年 12 月 1 日「地域ケア会議を主体とした講演会」を開催予定。 

「地域ケア会議、個別ケア会議で検討を重ねて明らかとなった地域課題やその

対応策について、（地域ケア会議）出席者間では共有されているが、その他関係者・

関係団体へ充分に伝達できていない」ことが地域課題であることを会議で教習し

てきた。地域課題を解決するため『その他関係者・関係団体』の方々に地域ケア

会議を知ってもらい、地域住民に広く周知する足掛かりとすることを目的とした

講演会を企画している。 

 

②地域ケア会議を中心とした認知症対策の企画・実践 

地域包括支援センターが行う「認知症対策」について、地域ケア会議構成員に

も理解を深めていただき協働で取り組んだ。 

令和 7 年 5 月に日本大学薬学部 1 年生を対象とした認知症サポーター養成講座

に講師派遣という形で依頼を受け、大学側からの講師派遣依頼であるが地域ケア

会議を通じて構成員の意見も取り入れ対応した。 

令和 7年 6月 6日に習志野台第一小学校、7月 8日に高郷小学校の認知症サポー

ター養成講座を開催。習志野台第一小学校では認知症サポーター養成講座に続き

構成員に協力を呼びかけ小学生向け認知症高齢者徘徊模擬訓練を開催した。 

地域ケア会議でより多くの場所で認知症サポーター養成講座や認知症高齢者徘

徊模擬訓練を開催していくことを周知している中、定例化した大学・小学校での

講座開催以外にも企業・自治会・老人会からの依頼があり、企業・自治会向けに

講座を 2回開催し、12 月に 1回、1月に 1回の開催を予定している。 
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③地域における防災・災害対策について 

  地域ケア会議内で支援者側の BCP の意見交換や防災・免災が地域全体の課題で

あることが話題となり、当法人の病院で実施される病院前救護所設置訓練に地域

ケア会議構成員に参加を呼び掛けた。令和 7 年 11 月 22 日の訓練に地域ケア会議

構成員として災害発生時の病院前救護所でトリアージを受けるケガ人役として参

加した。 

 

 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

基本チェックリストが適宜実施できる体制を整えている。相談者の主訴やセンタ

ーとしてのアセスメントから総合事業の利用を提案したとき、総合事業の趣旨と手

続き方法、要介護認定等の申請について説明を行った。また、新規相談者だけでは

なく当センターで介護予防プランを作成している者が要介護認定更新手続きを行う

場面でも、サービス利用状況及び ADL・IADL 等の状況から基本チェックリストから

の総合事業対象者として扱うことが認められる場合、制度説明を行った上で何れか

の手続きでサービスを継続するか選択を促した。 

事業対象者からサービス利用を検討している相談（家族）も居たが、制度の説明

を行うことで事業対象者は訪問型・通所型サービスのみの利用と限定されることを

デメリットと感じ、制度の複雑さから理解を得ることが難しく、結果として基本チ

ェックリストによる総合事業対象者の判定に至るケースがなかった。 

総合事業対象者の判定が進まない課題に対しては、相談者への福祉ガイドを用い

た説明を継続すると共に、介護予防ケアマネジメントを担当する介護支援専門員に

たいする説明をセンター職員が繰り返し行う。 

 

○多様なサービスの活用 

事業対象者・要支援者への支援に限らず、地域住民のニーズに応じて介護保険サ

ービスなどフォーマルサービスだけではなく、助け合い活動、有償生活支援サービ

ス、配食サービスなどインフォーマルサービスを活用した。様々なニーズに対して

適切な情報提供やケアマネジメントが行えるよう、日頃より生活支援コーディネー

ターや個別ケア会議を通して情報を共有している。 

介護支援専門員の担当者を見つけるのに時間を要してしまい、介護保険サービス

の暫定利用が困難となっていることから、有償生活支援サービスのような生活支援

サービスの利用を希望するケースが増えている現状を踏まえ引き続き情報収集を行

う。 
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○総合事業の普及啓発 

高齢者の介護予防、社会参加を促進することで、尊厳を保持しながら住み慣れた

地域で自立した日常生活を送ることができる地域づくりを行うために、自治会、市

民団体、企業等からの依頼に応じ、計 4回（令和 7年 11 月末日時点）センター職員

が赴き講話を行った。講話の主題が異なっていても地域包括支援センターの役割や

介護保険制度の概要説明等は必ず行い（大学・小学校の認知症サポーター養成講座

では未実施）、総合事業について周知している。 

また、個別相談の場面でも相談内容に応じて総合事業について説明を行い、相談

者が選択するために必要な情報を提供している。但し、詳細に説明を行うと情報量

多く理解が困難になってしまう。半面、簡易な説明になると要介護認定の入り口を

選択する方が圧倒的に多くなり、結果として基本チェックリストからの事業対象者

は令和 7年 11 月末時点で実績 0名となっている。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

認知症総合支援に限らず総合相談支援で受け付けた相談に対して、意思決定支援

のプロセスに基づき支援を行っている。 

①総合相談支援業務の中で認知症に関する相談を受けたとき、相談者の主訴及び心

身・生活状況、要望等を聞き取りアセスメントを実施した。相談者の主訴の解決

に向けた支援を行うと共にセンター側で捉えた問題・課題を相談者へ伝え解決に

向けた対応方法等を協議した。 

 

②認知症支援に限定せずあらゆる相談に応じて適切な支援につなげることができ

るよう、見守り体制や地域の支援体制強化を図るべく地域ケア会議の運営、民生

員協議会の出席、地区社会福祉協議会への参画、介護支援専門員との協働活動に

取り組んでいる。 

  

③「個別ケア会議」が認知症の人が本人らしく住み慣れた環境で生活が続けられる

ための体制づくりに有効なツールであると捉え随時開催し、令和 7 年 11 月末日

時点で 5回開催した。認知症に関連するケースは内 3件で、本人が望む生活を実

現するために成年後見制度利用につなげた。 

 

④認知症疾患医療連携協議会（令和 7 年 9 月 24 日）に出席、適切な支援につなげ

るための認知症に関する情報収集と支援者間の連携体制の強化を図った。認知症

に関する情報収集を行い、船橋市認知症安心ナビ・若年性認知症ガイド、認知症

カフェや認知症の人の家族の会等の資料を活用し適時相談支援に臨んでいる。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

 ①認知症サポーター養成講座、認知症高齢者徘徊模擬訓練の開催。 

  認知症の基礎知識や認知症の人との接し方を学び理解を深めていただくために

随時開催。定例化している小学校（2校）と日本大学薬学部でそれぞれ開催した。

習志野台第一小学校においては認知症サポーター養成講座に続き、小学生版の認

知症高齢者徘徊模擬訓練を開催した。当該圏域内の「習志野台第二小学校」にお

いては、例年 4年生を対象に行っていたが、講座の内容から対象を 6年生に変更

したいとの学校側からの要請があり、今年度、来年度の開催は見送られた。 

  多くの場所で開催できるよう地域ケア会議で働きかけていたが、定期開催以外に

も企業や自治会からの依頼で 2 回開催した。他、年度内に老人会からの依頼で 2

回開催を予定している。 

  

②認知症サポーター養成講座以外の講話について、ＵＲからの依頼による地域包括

支援センターの説明や市民団体からの依頼による介護保険制度についての説明
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を行う講話において、認知症に関する社会情勢や船橋市における認知症施策につ

いて説明を行った。 

 

 ③既存の様々な活動に取り組む団体に対してチームオレンジの考え方を伝達し、チ

ームオレンジ立ち上げに関心を持っていただくと共に、認知症に限らず困りごと

を抱えた人がいたときに「気づき」「受け止め」「つなぐ」が実践できる地域づく

りにつながることを周知している。 

  認知症サポーター養成講座を開催したマンション自治会では毎月住民向けのサ

ロンを開いており、活動・集い・相談等行える場を住民が主体となって設けてい

る。そこにチームオレンジの考え方も伝えていく取り組みにつなげたいと考えて

いる。 

  

④当法人の「北習志野花輪病院」にも多くの住民が訪れることから、センター内だ

けではなく病院内にも認知症安心ナビ、オレンジカフェ一覧、イベント・研修会

等の開催案内など資料を配置・掲示して情報発信を行っている。 

 

○地域での見守り体制の構築 

 ①認知症サポーター養成講座や認知症高齢者徘徊模擬訓練を通じて「気づき」「受

け止め」「つなぐ」ことができる地域づくりにつなげている。徘徊模擬訓練につい

ては小学校での開催 1回にとどまっている。引き続き多くの世代に向けて認知症

の理解を深めてもらうため地域ケア会議を中心に講座・訓練の開催を働きかけて

いく。 

  

②令和 7年 6月からＵＲに配置された「生活支援アドバイザー（くらしつながるサ

ポーター）」と協働して見守り体制の構築を進めている。同年 6 月にＵＲ主催の

イベントで地域包括支援センターの説明を行った。認知症に関する情報について

も今後伝えていけるよう連携を深めていく。 

 

 

センター事業 

○センター業務、他機関との「連動」について 

地域包括支援センターが行うあらゆる業務は相互関係にあり何らかの形で「連

動」していることを念頭に、効果的・効率的に地域包括支援センター業務を実践し

ていくよう職員と共有している。 

多機関とも様々な取り組みが「連動」していることを共有し、更に相互理解を深

め互いの役割を補完し合いながら適切な支援につなげることができる地域づくり

を進めている。 

 

○習志野台地域ケア会議で共有されている地域課題について 

①活動の継続『コロナ禍や人員・後継者不足等の人的要因から地域で行われる様々

な活動が停滞傾向にある中、共通した目的に向けて実施する活動を継続していく
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ことが大切である』 

   この地域課題は認知症高齢者徘徊模擬訓練をはじめとした地域ケア会議の活

動を停滞させないことや地域で活動している団体（自治会、老人会、サークル、

ボランティア団体等）の活動を継続することが困難となっている状況を指してい

る。地域ケア会議で行う認知症高齢者徘徊模擬訓練は多くの場所で実施していく

ことを会議内で共有している。 

  地域で活動する既存の団体等の活動を継続していくという課題は当該圏域だけ

ではなく市内全域・全国的な課題であることから、行政による施策において仕組

み作りが行われることを期待している。 

  

②地域ケア会議の普及啓発『地域ケア会議、個別ケア会議で検討を重ねた地域課題

やその対応策について、会議参加者間で共有されているがその他の関係者・団体

へ充分に伝達できていないという問題から、より多くの方々に地域ケア会議開催

主旨や検討されている内容を周知していくことが大切である』 

   令和 7 年 12 月 1 日地域ケア会議を主体とした講演会を開催。この地域課題へ

の対策として、地域ケア会議構成員の関係者を対象に地域ケア会議の説明及び周

知するために何ができるのか意見交換を行った。 

 

○「次の地域づくりにつなぐ」を意識した地域ケア会議の運営 

①次の世代の人財に地域づくりをつないでいくことを構成員間で共有し、小学校・

日本大学薬学部で行う認知症サポーター養成講座についても地域ケア会議の取

り組みと位置づけて対応している。今年度も小学校へ働きかけた結果、習志野台

第一小学校で認知症サポーター養成講座に続いて認知症高齢者徘徊模擬訓練を

実施することができた。 

 

 ②地域ケア会議を主体とした講演会の企画運営 

令和 7 年 12 月 1 日地域ケア会議を主体とした講演会を開催。地域ケア会議構

成員の関係者を対象に地域ケア会議の説明及び周知するために何ができるのか意

見交換を行った。この講演会をきっかけに地域住民へ地域ケア会議の情報を発信

していく取り組みへつなげていきたい。 

 

 ③地域ミーティング（民生委員と介護支援専門員の交流会）の企画運営 

   令和 7年 12 月末日時点で未実施。令和 7年 12 月に民生委員の改選が行われた

ことから、民生委員協議会と開催日時を検討し令和 8年に入ってから開催を予定

している。 

  

④地域資源マップの作成 

   地域ケア会議、個別ケア会議、他関係機関から得た情報を基に地域ケア会議で

地域資源マップを作成し、令和 7年 8月に開催した地域ケア会議で構成員に周知

し試験的に活用を開始している。更新時期や使用方法（使用範囲）を地域ケア会

議で検討する。 
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 ⑤情報誌「ならだい にしなら通信」を発行。令和 7年 12 月に発行。 

  12 月 1 日に開催した地域ケア会議を主体とした講演会で取り上げた地域ケア会

議の概要や具体的取り組み内容について掲載。 

 

○医療機関との協働 

認知症相談支援において、相談者を適切な支援につなげられるよう当法人内の

病院の脳神経内科と連携して、相談者の能力評価、認知症鑑別診断、治療を行う

ため当センターの診療枠を設けて適切な支援につなげる体制を継続している。 

   また、地域の診療所等への相談をはじめ、認知症疾患医療センターへ認知症治

療に関する相談や必要時に入院相談等を行い、医師への相談・助言を得ながら介

護保険の主治医意見書、成年後見制度利用のための診断書など、状況に応じて支

援を行っている。 

 

○地区社会福祉協議会の活動への参画 

相互理解を深めるため、毎月開催される習志野台地区社会福祉協議会の理事会・

評議員会に出席することで地区社協の活動の理解し、地域包括支援センターの役

割を地域住民へ伝える機会としている。 

令和 7 年 11 月 8 日に習志野台地区社会福祉協議会が主催した「ふれあい福祉

まつり」に参加し「介護相談コーナー」を担当した。地区社会福祉協議会の活動

に参加しているボランティアをはじめ、来場者や大学生ボランティア等と交流す

ることで地域包括支援センターの活動を周知する機会にもなった。 

 

○居宅介護支援事業所との連携・協働 

地域包括支援センターにおける様々な事業を横断的に連動させた取り組みとし

て「介護予防ケアマネジメント等の勉強会」「習志野台地区虐待防止委員会の設置」

開催した。 

①令和 7 年 6 月 20 日、7 月 18 日の 2 回、介護予防ケアマネジメントに関する勉

強会を開催。船橋市東部圏域の委託地域包括支援センターと協働で、介護予防

ケアマネジメントのアセスメントやプランニングの場面で「ICF（国際生活機能

分類）」を活用して実践できる知識・技術を得るため船橋市東部圏域の居宅介護

支援事業所を対象に勉強会を開催した。 

 

②地域包括支援センターとしての地域の高齢者虐待防止に資する取り組みと、介

護予防支援事業所としての高齢者虐待防止に向けた委員会設置及び勉強会の開

催を兼ねて、習志野台地区の居宅介護支援事業所と合同で「習志野台地区虐待

防止委員会」を設置し、令和 7年 8月 1日に開催した。次回年度内に開催予定。 
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事業報告書（概要） 

（令和７年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を続けられるように、多種多様な相

談内容に対し個々の生活ニーズや重層的な課題に対応することに努め、ワンストップの

総合相談窓口としての機能強化を継続している。 

〇総合相談の傾向について 

来所相談は、１０月末現在２５６件であり、来所相談が増加した昨年度の同月とほぼ

同数であった。引き続き円滑な対応ができるように、３か所の相談室を活用し、事務所

待機の相談員を２名体制として対応にあたっている。 

今年度の相談傾向は、高齢者虐待通報への対応が多くあり、多機関との連携が必要な

ケースが多く、どこにどのように連携を図るか、支援チームの中での当センターの役割

について職員間で話し合い、連携先と早期介入・早期対応を行った。そして複合的な問

題を抱えるケースは、一人の職員に負担がかかりすぎないようにチームでの支援体制と

した。 

ケース支援の進捗については、朝礼で必ず前日のケース対応の報告・相談を行ってい

る。チームで支援することを意識し、全職員がすべてのケースを把握することで担当者

不在時でも迅速な対応が可能となっている。特に新規相談の報告では、支援計画・方針

の確認、緊急性の判断と虐待リスク要因の有無に気づく視点を話し合ってきた。そして

その根拠を明確化する中でリスクが高いと判断した場合は、初動対応から２人体制で支

援してきた。 

毎月のケース会議では虐待・見守りなど全ケース（約１００件）の進捗状況を確認し、

支援終了とする場合は、設定した５つの基準のいずれかに該当していることを条件とし

た。その後の心身の状態に変化が生じた際にいつでも見守りが再開できるように、家族

等との信頼関係が構築できていることも終了の基準に加えている。 

相談支援業務おける職員のメンタルヘルスのためのストレスチェックは法人で年１

回行い、産業医との面談ができる体制を整えている。新規職員への教育体制は新人教育

チェックリストを用いて、マニュアルの確認、同行訪問、ケース共有、対象者の一人ひ

とりに合わせた支援や多機関との連携の仕方などを、チューターとともにОＪＴ教育を

行っている。継続職員に対しても支援はチームという基本を守り、負担が偏ることがな

いように配慮している。セルフネグレクトや虐待などは医師や法律職からの助言を受

け、相談できる体制を継続している。 

 

権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

〇虐待対応について 

１１月末現在の虐待通報件数は１３件、通報者の内訳は警察８件、ケアマネジャーと

養護者自身がそれぞれ２件、医療機関従事者が１件であった。そのうち虐待認定が５件
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であり、認定の種別は身体が３件、心理３件、介護放棄１件、経済が１件（重複あり）

となっている。現在、虐待対応の支援を行っているケースは４件で、全ケースが介護老

人保健施設や有料老人ホームへの契約入所となっている。 

虐待の背景は、認知症の理解不足と介護方法の不適切さ、養護者の病状悪化や精神疾

患、経済困窮などが挙げられる。今年度の傾向として、結果的に分離となったケースは

医療関係者との連携で支援方針・計画を養護者と冷静に相談ができ、良好な関係性を維

持できたことである。多重人格の孫が養護者のケースは孫の主治医、透析治療の夫が養

護者のケースは認知症専門医と連携し、糖尿病の治療中断・認知症のケースは同行受診

による入院援助を行った。準ずる対応のケースでは、施設入所当日に本人のコロナ感染

が判明したが、当法人の板倉病院との連携で待機期間の入院対応が可能となった。今後

も虐待や困難事例の支援には医療連携が不可欠であることをチームで共有していく。 

引き続き、総合相談やケアマネ支援での早期介入と予防を意識した支援体制、民生児

童委員や塚田の会への研修や啓発活動を実施していく。 

 

〇虐待防止のための対策を検討する委員会について 

今回で４回目となる令和７年度の「虐待防止のための対策を検討する委員会」（年 1

回定期開催）を塚田の会で１０月に開催し、４２名の介護保険関係者や生活支援コーデ

ィネーターや薬局、クリニック等が研修に参加した。今年度は通所介護事業所４カ所の

介護職員とケアマネジャー１名が正副委員長となり、「通所介護事業所の視点から」と

いうテーマで検討を行った。グループワークでは活発な意見交換が行われ、本人や家族

の変化にいかにして気がつくか、施設内の馴れ合いが生む虐待の芽があること、そして

相談・連携することの大切さが話し合われた。アンケートで「包括への虐待疑いの通報

を躊躇してしまうのはなぜか」という項目を入れたところ、「相談できるとわかってい

ても、虐待かな？の段階で相談するのを躊躇してしまうのは確かに気持ちとしてある」

「包括の介入で本人・家族の関係が悪化してしまうのではという危惧がある」「包括の

虐待支援の具体的な方法がわからないので不安」という回答があった。これらは次年度

の定期委員会で検討すべき課題であり、内容に取り入れる予定である。なお、研修資料

とグループワークのまとめやアンケート結果は、参加できなかった事業所へもメーリン

グリストで配布し、活用してもらっている。 

また、「適時委員会」（虐待が疑われる事案が発生した時に開催しなくてはならない）

については、当センターと合同で開催することと指針に規定している。今までも、ケア

マネジャーやサービス事業者からの虐待通報については、事業所に出向き、管理者同席

でカンファレンスを行っていたので、それを適時委員会に置き換えている。各介護保険

事業所が採用した新人職員への虐待研修は、当センターが作成し、ホームページで公開

している赤川医師による虐待研修の動画（２作品）を視聴、活用していただくことを紹

介している。地域での虐待防止に関する取り組みを今後も継続して行う。 

 

※判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等 

 独居で家族と疎遠の高齢者が認知症となり、郵便局や交番、ＵＲ行田団地くらしつな
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がるサポーター、民生児童委員等と連携し支援したケースは、認知症の進行が早く、金

銭管理ができず、成年後見制度の利用を検討した。当初は本人申立てを想定して法テラ

スを調整し、弁護士が出張面談を行ったが結果は不可であった。そして当法人の赤川医

師のアウトリーチにより、後見相当と診断を受けた。介護保険サービスで生活を維持し

ていたが、転倒による入院でＡＤＬが低下し、直営包括の協力のもと、措置入所及び成

年後見市長申立てを行なっている。疎遠の家族がなんとか医療同意を承諾してくれたの

が救いである。 

 消費者被害の個別のケース対応は今のところはないが、塚田の会で船橋警察署に講師

を依頼し研修を開催した。船橋市の詐欺発生状況やさまざまな手口をビデオで具体的に

知ることができた。それらの資料は民生委員児童委員協議会の会議で配布し、固定電話

の海外発信の着信拒否の方法などを周知できた。今後も詐欺被害に注意するように啓発

活動を行っていく。 

 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

今年度１０月末現在のケアマネジャーからの相談は６８件あり、ケアマネジメント関

係の相談が最も多く１４件、その内サービス調整の相談が特に多く１１件であった。家

族関係・生活環境の変化によるサービス内容の相談、ケアマネジャーとしてはサービス

の必要性を感じつつも本人が利用を拒否しているケースの相談であった。次いで制度説

明が１３件であった。また、担当ケアマネジャーに対する苦情や交代希望の相談は寄せ

られていない。 

ケアマネジャーが見つからないという相談では、癌末期で在宅での看取りを希望して

いるケースなど、早急にケアマネジャーを探さなければならない時は、必然的に業務を

圧迫するが、それでもなんとか対応できた。要支援のケアマネジャー待機は０人である。

それは「空きがでた」「担当可能になった」と電話をかけてきてくれるケアマネジャー

がいるからである。また、多機関連携・多問題ケースについても、積極的に受けてくれ

るケアマネジャーの存在は本当に有り難く、地域の介護関係者との連携強化を図り、今

後も相談しやすい当センターであることを心掛けていく。 

 

〇ケアマネジャー研修について 

西部圏域の他センターや船橋市介護支援専門員協議会西部地区役員とも連携し、過去

の研修アンケート結果などから、西部地区のケアマネジャーが求めている研修内容につ

いて検討しテーマや内容を決めた。６月には西部地区主任介護支援専門員事例検討会と

して、認定ケア・ステーションたねの管理栄養士より「高齢者の特徴と食べること」～

栄養の視点を身につけよう～というテーマで講義と症例を通じた検討を行い、１１月に

は西部地区の介護支援専門員研修として、「どう活かす？船橋市の定期巡回・随時対応

型サービスとケアマネジメント」について講義とグループワークの研修を開催した。２

月には事例提供者を公募し、それぞれの事業所で気軽にできる事例検討についての研修

を企画している。主任介護支援専門員連絡会では４月に交流会を開催したが、会場予約
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を当センターで行い、当日もオブザーバーとして参加している。 

 

〇自立支援型ケアマネジメント支援 

１０月末現在、自立支援ケアマネジメント検討会議の事例は当センターで１件、地域

の居宅介護支援事業所からの提出は今のところない。提出した事例においては多角的視

点での助言をいただくことができており、その後のケアマネジメントプロセスに活用で

きている。また、リハビリ専門職の同行訪問は、当センターで昨年提出させていただい

たケースの評価を行っている。また、委託しているケアマネジャーが提出する計画書や

評価表を確認した際に検討会議やリハビリ・管理栄養士同行の活用を勧め、書類返送時

にはチラシを同封し、利用拡大に向けた周知を行っている。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

今年度は４回の会議を開催予定である。構成員はこれまでと大きな変更はないが、「塚

田の会」の世話人である居宅介護事業所が追加となり、地域団体と地域の介護事業所の

一層の連携が図れる体制を整備した。オブザーバーとして、行田団地ＵＲコミュニティ

や薬局、当法人の介護老人保健施設の施設長、社会福祉士を目指す実習生が参加した。 

第一回目の会議では、４月１０日に行った塚田ミーティングの報告、「地域で声掛け

訓練 in イオンモール船橋」の実行委員会立ち上げを行った。塚田ミーティングでは地

域関係団体と塚田の会が合同で「塚田地区の地域資源」について情報や課題を出し合い、

様々な世代が助け合う体制の構築が必要との共通認識ができた。また各団体の報告か

ら、行田団地では団地内サークル活動やお祭りが盛んになっている反面、塚田公民館を

利用している団体は改修工事の為、年度内の利用ができず、地域活動に支障が出る恐れ

があることを共有した。塚田の会や地域ケア会議は行田地区内の施設で開催、ミニデイ

等は他地区の自治会館で開催し、地域での活動が中断しないよう連携を行った。お互い

に新たな地域資源を利用することで、発見等があり活動の幅が広がった。 

第二回目の会議では、地域ケア会議構成団体主催の交流会、地域で声掛け訓練 in イ

オンモール船橋、チームオレンジの活動、個別ケア会議３件の報告と講演会を中心に話

し合った。チームオレンジ活動では、在宅介護支援教室やミニデイ、ふれあいサロンな

どに介護・医療の専門職が出張講話することで、地域の身近な場所で本人や家族が気軽

に相談できる体制を作り出すだけでなく、様々な人との関わり合いの中で決して一人で

はないことを感じて頂ける機会となっている。今後も人や地域とのつながりの機会の創

出を継続していく。 

地域課題に対し以下のような取り組みを行った。 

１．閉じこもり・孤立化対策の充実 

令和７年度行田団地分譲地区の敬老会お祝い事業の訪問活動により、９月のみで２名

の孤独死が発見された。行田団地分譲地区自治会が把握している８０歳以上の高齢者は

約１００名いることが分かった。また、賃貸の行田団地に居住する６５歳以上の高齢者

総数は８７８名である。７５歳以上は５４４名で、そのうち独居世帯は２７９名との統
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計があり、行田団地自治会やくらしつながるサポーターより単身世帯の閉じこもりを問

題視していると包括に相談があった。当センターで把握している行田団地居住の６５歳

以上の高齢者数は２５７名で全体の２９．２％のため、残りの約７０％の高齢者に対し、

困った時に相談できる場所の周知や住民との対面による実態調査を行うことを目的に

アウトリーチ活動を行う案が出た。ＵＲコミュニティと地域ケア会議構成団体とも協議

を重ね、令和３年１１月以降の２回目の行田団地全戸訪問を当センターが実施すること

した。 

２人体制で１０月から１１月にかけて計３２５戸を訪問した。その結果は、相談４件、

介護保険新規申請１件、サービス利用調整２件、身寄りなしパンフレット配布と説明１

件であった。すぐに相談やサービスにつながった高齢者は数としては少ないが、困った

時にいつでも相談できる場所として、地域包括支援センターを周知することができた。

また、「心配してくれてありがとう」「こういうところがあるのは安心だね」などとすぐ

に相談事はない高齢者からも感謝のお声をいただいた。このようなアウトリーチ活動

は、社会や人とのつながりを感じる機会となり、孤独を抱える高齢者や病気やケガ等で

外出が困難な高齢者にとって非常に有意義な活動であると実感した。今後は訪問活動の

結果を地域ケア会議でも共有し、閉じこもりや孤立化を防ぐために地域として何ができ

るか検討していきたい。 

２．認知症対策の充実 

 重点事業：認知症総合支援業務にも記載するが、今年度はチームオレンジ（名称：チ

ーム塚田のオレンジャー）を立ち上げ、地域活動への参加を始めている。また、毎年イ

オンモール船橋で開催し、本年は塚田地区単独で開催をした「地域で見守り声かけ体験

in イオンモール船橋 ２０２５」では、実行委員に地域ケア会議構成員が参加し、当日

はスタッフとして、参加の呼びかけや受付・会場整理などに大いに活躍していただいた。

５２名が声かけ体験を行い、過去最高の参加者数となったが、反省会では認知症に関し

て地域への理解と啓発活動や、早期対応の為にも相談先の継続した周知が必要なことを

共有した。 

３．地域資源のネットワークの構築 

第４回目の「地域ケア会議構成団体と塚田の会との交流会」を６月１２日に開催した。

今回は、塚田地区の地域住民にも参加を呼びかけ、顔の見える関係を築くことで、認知

症の人を含めた地域住民との共生社会の実現を推進し、地域資源ネットワークを構築す

ることを目的とした。交流会では、「認知症の人を含めた地域住民がお互いに支え合う

共生社会を推進するためには」をテーマに、若年性認知症の本人を題材とした映画『オ

レンジ・ランプ』を上映した。上映後にはグループワークを行い、映画の印象に残った

場面や、認知症の人を地域で支えるための関わり方、暮らしやすい地域づくりについて

意見交換を行った。当センターからは、「共生社会の実現を推進するための認知症基本

法」について説明し、新しい認知症観や認知症施策を共有した。アンケートからは、「認

知症に対するマイナスイメージが変わった」「認知症や障害があっても、周囲の理解に

より住みやすい地域になる」「一人で抱え込まず、地域で助け合うことが大切」などの

意見が寄せられた。今回の交流会は、構成団体９名、塚田の会１７名、関係機関１７名、
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地域住民４６名の計８９名が参加し、さまざまな職種・立場から意見交換が行われた。

互いの活動や取り組みを知る貴重な機会となり、地域での見守りと支え合いのネットワ

ーク構築を推進する場となった。 

 

○地域ケア会議を主体とした講演会について 

地域住民や関係団体に対し、在宅や地域での暮らしの知識や情報を提供できるような

講演会にするとともに、本人はもちろん、本人を支える家族や専門職が一体となった活

動の推進が必要である。地域ケア会議の中でも『住み慣れた地域で最期まで』という考

えに対しての関心が非常に高いので、シリーズ化を行った。昨年度は『「生活―病気―

医療」どう向きあうのか～在宅医療の視点～』という内容で、地域でクリニックを開業

し、訪問診療を行っている医師に講演していただいた。今年度は「薬について」を薬剤

師に依頼し、日頃から連携している薬局に快諾をいただいた。さらに来年度「在宅での

看取り」をテーマにすることが決定している。 

 

○個別ケア会議について 

現在 3 件開催している。1 件目は令和６年度に独居・統合失調症の本人が大きな声や

音をだすことを心配して、近隣住民が行政に相談した結果、重層的整備体制支援事業会

議を開催したケースである。その後本人が６５歳になり、生活支援課・さーくる・保健

所・病院・近隣住民や民生委員と当センターが情報共有を行い、今後の見守り体制の構

築を行った。現在本人は地域住民とのコミュニケーションができており、落ち着いて生

活ができている。２件目は法典地域包括支援センターに相談に行ってしまう認知症の方

のケースで、本人・生活支援課・民生委員・法典包括（書面）・当センターにて情報共

有を行い、家族との連携を図った。民生委員と一緒に参加していたラジオ体操に、本人

が転倒した顔で参加したことがきっかけで介護保険の利用が開始され、家族も安心して

いる。３件目は身寄りなく、識字障がいの独居高齢者に対して、大家や近隣住民が生活

の支援を行っていたが、本人が高齢になり介護保険を含む見守りの強化が必要になり、

本人・生活支援課・地域住民・ケアマネジャー・当センターで情報共有を行ったケース

である。マイナンバーカード取得、エアコンの修理などは地域住民が支援を行っており、

連携が図れている。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

今年度はチームオレンジの活動を通して、さまざまな団体・介護関係者とともに地域

への充実したアプローチを実践してきた。今後の取り組みとしては、 

１．塚田地区は子育て世代が増えており、塚田南小学校は児童が 1,200 人を超えてい

る。北本町２丁目の戸建ては１区画の土地に２軒、３軒の家が新しく建てられ、子ども

会が復活していると聞いた。公民館改修のため、塚田福祉まつりは行田東小学校でおや

じの会主催の元気村とコラボして行われ、多くの児童及び父兄と地区社会福祉協議会の

高齢者スタッフが笑顔で交流することができた。このような地区特性を活用した地域包

括支援センターの周知、そして介護離職防止に向けた取り組みなどができないだろうか
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と考えている。実際、当地区外に暮らす親の相談を毎月２，３人程度、受けている現状

がある。 

２．イオンモール船橋において、月に１回の出張相談もしくは認知症カフェの開催に

ついて検討しており、今後イオンの担当者と交渉を進めていく予定である。イオンはイ

オンモールウオーキングの取り組みや、高齢者は５０円で乗れる送迎バスが走ってお

り、各方面からの集客がある。人員についてはチームオレンジや当法人の協力を得るこ

とも可能であり、専門職が対応する身近な相談窓口や講話の場としたいと考えている。 

 「認知症の人にやさしいお店・事業所」を地域の事業所に向けて発信し、認知症であ

っても安心して暮らせるように、周知していく。 

３．地域ケア会議における地域課題の再検討と取り組み成果の検証、今後の方針を話

し合う機会が必要ではないかと考えている。当センターが設置され７年となり、さまざ

まな活動・イベントを通して、ネットワーク機能を充実させ、認知症対策に取り組んで

きた。しかし、まだ「認知症を隠したい」家族は多いと構成員から聞いている。孤立化・

閉じこもり対策は誰が孤立していて、閉じこもっているのかを当センターは把握できな

い。相談先の周知は必要だが相談したいと思うかは個人の問題でもある。だが、障害や

疾患により SOS を出せない６５歳未満の家族と同居している高齢者はリストに該当せ

ず、民生委員による発見も困難で埋もれてしまう可能性があるため、今後も地域ケア会

議の構成団体のみなさんと一緒に考えていく必要がある。 

 

 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ）山口 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

毎月プランナー会議を開催し、給付等の確認、相談事例の検討、事業対象者の進捗状

況の確認等を行っている。ケアマネジャー不足が続いているが、本年 9月よりプランナ

ーを 1名増員し、介護保険サービスを必要とする方が長期で待機とならないように対応

を行っている。 

今年度は事業対象者としての検討を行い認定した方は３名で、１名は通所型サービス

の利用に至ったが、他の２名は家族支援で対応、ご自身の都合で利用を辞退されサービ

スの利用には至らなかった。 

 

○多様なサービスの活用 

インフォーマルサービスに関しては、介護保険サービスだけで賄えないケースや非該

当・未利用者等の介護保険サービスに該当しないケースに関して情報提供を行ってい

る。生活支援コーディネーターや地区社協・自治会・老人会やシルバーリハビリ体操、

塚田公民館や西老人福祉センター等の情報を収集し、一覧表に落とし情報提供を行って

いる。 
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○総合事業の普及啓発 

総合事業については、当センターのホームページや塚田だよりなどの媒介を通して普

及啓発を行いつつ、地域ケア会議や地域の勉強会開催時に説明を行っている。また、相

談時に状況を把握し、必要に応じて総合事業の説明を行い、基本チェックリストを実施

している。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

認知症に関する相談は本人、家族、ケアマネジャー、民生児童委員、生活支援コー

ディネーター、警察、郵便局等の関係機関や地域住民など多方面にわたるが、個別の

状況に応じて細やかな対応をしている。 

今年度の認知症初期集中支援チームの支援は１件である。本人が夜間に暴言を吐

き、物を投げる等の行為がみられ、同居する家族が恐怖や介護負担を感じて疲弊して

いるケースであった。初期集中支援チームの専門医のアウトリーチにより、内服治療

が開始され、大声を出すなどの過敏症状が落ち着き、家族の負担は軽減された。現在

は家族が外来受診の継続を行いながら、専門医にいつでも相談できる体制が整ってい

る。認知症初期集中支援チーム員研修はすべての職員が受講しており、いつでもだれ

でも対応できるようスキルアップを心がけている。 

緊急度が高く受診拒否やセルフネグレクトの疑いがあるケースに対しては、当法人

赤川医師に依頼し、アウトリーチによる医学診断を２件実施、他にも本人の行動や家

族の支援力に課題がある場合は、外来受診に関しても当法人の病院に情報提供を行

い、受診援助を実施した。また、認知症状の悪化などで自宅での生活が困難となった

ケースにおいても同法人の老人保健施設に早期の入所対応を行うなど法人内連携の

強みを活かした対応をしている。 

警察からの徘徊高齢者の情報提供に関しては、現在７件の情報提供があった。その

うち３件は、同居家族が通院中に発生した徘徊であったため、担当ケアマネジャーと

連携し後方支援を行った。介護サービスの調整を行い、いずれの３件も家族が安心し

て通院加療ができている。介護保険未利用者については、家族へ連絡した上で自宅訪

問を行い、介護保険制度の説明や代行申請を行った。また、認知症専門医の受診や、

ＧＰＳ・見守りアプリ等のツールを紹介し、安全確保に向けた助言を行った。 

相談にあたっては職員が認知症に関する研修等に積極的に参加し知識を深めるこ

とや、地域へも最新の情報や動向を広めるよう心掛けている。 

 
○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

【認知症カフェ】 
地域にある音楽教室より認知症カフェ開設の希望があり、他の認知症カフェの主催

者とのつなぎや、運営にあたっての助言、カフェスタッフへの認知症サポーター養成

講座を行い、９月開設に至った。開設後も地域への周知や開催時の手伝い、講話の協

力を行っている。ほかにも地域の特別養護老人ホームから開設の意向があったため、

施設へ訪問し説明を行っている。塚田地区の認知症カフェは新規開設を含め３か所

で、随時協力ができる関係性となっている。カフェ担当者からの依頼で講話を実施し、

「新しい認知症観」の講話や「コグニサイズ」を行い、また今後のカフェ運営に係わ

る方向性のご相談を受け、チーム塚田のオレンジャーとともに話し合いに参加してい

る。現在 2事業所からの新規開設の相談を受けサポートを行っている。 
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また、認知症の有無にかかわらず、地域住民が広く参加できるコミュニティカフェ

が２か所あり、行田団地集会所、看護小規模多機能型居宅介護がそれぞれ開催してい

る。看護小規模多機能型居宅介護は、北本町を中心に２，０００枚のチラシ配布を行

い、昨年度から活動を始めており周知なども含め継続的に協力をしていく。 
 
【認知症サポーター養成講座】 
小中学校への認知症サポーター養成講座は、塚田地域内の小学校４校と中学校１校

のうち、現時点で小学校を３校と中学校を実施した。小学校での認知症サポーター養

成講座は、民生児童委員のキャラバンメイトが主体的に講座を進行できるようにサポ

ートしている。地域包括ケア推進課の協力を得て、対象児童・生徒の保護者へ当セン

ターが作成した「認知症のサポート体制」のリーフレットを配布し、介護と育児のダ

ブルケア、介護と仕事の両立に悩むことがある親世代へ、介護離職防止やヤングケア

ラーなどの相談先の情報提供を行い、認知症の理解や啓発活動を継続して行った。 
イオンモール船橋の従業員に対する認知症サポーター養成講座は、今年度は計 3 回

実施予定である。多くの方が利用される商業施設で講座を開催することで、認知症へ

の理解を深め、本人が住み慣れた地域で暮らし続けることにつながると考える。 
 

○地域での見守り体制の構築 

今年度は、「自然に見守りが行われる環境づくり」を目標に掲げ、福祉に携わる専門

職、地域関係団体、市民が相互に顔の見える関係を築くことに重点を置き、専門職だ

けでなく地域住民と共に認知症の方を支え合う体制をつくることを目的とした。 

その第一歩として、令和７年５月１５日「認知症サポーターステップアップ講座」

を開催し、塚田の会の構成員を中心にした２５名が参加した。参加者は、昨年度 1月

に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」や「認知症とともに生きる希望

宣言」について学習し、“尊厳を保ち希望を持って暮らし続けること”や“味方となり

共に歩んでいく地域の重要性”について理解を深めていた。講座当日には、板倉病院

心療内科 認知症サポート医である赤川医師による動画『認知症～これって病気な

の？』を基に認知症知識をさらに深めるだけでなく、グループワークを通して、“尊厳

のある暮らしを塚田地区で続けるには”をひとりひとりが我が事として考え意見を交

わした。 

講座後には、塚田地区で初となるチームオレンジ「チーム塚田のオレンジャー」が

発足し、「学びを行動につなげる」仕組みを活かした自主的な活動チームが立ち上が

った。認知症の本人やその家族と日常的に関わる機会が多い医療・介護等の専門職が

地域に出向き、住民とともに活動することで、潜在的にある困りごとに早期に対応す

ることができるだけでなく、実際に困難を抱えている本人や家族に対し、地域資源を

活用した暮らしの提案が可能となる。 

１１月末現在、８か所以上の地域団体と連携し、チームオレンジの活動の場を以下

のようにコーディネートした。チームオレンジとして専門職が行う活動は、地域住民

や地域関係団体から大変好評で、「専門的な知識に基づいた活動で大変有意義」「あそ

このデイサービスに行ってみたい」などと反響をいただいている。これらの活動を通

して、地域住民が地元にある介護事業所やそこで働く専門職を身近に感じることがで
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き、地域資源を知るきっかけにつながっている。チーム塚田のオレンジャー会員から

も「地域に活動的な方がたくさんいる」との驚きの声や「地域といった広い視点で支

援を考えられるようになった」といった声が寄せられた。こうしたチームオレンジの

活動で、地域団体・地域住民との直接的なふれあいの機会を持ちながら、相互に学び

合い支え合える体制づくりに繋がったと実感している。 

今後は、チーム塚田のオレンジャーのメンバーに「活動してみたいが一歩を踏み出

せない」という方もいるため、今年度３月に行われるチームオレンジ活動報告会を通

して活動の意義を感じてもらいたいと考えている。 

 

【令和 7年度 チーム塚田のオレンジャー活動実績】 

６/１２ 塚田地区社協ミニデイ旭 ふなばし翔裕園 『うめぼし体操・セラバンド』 

６/２０ 塚田地区社協ミニデイ前貝塚 ファミリア 『笑いヨガ・脳トレ』 

７/７  塚田地区社協ミニデイ塚田 イリーゼ船橋塚田 『健康体操・口腔体操』 

７/１０ 長太郎自治会 ツクイ新船橋 『介護保険について・シナプソロジー』 

７/２６ 山手 2丁目婦人会・寿会 ケアプラン一陽 『介護保険について』 

８/２０ ミニデイ前貝塚町・ちとせクラブ ケアプラン一陽  

『転倒防止体操・昭和クイズ』 

９/１  塚田地区社協ミニデイ塚田 船橋あさひ苑 『認知症予防体操』 

９/８  塚田地区社協ふれあいサロン  

ウェルフォース訪問看護ステーション船橋『ＡＣＰについて』 

９/１８ 『地域で見守り声かけ体験ｉｎイオンモール船橋』 

１０/９ 塚田地区社協ミニデイ旭 ふなばし翔裕園 『うめぼし体操・セラバンド』 

１１/２０ 塚田地区社協ミニデイ前貝塚 セントケア看護小規模多機能居宅介護

『ずんどこ体操・手話体操・クリスマスリース作成』 

 

【認知症徘徊模擬訓練】 

９月のアルツハイマー月間に合わせ、令和７年９月１８日塚田地区では初めて単独

で「地域で見守り声かけ体験 in イオンモール船橋」を開催した。実行委員会は民生

児童委員協議会の会長が委員長になり、地域ケア会議構成員や地域関係団体、塚田の

会、塚田サポーターなど、多くのスタッフが一丸となって準備にあたった。事前の周

知活動では、駅やモール内でのポスター掲示、広報ふなばしや My Funa への掲載など

の他、北本町の長太郎２丁目町会や行田町、前貝塚町などの自治会の回覧板を活用し、

チラシ８００枚を地域団体協力のもと住民へ配布することができた。また、1 週間前

からイオンモールの通路に地域包括支援センターパンフレット、認知症ナビ、福祉ガ

イド、認知症のサポート体制、認知症カフェ、成年後見制度などの資料を展示配布し

た。資料は 1日で無くなることも多く、８日間で各資料５０部×４回の補充を行い、

ひとつの資料につき２００部を配布するなど、地域住民の認知症に関する興味関心の

高さが伺えた。 

当日は周知活動の成果から、過去一番の参加者数で一般参加者５２名、スタッフ２

２名の計７４名となった。船橋警察署員、地域包括ケア推進課の協力のほか、グルー

プホームつどいから認知症である本人が参加し、山手認知症カフェは本イベントを
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「移動認知症カフェ」と称し、フードコートでランチを楽しんだ後に参加したと聞い

ている。「ちょっと聞いてみたい」といった立ち見の参加者もおり、実際には統計以上

の効果が得られたと感じている。参加理由は「認知症について知りたい」「身近な人が

認知症なので学びたい」など様々であったが、学生などの若年層や認知症本人、施設

関係者、認知症カフェ参加者の姿も見られ、多方面からの交流の場となり、認知症へ

の関心と理解を深める機会となった。ボランティアとして協力した塚田サポーターの

存在も、住民主体の活動を実現する大きな力となった。 

終了後のアンケートからは、「また参加したい」「困った人に声をかける勇気がも

てた」との声や、スタッフからも「地域の関心の高さを実感した」等今後も継続開催

したいという意見が多数寄せられた。実行委員の反省会では、「より体験が身近にな

るよう各地域単位での声掛け訓練の実施につなげていきたい。」とのご意見をいただ

いた。今後も円滑に開催できるように体制を整備していく。また当日「相談はできな

いのか」と言った声や、運営スタッフに「実は悩んでいる」と地域住民が相談する姿

が多くみられたため、モール内で定期的な出張相談活動を行えるように企業側担当者

に働きかけていき、地域の見守り体制のさらなる強化を図っていく。 

 
 

センター事業 

○地区社会福祉協議会、自治会連合会や老人会との連携について 

地区社会福祉協議会の理事として理事会や生活支援コーディネーター連絡調整会

議へ定期的に参加している。安心登録カードの４つの地区別のブロック会議には定期

参加をしている。ブロック会議には、多数の自治会長が参加しているが、毎年交代す

る自治会が多いため、地域情報の入手、包括の周知、顔の見える関係づくりの機会と

なっている。 
 

○民生児童委員協議会への取り組み 

毎月の定例会では必ず時間をいただき、包括との連携を目的とした事例報告や消費

者被害、認知症サポーター養成講座、介護予防支援教室、イオンでの声掛け訓練、地

域ケア会議主体の講演会、塚田の会との交流会等の情報や報告を行っている。また、

夏見地区と法典地区で塚田地区の担当をしている民生児童委員とも連携していける

よう「塚田だより」郵送を含む定期的な情報発信を行っている。 
今年度は新任の民生児童委員に対し、地域包括支援センターの周知や連携について

の勉強会や認知症サポーター養成講座の開催を企画していく。また新任民生児童委員

に地域の実情を把握していただくためにも、地区別懇談会の開催も企画し、今後も新

任民生児童委員を含むどの民生委員からも気軽に相談が寄せられるように働きかけ

を行っていく。 
 

○行田団地ケア推進会議について 

 「行田団地ケア推進会議」は、当センターとＵＲコミュニティが並列で事務局とな

り、民生児童委員、自治会、医療機関、居宅介護支援事業所、くらしつながるサポー

ターが構成員となり、年 4 回開催している。今年は行田団地自治会の役員が大幅に交
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代になったため、会議の趣旨説明に出向き、協力を求めた。団地では、自治会やくら

しつながるサポーターによるイベントやサークル活動が活発となり、シルバーリハビ

リ体操、コーラス、カフェ、ボッチャ、麻雀などが開催されている。さらに地域の協

力者が増えてきており、さまざまな関係機関とのネットワークができている。会議で

は情報交換や活動報告、事例共有ができ、当センターとともに支援するケースでは、

スムーズな連携が出来ている。今後も団地住民が相談できる窓口として、さまざまな

活動に参加していく。  

 

〇マニュアルの更新とＢＣＰ策定について 

災害と感染症のマニュアルや指針・ＢＣＰについては、年 2回定期的に見直しを図

るとともに読み合わせを行っている。研修や机上訓練を開催し記録を残している。ま

た、塚田の会に参加している事業所に対し、講師として毎年ＢＣＰ研修や訓練の合同

勉強会を行っている。 

感染症に関しては「感染症の予防及びまん延防止のための指針」の策定を行い、定

期委員会のほかインフルエンザ等の感染症流行時に臨時委員会を開催して感染予防

に努めた。災害のＢＣＰは、災害対応マニュアルとの整合性を確認し、策定している。

災害発生時に迅速な行動ができるようにしていくため、４・９月を取り組み月間と位

置づけ、研修や机上訓練、物品の在庫管理、マニュアル更新を行い、有事に備えてセ

ンター内で確認している。災害時に向けた訓練では、職員全員が取り扱いできるよう

に実際に自家発電機の作動訓練を行った。 

センター内の全てマニュアルについては、４月の定期更新とともに、新入職員の入

職時に必ず見直し、最新の情報に更新している。 

 

〇塚田地域内のすべての介護保険事業所が参加する塚田の会について 
塚田の会は当センターと世話人代表が事務局となり、協働して運営をし、顔の見え

るネットワーク構築を継続し毎回２５名前後が研修に参加している。定期的に顔を合

わせることでケアマネジャーだけでなく、サービス事業所を含めた情報交換の機会と

なっている。研修は年間スケジュールを策定、テーマごとに担当者を決めて打ち合わ

せを実施しており、自分たちで企画する研修という機会を通して、学ぶことや気づき

の楽しさを実感していると話してくれている。 
＊４月「塚田地区を知ろう！～地域の集まりやミニ講座、サービスなどの情報交換及

び地区社会福祉協議会事業や公民館事業など～」 
【講師：塚田地区社会福祉協議会・生活支援コーディネーター・行田団地くらしつ

ながるサポーター（参加者 20 名）】 
＊５月「塚田版チームオレンジがはじまる～認知症ステップアップ講座～」 
板倉病院 赤川先生の動画視聴 
【講師：塚田地域包括支援センター、（参加者 23 名+地域包括ケア推進課 2 名）】 

＊６月「地域ケア会議構成団体と塚田の会の交流会」 
テーマ「映画オレンジランプ上映会とグループワーク」 
【参加者地域住民 46 名+構成員 43 名】 

＊７月「自然災害や感染症発生時のＢＣＰに関する研修・机上訓練及び感染症の予防
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及び蔓延防止のための指針について」 
【講師：塚田地域包括支援センター（参加者 31 名）】 

＊９月「地域で声掛け体験 in イオンモール船橋 2025」 
【参加者 52 名+スタッフ 22 名】 

＊１０月「虐待防止のための指針における令和 7 年度定期委員会 虐待防止に関する

研修会～デイサービス事業所からの視点～」 
【講師：ファミリアデイサービスセンター、イリーゼ船橋塚田デイサービスセンタ

ー、ニチイケアセンター船橋行田、ツクイ船橋、あさひ苑ケアプランセンター（参加

者 42 名）】 
＊１１月「特殊詐欺や悪質商法などの消費者被害について～未然に防ぐコツ～」 
 【講師：船橋警察署生活安全課（参加者 19 名）】 

＊１２月「障害福祉サービスを知ろう～障害サービスと介護保険を活用するために

～」特定事業所加算取得事業所による研修  
【講師：ケアプランセンターえがお（参加者２７名予定）】 

 

塚田の会については 自立支援検討会議でインフォーマルについて話し合った際、

他地区のケアマネジャーから「塚田にはこのような集まりがありうらやましい」と紹

介いただいたこともある。また、他地区の事業所に移ったが、塚田の会への参加を継

続しているケアマネジャーも数名いる。今後も、塚田地区の顔の見える多職種連携の

場として介護事業所の方々と塚田の会を盛り上げていきたい。 

 

○相談統計の把握と活用について 

すべての総合相談はパソコンソフトを活用した台帳で管理や相談記録の保存を行

っている。日報・月報の統計はエクセルで行い、新規相談者の属性（例えば町名、認

知症、権利擁護、高齢者虐待、消費者詐欺被害、民生児童委員のかかわりなど）をま

とめている。塚田地区における相談の傾向を可視化し、地域ケア会議で定期的な報告

を行い、現状の把握及び分析、地域課題の検討資料となるようにしている。 

 

〇地域の実情に合わせた周知活動とＩＣТの活用について 

ＩＣТを活用した周知については、ホームページやブログは毎月更新し、地域活動

やイベントの報告、当センターの周知、「塚田だより」を含めた当センターの発行物等

や開催したイベントの撮影動画を地域に発信している。今後もＩＣТ等を活用し、高

齢者だけでなく若い世代の方や遠方に暮らす家族などが手軽に情報を確認できるよ

う内容や方法を整備していく。「塚田だより」は年４回発行し、地域関係者や介護保険

事業所、総合相談で見守りをしている対象者に配布しており好評をいただいている。

また、健康づくり課主催のヘルスミーティングや地域密着型事業所の運営推進会議等

に参加した際や看護大学実習生や社会福祉士養成大学の実習生たちへの地域包括支

援センターの業務を含めた周知活動を行った。 

 

○若年層への働きかけ・取り組み 

塚田地区にはマンションが新規建設され若年層や生産年齢人口が増加している。そ
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の中で社協が運営するミニデイにボランティアで参加し、塚田地区の声掛け訓練にも

自主的に参加するなど、知識を深めている高校生ボランティアがいることが分かっ

た。そのように、高齢者への働きかけだけではなく、福祉に携わりたい、福祉を知り

たい若年層に対しても、当センターより学びや活動する機会を提供していきたいと考

えた。 

 そのため今年度は、看護実習生５名、社会福祉士実習生２名を受け入れ、指導を行

った。これから社会や福祉業界を支える若年層を受け入れ、経験や知識を提供するこ

とは将来の塚田地区を支えることにつながると考える。当法人の介護老人保健施設で

の実習や塚田の会所属の介護支援事業所での実習も行い、「介護支援専門員のイメー

ジが変わった」など地域の介護事業所にも協力を頂くことで視野が広げられた機会と

なった。また実習生が所属する大学とのつながりもでき、継続的な連携を図ることが

できている。 

今後は若年層の活躍の場として、塚田サポーター登録も積極的に声をかけていきた

いと考えている。塚田地区のボランティアは現在９名登録があり、過去に受け入れた

社会人実習生が１名登録している。塚田サポーター同士の交流会も年１回開催してい

ることから、他世代の交流の場やお互いに刺激し合える関係づくりの強化をしていき

たい。 
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事業報告書（概要） 

（令和７年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

・総合相談の延べ件数は昨年度と比べ全体で 95 件増となっており、増加傾向ではあり

ますが、本センターと藤原サブセンターでケースを分散できており、本センターに集中

することなく、来所相談も昨年度の比べて若干減少しています。また今年度は藤原サブ

センターの開設に伴い、相談内容の対応についての統一化や、窓口対応の担当制の配置。

プランナーの携帯電話の活用など相談業務全般の見直しを図ることで業務の効率化や

負担軽減に繋がっています。 

・今年の 5月に開設した藤原サブセンターは、半年間で相談件数はおおむね 50 件から

70 件前後で推移しています。ホームページやチラシの効果もあり、それらを見て電話

や来所された方も少数ながら確認できます。主な相談者は 上山 1丁目・2丁目、藤原 1

丁目～3丁目の住民です。当初の目的であった「法典駅周辺住民の利便性確保」に寄与

しており、市民サービスの向上につながっていると考えられます。ケースの内容として

は親子で同居している世帯が多く、若年世代が介護により仕事へ支障をきたすケースが

目立ちます。また施設利用に必要な収入が得られず、生活困窮に陥る世帯が多く、世帯

分離や施設入所、生活保護申請を検討する事例が多く見受けられました。 

・地域とのつながりに関しては、西老人福祉センター利用者からの相談や、民生委員か

らの相談もあり、地域に根差した相談拠点として機能しつつあります。一方で、介護度

の軽い方（要支援者）には、毎日軽体操ができる居場所を案内することで、介護保険の

利用開始を後ろ倒しにする効果もありました。今後の展望としましては、上山 1丁目付

近の集合住宅群では高齢化が課題となっています。集会所を運営している方から講演等

の依頼相談があり、今後は地域ニーズに応じて実施していきたいと考えています。 

・複雑化、複合化した課題のあるケースに関しては、民生委員を始め、近隣住民、居宅

介護支援事業所、医療関係者等と連携を図りながら個別ケア会議などを活用し、支援の

方向性を検討しております。これまで個別ケア会議の開催回数は合計 2件です。また法

人の地域共生支援部においては、包括的な相談支援体制の構築に向けて属性を限定せ

ず、地域の様々な相談を受け止められるよう、全体会議（5月、11 月）の中で事例検討

会を開催しました。また 2月にはヤングケアラーをテーマとした合同研修会も企画して

います。 

・総合相談の受付後は、自宅訪問の必要性があるケースはアウトリーチにて実態調査を

行っています。またケースの対応方法や、情報共有の場についてはサブセンターを含め

て朝礼・夕礼後に時間を設け、支援の方針を決定しています。今年度はマンション自治

会主催のイベントにて出張相談会（10 月）を実施し、個別相談を 4件受け付けました。

今年度はその他にも商業施設での出張相談ブースの企画も検討しています。 
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権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

〇朝礼や夕礼、その都度の情報共有に加え、月１回の虐待検討会議の開催などを行うこ

とで、緊急性や支援状況の検討を行いました。これに基づき、関係者との連携を持ち、

早期の事実・意志確認を行っています。 

・第３四半期までに、合計 6件の虐待通報を受理しました。 

心理的虐待については 2件を認定し、そのうち 1件は対応を継続中です。もう 1件は、

介護サービス導入から一定期間が経過し、安定した利用が確認されたため、本人・家族

への面談の結果、状況の改善が見られたことから、虐待としての対応を終了しました。

身体的虐待として 3件の通報があり、うち 2件を対応中、残り 1件を事実確認中です。

残りの 1件は、養護関係や虐待事実の確認から認定には至りませんでしたが、ケアマネ

ジメント支援として対応を継続することといたしました。 

・広報誌に高齢者虐待についての記事を掲載し、広く周知に努めました。広報誌の内容

としては判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等です。また民生委員

への講座については R8.3 に実施を予定しています。 

 

〇成年後見制度の利用、活用支援 

・成年後見制度の利用へ向けて、消費者被害に遭われたご本人やご家族から相談があっ

たケースや金銭管理が難しく生活が立ち行かなくなったケースについて、本人に寄り添

い意向を確認の上、アセスメントシートなどを活用しながらニーズを把握し、権利擁護

サポートセンター、法テラス、地域の行政書士事務所などと連携し、親族申立てや本人

申立ての支援につながった方々がいました。 

・後見人が選任された後も連携出来るよう関係性を築いていた為、後見人が辞任し交代

するケースについて、ケアマネジャーや後任の後見人との引継ぎもスムーズに行うこと

が出来ました。 

・市長申立てについては必要性の有無を見極め、書類作成を適切に行い、直営センター

とも都度連携をはかりながら申立て支援を行いました。 

 

〇消費者被害の防止、注意喚起 

・消費生活センターへ地域内の相談件数を調査頂いたところ増加傾向だった為、消費者

庁より悪質商法に関するパンフレットを入手し、訪問時や来館時に注意喚起のツールと

して活用出来るようにしました。 

・必要時にいつでも電話 de 詐欺防止装置の貸し出しを案内出来るよう、センター内に

配架しました。 

・「ふなばし情報メール」にて発信されている詐欺被害や消費者被害の情報を、センタ

ー玄関脇の掲示板やセンター広報誌を活用するなどして発信しました。 
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包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

1.関係機関との連携体制の構築 

・認知症サポーター養成講座開催に向けてのチラシを刷新し、総合相談等で連携した

銀行や生活関連企業、自治会や民生委員等の地域住民、その他イベント等で配布し、

チームオレンジの啓発活動を行いました。その際には、負担を強いるものではなく、

既存の活動と連動可能な旨をお伝えしています。 

・民生児童委員協議会定例会に出席し、民生委員が住民目線で抽出した地域課題の把

握に努め、包括の役割や活用方法をお伝えしながら、助言や提案、必要な研修企画等

を行い協働しております。 

 

・個別ケア会議では、各個別事例を通して多職種・他業種の関係者と協働し、連携体

制を構築してまいりました。個別支援で抽出した地域課題を、地域ケア会議における

資源開発並びに政策形成等、地域づくりの促進につなげることを意識して開催してお

ります。 

・9 月に開催した第 4 回法典サポートネットワークでは、経済産業省が掲げる「産福

共創」の理念を基に、開催目的を刷新し、その結果、参加者が「地域福祉の担い手」

である介護保険等サービス事業所や民生委員等のみならず、「地域の暮らしを支える生

活関連企業」の方々に広がりました。多様な視点の参加者からの意見を基に、地域課

題の解決や福祉の啓発活動等、有意義な連携を図ってまいります。 

・10/25(土)地域ケア会議を主体とした講演会を開催しました。Slido を活用し、参加

者が「聞く」だけではなく、講師と会場の双方向で有意義な意見交換ができました。 

 

2.介護支援専門員を支える仕組み作り 

・船橋市介護支援専門員協議会 地区役員と協力して、研修会や事例検討会を企画・

開催し、介護支援専門員の資質及び専門性の向上を支援してまいりました。4 月に西

部地区主任介護支援専門員連絡会・交流会、5月に共催研修、6月に西部地区主任介護

支援専門員事例検討会、11 月に西部地区介護支援専門員研修会を開催し、今後 12 月

に共催研修を開催予定です。 

・地域の介護支援専門員が学び・支えあえる場として、毎月 1 回「法典地区ケアマネ

サロン」をオンラインで開催しております。経験年数や基礎職種が異なる地域の介護

支援専門員同士が、支持的に意見交換や指導・助言が行える場となっております。 

・地域の介護支援専門員の個別事例に対して、個別相談や、必要に応じて同行訪問を

行い支援しております。困難事例に対しては、各帳票類の提出を依頼し、視点の偏り

や抜けが無いかも確認しながら、課題の再構築や支援の方向性について協議しており

ます。ケアマネジャーの抱える問題を地域課題として受け止め、個別ケア会議や地域

ケア会議全体会議で検討し、地域で協働し支える体制を構築していきます。 

・主任介護支援専門員の地域づくりの場として、今年度も法典サポートネットワーク

を開催しました。異なる専門性を有する方々と共に学び意見交換することで、自身の

視野やネットワークを広げることの出来る場となっております。回を重ねるごとに実
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行委員の主体性が増しており、今後もより良い形にすべく、事務局と実行委員で協働

してまいります。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

地域ケア会議全体会議では、地域の関係者や幅広い専門職と共に、地域課題の解決

に向けての話し合いを行っています。定例の議題として、地域活動の進捗状況の確認、

地域資源の情報共有や個別ケア会議の報告と検討、地域資源の情報共有等となってお

ります。また 1 年を通じて、お互いの構成員の活動を再認識することや、地域の課題

や悩みの共有、今後の連携のきっかけを目的としたグループワークを毎回開催してい

ます。今年度からの新たな構成員として、自治会（防災委員長）と医療関係者（医師）

が加わり、防災と福祉の連携強化や医療の視点が広がることでの個別ケア会議の質向

上など期待できます。 

第 1回では令和 8年度の重点事業について、サブセンターの開設や認知症施策関連、

地域ケア会議を主体とした講演会等についての情報共有と個別ケア会議のケース共有

を行いました。またグループディスカッションでは「互いの活動を知ろう」をテーマ

に各団体から発表がありました。 

 第 2 回では会議の冒頭において、法典サポートネットワーク実行委員より、当日の

進行や運営面での確認。また「高齢者の保健事業と介護予防の一体的支援実施につい

て」健康づくり課による説明。議題としては、法典福祉まつりの取り組み内容の変更

についての合意と、10 月に開催した「地域ケア会議を主体とした講演会」に向けて役

割分担について協議を行いました。その他、個別ケア会議の共有とグループディスカ

ッションでは「それぞれの立場からみえる課題」について話し合われました。課題と

して浮かび上がったものには①元気な高齢者の孤立化、②介護・支援の担い手不足、

③福祉に関する地域住民の「情報格差」でした。 

 

○個別ケア会議について 

今年度はこれまでに計 2 回開催いたしました。7 月に開催した会議では「在宅生活の

限界点」について家族、近隣住民、民生委員、医療関係者が中心となって話し合われ

ました。健康面での配慮や家族の意向、介護保険サービス利用に向けた検討がなされ

ました。2 回目は 9 月に開催した「認知症高齢者の一人暮らしの支援」について近隣

住民、民生委員が中心となって開催されました。過去に同じケースで 2 回開催しまし

たが、なかなか支援に結びつかなかったケースではあったが、今回は新たに近隣住民

を含めて地域での見守り体制などについて話し合いを持つことができました。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

地域課題の解決に向け、目的に即した会議運営ができるよう、会議の場だけでなく、

各構成員の所属団体との関係性を考慮し、個別に事前・事後のフォローアップを行っ

ています。特に地区社協の生活支援コーディネーターとは「地域資源の活用」、「ネッ
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トワークづくり」、「介護予防や生活支援の推進」など取り組み内容も類似しているた

め、より一層の連携強化が大切であると認識しています。また今年度、新たに取り組

んでいるグループディスカッションに関しても全 4 回の課程を通じて、地域ケア会議

の意義と課題整理が図れるよう有意義なものにしていきたいと考えています。 

 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

 今年度はこれまでに基本チェックリストを 5 名実施し、4 名が事業対象者として総

合事業を利用しています。他 1 名は通所サービスの見学まで行いましたが、本人の希

望で利用となりませんでした。 

基本チェックリストの実施にあたっては、本人の意向や生活を送る上での困りごと

などを把握し、本人へ総合事業の趣旨やメリット、利用に至るまでの手続、介護認定

との違いについて説明しております。 

該当者について、船橋市版アセスメントシートにより詳細に状態を把握し、所内で

迅速に検討会を実施しました。状態像を共有し、それぞれの職種の専門性を活かした

提案やサービスの妥当性、目標達成へのプロセスを中心に話し合いました。 

 

○多様なサービスの活用 

多様なサービスの活用としては、公民館や福祉センターでの講座、体操教室、サー

クル活動、スポーツ施設で行っている運動教室などの情報を得て、利用者へ情報提供

を行っています。また、公共交通機関や交通不便地域支援事業についても移動手段と

して情報提供を行っています。 

 

○総合事業の普及啓発 

総合相談業務における窓口対応や更新申請の際に、相談者の意向や状態を適切に把

握した上で、介護申請以外にも総合事業があることを説明しています。総合事業のメ

リットについても説明し、相談者の状態とニーズに合わせた提案をし、高齢世帯など、

必要な家庭内の支援を受けることができ、そして介護予防にも役立てるようにしてい

ます。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

総合相談においては、認知症関連の相談件数が増加傾向にあります。相談者として

は、配偶者、同居家族、別居家族からの相談が多くを占めています。いずれの相談に

おいても、状況をお聞きした上で医療機関への相談の進め方、要介護認定、介護保険

サービスや介護保険外サービス等のご案内などを、認知症ナビ等を活用して対応して

います。認知症初期集中支援チームについては、今年度においては 1名の利用があり、

適切な認知症治療につながるように活用することができました。また、チーム員会議

の利用には至らずとも利用を視野に支援をした方もおりました。 

介護者に関しては介護負担の軽減や不安に対する精神的なサポート、接し方の指導に

ついて家族交流会などを提案しています。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

今年度も、圏域内の小学校を中心に「認知症サポーター養成講座」を開催し、子ども

たちが認知症について学ぶ機会を提供しています。 また、商業施設（サミット馬込沢

駅前店）では「船橋市認知症の人にやさしいお店・事業所認定事業」の説明を行い、

開催に向けた準備を進めています。11 月 15 日に開催された「第 1 回ふなばしオレン

ジフェスティバル」では、圏域内の認知症カフェ（ローゼンホーム上山）がブースを

出展し、認知症カフェの周知と認知症啓発に貢献しました。さらに、12 月 7 日の「法

典福祉まつり」では、新たに子どもも参加できる企画として「認知症クイズラリー」

や「認知症紙芝居」を実施予定です。楽しみながら認知症への理解を深められる取り

組みを進めています。 
 

○地域での見守り体制の構築 

センターでは、講演会や催し物の場で「高齢者見守りガイドブック」や法典地区版の

「地域の SOS ご近所見守りチェックリスト」を配布しています。また、近隣のスーパ

ーにも設置していただき、地域全体で認知症の方を見守る目を増やす取り組みを継続

しています。これにより、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられることを目指しています。今年度はチームオレンジ作業部会に所属し、法典

地区内での立ち上げ支援（体制整備）について検討を進めています。これまでに認知

症サポーター養成講座を開催したマンション自治会や、既存の認知症カフェへもアプ

ローチを行っていますが、まだ正式な登録には至っていません。並行して、認知症サ

ポーター養成講座の開催についても周知を行い、地域の理解と協力を広げる活動を続

けています。 

 

 

センター事業 

○藤原サブセンターの機能強化 
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藤原サブセンターのフロアーの一部を活用して、6月 17 日に「船橋市における福祉用

具の選択制について」をテーマに、パナソニック千葉船橋の講師を招き、居宅のケア

マネジャー6 名、障害相談員 2 名、包括支援センター職員 1 名が参加しました。各関

係機関（医療機関・居宅支援事業所）等に相談・確認を行ったうえで販売を進めてい

ますが、いずれの機関とも関わりがない場合には包括との連携が望ましいとの自治体

見解を確認できました。また、地域のケアマネジャーを対象に、当センター主催のケ

アマネサロンにて事例検討会を実施しました。 

藤原サブセンターでは運営会議を毎月開催しており、外観が暗く目立たないため市民

が立ち寄りにくいという課題に対し、チラシスタンドや上り旗の設置、花苗の植栽を

行いました。その結果、当初は老人福祉センターや児童ホームと誤認される市民が多

かったものの、現在は減少しています。今後のスペース活用についても会議で検討を

進めており、地域貢献の一環として法典高校吹奏楽部とのコラボレーションや、医師

による出前講座の開催などを予定しています。 

 

○情報の発信 

「消費者被害防止策」や「認知症」、「健康情報」等、対象や目的を明確にして、セン

ター内外にポスター掲示して情報発信を行っております。広報誌の他、「認知症サポ

ーター養成講座」の開催、「包括職員による出前講座」のチラシ、「仕事と介護の両立

支援ガイドブック」パンフレットを作成し、地域住民や地域の生活支援企業への働き

かけを行っております。作成する上で、地域との連携強化を意識し、興味を引くよう

な視認性、地域住民の望むこと、地域住民の能動性の促しの一助になることを心掛け

て発信しております。 

①「法典ほうかつ便り」を年 2回発行しました。主な掲載内容としては、サブセンタ

ー設置報告、センターの４つの機能（総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメン

ト、包括的・継続的ケアマネジメント）の活動報告、認知症サポーター養成講座や各

種制度の紹介等です。手に取りやすさ、読みやすさを意識し、且つ当センターの機能

と役割を周知できる内容を心掛け作成しております。 

 

○ケアマネサロン 

毎月 1 回、地区の介護支援専門員同士が共に学び支え合える場として、「法典地区ケ

アマネサロン」をオンラインで開催しております。地域の社会資源やケアマネジメン

ト上の悩み等の情報共有・意見交換を行い、ケアマネジャーの孤独や不安の解消に努

めております。今年度新たに、当地区の利用者を担当している地区外の居宅介護支援

事業所、地区内に開院した訪問診療クリニックの医師も参加し、医療情報を含め意見

交換がより活発になりました。サロン開始 30 分前に Zoom を開放し、自由に活用して

もらっておりますが、4 月にはこの時間を活用し、当センター社会福祉士にて「ケア

マネジャー向けの虐待研修」を開催しました。同様に昨年度は「予防プランの作成方

法研修」を行っており、今後も当センターからの発信の場としても活用していきます。

その他、8 月に参集で事例検討会を開催しました。今後も支援的・支持的な研修を企

画し、資質向上や離職防止を目指してまいります。 
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○法典サポートネットワークの開催 

第 4回を 9月に開催しました。経済産業省の掲げる「産福共創」を参考に、目的を刷

新し、参加者の属性を生活関連企業に拡大して案内したところ、過去最大の 77 名に

ご参加いただきました。引き続き、参加者同士の関係性の構築、参加者同士が癒し支

え合う場となるべく、来年 2月に第 5回を開催予定です。実行委員である主任介護支

援専門員の地域づくりへの意欲増進にも繋がっており、今後も継続して、地域の助け

合い文化の醸成を目指してまいります。 

 

○仕事と介護の両立支援 

介護離職や、介護を原因とする生産性の低下が社会的課題とされ、今年 4月に育児・

介護休業法が改正されました。地区内の生活関連企業の方とお話しした際、従業員を

守るために、「仕事と介護を両立」するためには福祉や介護についての知識が必要で

あるが、そもそも包括のことを知らない職員が多いとお聞きし、必要としている方々

に届くよう、心構えや介護保険サービスの利用方法等を掲載した小冊子「仕事と介護

の両立を目指すガイドブック」を刷新し、同時に「設置以来のチラシ」も作成しまし

た。適宜窓口で配布すると共に、この冊子を地域の企業にも活用してもらえるよう、

配布方法や活用範囲の拡大について検討してまいります。 

 

- 81 -



船橋市宮本・本町地域包括支援センター 

事業報告書（概要） 

（令和７年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

〇地域包括ケアを支える支援ネットワークの構築 

支援ネットワークを構築するにあたり様々な媒体を利用し、関係機関に地域資源の問

い合わせ等、日常業務すべての 3 職種の関りがネットワークを構築するための行動で

あると理解し日々の相談対応を行っている。 

地域高齢者の要である民生委員とは常時の情報提供や、地域活動を通じて民生委員と

の信頼関係を構築。地区別民生委員の一覧をファイルにて管理。情報は適宜見直し更

新し必要時は迅速に連携を取り地域高齢者の支援を行なっている。 

地域課題である認知症に悩む方への支援方法として「認知症安心ナビ」を活用し、医

療機関と直接相談、連携し医療へ繋ぐ役目を果たしている。 

気になる高齢者に関しては、民生委員児童委員協議会、ふれあいサロン、げんき体操

等で声掛けをし、適宜相談出来る体制を構築。 

地域の活動に参加し、包括だよりを配布、包括支援センターで勉強会を開催する等、

顔の見える関係性を構築しており、見守りなど地域と協力して対応している。 

相談支援に関しては、相談内容を分析し、内容に合った相談先（保健と福祉の総合相

談窓口さーくる、ふらっと船橋、生活支援課、医療機関等）との連携を図っている。 

相談内容に対して、包括支援センター内で分析、検討し内容にあった相談先へ連絡し、

相談者の問題解決へ向けて協働している。今年度は、貧困や生活困窮者、住環境に悩

むケースが多くなっており、協力機関と共に対応し、他機関主催の住まいの検討会議

に参加予定となっている。 

 

〇相談事例を共有・分析し、支援に活かす 

年間相談件数は令和7年 4月より令和7年 10月まで対応した相談件数は延べ2259件。

来所相談は延べ 134 件、訪問相談は延べ 515 件となっている。 

困難事例は直営地域包括支援センターに報告、適宜共有を行い、解決に向けて連携し

て相談支援に取り組んでいる。 

また、南部地区在宅介護支援センター、地域包括支援センター会議では地域での活動

内容、地域課題や困難事例の共有や解決に向けての支援方法などを共有。新たな意見

に対しては所内で共有し今後の支援に活かしている。 

当地域包括支援センター内の相談事例は、朝礼及び月一回行っている所内ケース共有

会議、その他必要時随時対応方法を検討する場を設け共有している。相談支援方法に

関する職員の資質向上に関しては外部の研修に参加し、専門職のスキルアップを図り

相談支援に活かしている。 

 

〇家族介護者支援への取り組み 

令和 7 年 7 月 1 日より今まで 2 階にあった当地域包括支援センター事務所機能を 1 階
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へ移転し道路から入りやすくなり、相談スペースも拡大し機密性が高くなり高齢者及

び家族が気軽に足を運べる相談環境の整備を行った。 

今年度より「包括だより」を創刊し民生委員児童委員協議会やふれあいサロン、ミニ

デイサービス、各種地域イベント等に出向いて配布し、地域包括支援センターが高齢

者の身近な相談窓口としての認知度を高めている。 

家族支援が必要な事例に対しては 3 職種で共有し、丁寧なアセスメントを行い、必要

な情報、社会資源の提供、必要時は他機関との連携、調整、同行訪問を行い支援にあ

たっている。 

相談に対しては記録ソフトを用い、職員間で内容を共有し、担当者が不在でも統一し

た対応を行っている。 

 

〇複合的な課題を持つ世帯への相談支援 

複合化している課題（8050 問題、ダブルケア、生活困窮、家族に障害がある等）は地

域包括支援センターだけでの支援では解決できない問題が多いと感じている。そのた

め迅速に問題が解決できるようアセスメントを行い所内で共有。モニタリングや所内

での検討会議を重ね、必要時は関係者会議を開催し、関係者や相談者とともに情報や

課題の共有を図り解決へ向け関係機関と連携を図っている。 

実際に介護認定を受けている若年性認知症の方への支援としては千葉県若年性認知症

コーディネーターと相談や同行訪問での連携、支援を行い介護保険サービスへの利用、

調整、医療機関との連携を行った。 

また生活困窮者へは地域福祉課、さーくる、生活支援課等と金銭面、住居面の問題解

決に向けて情報の共有、支援の役割の確認、実際の支援を行うことで本人が安心して

生活できる環境を早い段階で調整を行うことができた。 

 

権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

〇高齢者への虐待事例および高齢者への虐待が疑われる事例について 

令和 7年 4月から 11 月までに通報があった 5件のうち、4件を虐待認定として取り扱

った。通報元の内訳は、警察が 1 件、ケアマネジャーが 2 件、介護サービス事業所が

1件、民生委員が 1件であった。 

関係機関、関係者、住民等から虐待や疑われる通報を受けた際には船橋市高齢者虐待

防止対応マニュアルに沿って迅速に対応するため、実態把握を速やかに行い、センタ

ー内で共有を図り、複数人で対応を行っている。 

 

○虐待防止ネットワーク担当者会議で提出された事例共有 

提出された事例について、当地域包括支援センターであった場合にどのような対応、

支援方法を行うか、について検討し、また虐待防止ネットワーク担当者会議へは 3 職

種が参加し見識を深め地域包括支援センターとしての対応力を向上させ高齢者虐待の

支援に活かしている。 
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〇高齢者虐待、権利擁護に関する資質向上について 

積極的に高齢者虐待に関する外部の研修を受講することで職員のスキルアップを図

り、地域高齢者の支援につなげている。 

また当地域包括支援センター主催で高齢者虐待の勉強会を居宅介護支援事業所や介護

保険事業所を対象に行った。虐待通報の第一報はケアマネジャーが多く、通報や相談

がしやすい関係作りができるよう、当地域包括支援センターが日頃から身近な相談機

関として研修、勉強会を企画し開催した。 

住み慣れた地域で生活していただけるように民生委員、ケアマネジャー、訪問介護員

などに権利擁護などの重要性を理解していただけるよう、包括だよりを活用し、広報

活動を行っている。 

 

〇成年後見制度の市長申立てに関するマニュアルについて 

制度利用が妥当であるかについては、事例の概要をセンター各職員で共有し、判断基

準を確認している。マニュアルについては社会福祉士を中心に職員へ指導を行い、後

見制度が必要な高齢者への判断は、検討会議を行い支援へつなげている。 

 

※判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等 

〇最新の消費者被害に関する手口や実際にあった事例について 

実際に当地域包括支援センターが受けた消費者被害に関する相談について、地域での

被害拡大防止、消費者被害を未然に防ぐために包括だよりの記事として取り上げ、民

生委員児童委員協議会、認知症カフェ、ふれあいサロン、ミニデイサービス、げんき

体操等で直接地域に住む高齢者に情報を提供することで注意喚起を行い、些細な事で

も当地域包括支援センターに相談を行っていただけるよう案内を行っている。 

 

〇判断能力を欠く常況にある人への支援 

令和 7年 4月から 11 月までに成年後見制度の市長申立てが 1件、親族申立てが 3件で

あり、その後に成年後見人が選任され後見等開始となっている。現在、市長申立てが

2 件、親族申立ての手続きに関しては 2 件の相談、支援を行っている。また問題を抱

える高齢者に関しては多職種で連携し、高齢者の権利を守り、安心した生活が継続で

きるように成年後見制度などの利用支援を促し支援につなげている。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

〇複合化した生活課題を抱えている高齢者について 

今後も住み慣れた地域で可能な限り現在の状況を維持し、ご自宅での生活が続けられ

るよう、インフォーマル・フォーマル問わず地域資源を随時更新し、所内で周知し、

活用できるように備えていると共に各地域資源とケアマネジャーの連携が図れるよう

支援を行なっている。 

そのうえで担当している地域のケアマネジャーのニーズを把握し、関係者会議や事例
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検討会などを開催し、ケアマネジャーが対応に苦慮している事例への支援として、当

地域包括支援センターが主催した圏域内にある居宅介護支援事業所向けのケアマネジ

ャー勉強会を以下の内容で今年度 2回開催した。 

 

〇ケアマネジャー向け勉強会の開催 

第 1回開催日 令和 7年 9月 12 日 

研修内容 「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント サービス評価表」作成時の

注意点と共有 

開催場所 当地域包括支援センター2階 会議室 

参加者 8 居宅介護支援事業所 10 名参加 

 

第 2 回開催日 令和 7年 12 月 11 日（予定） 

研修内容 「介護予防サービス・支援計画書」作成時の注意点と共有 

開催場所 当地域包括支援センター2階 会議室 

 

地域に住む要介護認定を受けている高齢者の支援を行なうケアマネジャー向け勉強会

に関しては特に関心の高い介護予防支援・介護予防ケアマネジメントにおいて研修を

実施した。 

また、令和 7 年 11 月 25 日に当地域包括支援センターで開催した介護保険サービス事

業所向け研修会『高齢者虐待と関係機関の始動』においても 13 名のケアマネジャーが

参加された。 

今後も高齢者虐待に関する事例、高齢者自身だけではなく家族関係に困難さを感じて

いる事例、地域や他機関、多職種との連携が必要な事例等において、地域で担当して

いるケアマネジャーが 1 人で抱え込まないよう、地域と関係者や関係機関をつなぐ支

援ができる場としてケアマネジャー勉強会や介護保険サービス事業所向け勉強会等を

企画していく。 

 

〇南部地区ケアマネジャー同士のネットワーク構築支援 

南部地区主任介護支援専門員連絡会（通称つながる Café）に事務局として、実践力向

上のため研修会の立案、企画支援を行い、以下の通り行った。 

開催日：令和 7年 10 月 16 日 

研修内容：「いざという時、あなたの行動が命を救います！AED の使い方を学ぼう」 

参加者 12 事業所 18 名 

 

〇圏域内居宅介護支援事業所ケアマネジャーの資質向上について 

南部地区介護支援専門員協議会の地区役員と連携し地区研修を以下の内容で年 2 回開

催。地区研修及びケアマネ勉強会を以下の内容で開催、予定し個々の高齢者の状況や

変化に応じるよう支援を行った。 
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南部地区介護支援専門員研修会 

第１回 令和 7年 8月 15 日 

研修内容：「定期巡回サービスとは？ 

     どう活かす？船橋市定期巡回・随時対応型サービスとケアマネジメント」 

講師  ：船橋定期巡回・随時対応型訪問介護看護連絡会  

     代表：須崎 健治 氏 副代表：白石 洵太 氏 

参加者  20 事業所 41 名 

 

第 2 回 令和 7年 12 月 12 日（予定） 

研修内容：船橋市の社会資源を学ぶ～インフォーマルサービスを学びませんか？～  

事例検討会 

 

〇高齢者の情報管理、共有方法 

相談を受ける中で、継続して支援（見守り）が必要な高齢者のリストを作成し毎月所

内会議で確認・検討・更新し、支援進捗を共有しながら、サービス導入までの課題や

支援方法を記載し情報の共有を行っている。担当圏域の居宅介護支援事業所一覧を整

理し、当地域包括支援センター職員が活用できるように整備し、変化があった場合は

常に情報共有を行っている。 

ケアマネジャーからの相談は、相談内容を集計・分析し、個別ケア会議が必要と思わ

れる事例については関係者会議開催の提案を行い、今年度は 3 件個別ケア会議を開催

している。 

 

〇包括的支援事業 

生活支援コーディネーターとともに地域における高齢者のニーズや社会資源について

は、『宮本たすけあいの会定例会議』で随時集積し情報共有、交換を行っている。また

今後は生活支援コーディネーターとケアマネジャーや介護保険事業所と共に情報共

有、交換の場を設けることを検討している。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

宮本地区では、年 4回の定例会の開催を予定。11 月までに 3回実施済み。今年度は

特に、地域ケア会議構成員と「地域課題の共有と課題への取り組み」を意識して開催

している。 

当地域包括支援センターが挙げた今年度重点課題である 

① 認知症の理解を深めるための普及啓発の推進、早期発見・早期対応・早期受診体制

の構築 

② 認知症の本人及び家族支援の充実 

③ 退職したばかりの元気高齢者の地域活動への参加促進とし、これらを「取り組み一

覧」の表を基に共有した。 
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各団体が活動する中で直面している課題に対して、実際取り組んでいること、地域で

協力して取り組んだ方が効果的なことを話し合っている。中でも生活支援コーディネ

ーターより、ボランティアの高齢化、成り手不足等支援側の課題と可能なサービス範

囲以外の希望が増えている現状を共有。その対策としては、元気な高齢者の「やりが

い」の一つとしてボランティア活動への参加啓発や様々な所から声を掛けていく必要

がある等、情報の共有を行っている。 

また認知症対策（予防から）を共有。チームオレンジの立ち上げを今年度も引き続き

進めている。現在、立ち上げ予定の地域ではステップアップ講座の受講が終了し、年

度内にチームオレンジの立ち上げを進めている。 

今年度開催する地域ケア会議主体による講演会は、テーマを「終活―なにを準備する？

わたしと家族の今後に備える」として準備を進めている。 

開催に至る根拠として、宮本地区の地域課題の一つである、後期高齢者数の増加に伴

い総合相談件数が増加していること、相談内容は様々であるが、高齢者自身のこれか

らのことへの不安、終活の備えについてのニーズが増えているためである。 

地域ケア会議主体による講演会の目的としては以下の①、②とした。 

① 市が毎年発行している「大切な人に伝えるノート」を活用し、元気なうちからこれ

からのことを考える機会とする。 

② 具体的な事例をもとに、本人及び家族が知っておきたい事前準備についての講演

を聴き、実際備えることが出来る。 

また特に困ることが多い「金銭面の整理」について、相談や支援で多い具体的な実際

の事例から学ぶと共に、備えておくべきことに焦点をあて学ぶことによって、知識を

深めて頂く。講師は、船橋市在宅医療支援拠点ふなぽーと、地域で活動している司法

書士へ依頼し、2人の講師による講演がスムーズに行えるよう事前準備を重ねている。 

当センターの今年度の重点課題、認知症対策（予防から）を地域ケア会議内でも共有

している。 

チームオレンジの立ち上げを今年度も引き続き進めている。現在、立ち上げる地域で

はステップアップ講座受講（10 月）が終了し、年度内立ち上げに向け進めているとこ

ろである。また、「認知症にやさしいまちづくり」として、認知症サポーター養成講座

の講師として、小学校や企業へ出向き開催している。 

 

本町地区においても年 4回の定例会の開催を実施予定。11 月までに 3回実施。地域課

題の抽出や終活をテーマにした講演会（令和 7 年 11 月 27 日）に向けての話し合いを

主題として会議を開催。 

地域の方が関心の高いテーマであり、民生委員からも自分のこととしてしっかりと学

んでみたいと意見を頂いた。 

ケアマネジャーとの連携や地域にあるサービス事業所でどのようなことが行われてい

るかなど、コロナ禍で希薄になった関係性の改善を求めている声もあり、コロナ禍で

中止したイベントの再開や新しいイベントが開催されている。 

チームオレンジ立ち上げに向けて、ティップネスにて認知症サポーター養成講座を開
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催している。 

本町地区民生委員より、地域の高齢化と合わせて、マンションが多い地区での孤独死

や空き家問題についての課題がある。今年度のテーマである終活について、来年度も

継続して地域課題として取り上げていく。複数のマンションや住宅が建設され、人口

は増えているが、地域との関りが希薄になりやすい都市部であり、マンション住人等

が地域との関りが持てるよう地域活動としてイベントや勉強会などを検討している。 

 

○個別ケア会議について 

令和 7年 4月から 11 月末までに 3事例開催 

事例① 独居の高齢女性（中程度の認知症） 個人としては通算 2回目の開催。 

介護保険サービスが順調に介入した結果、認知面での悪化はないが、身体面で改善が

大きく見られ、1 人で外に出ることが可能となり、徘徊のリスクが高まったため、改

めて見守り体制が必要となり開催し、地域関係者の情報共有、意思統一を図った。 

 

事例② 長男と二人暮らしの認知症高齢女性 

記憶障害、見当識障害が進行し、近隣や通行人からの通報で保護される回数が急に増

えた。介護保険サービス利用日に 1 人で出かけてしまい介護保険サービスの有効利用

が出来なくなってきた。 

担当民生委員より、近隣は長年同じ時を過ごしてきた住民が多く、対象者の徘徊を見

かけた際は、以前から本人へ声掛けをして下さっていたこと、結婚当初から毎日夫婦

で仲良く喫茶店に出かけていた習慣から徘徊につながった理由が個別ケア会議を開催

したことで明らかになった。 

一方、同居している長男からは、認知症が進行していることで自分の時間が少なくな

ってきたこと、気持ちに余裕がない、金銭的にも不安であると話された。「近所の方々

に現状を知ってもらいこれからも声掛けをしてもらうと助かる」、と個別ケア会議を開

催したことで介護者のニーズも地域で共有することができた。 

 

事例③ 築 50 年以上のマンションに住む独居高齢女性 

被害妄想が強く、マンション敷地内（廊下やエントランス）で過ごす時間が徐々に多

くなり、見守り体制構築を目的に開催した。 

マンションという集合住宅内でマンション自治会と長年の繋がりがある一方、マンシ

ョン住民から関わり方に不安の声が上がっていた。 

当地域包括支援センターが介入したことで住民も安心していることを確認し、今後の

見守り体制含め、支援の方向性を参加者で共有した。 

 

会議全体の振り返り 

事例②は、個別ケア会議前から地域で見守りをしていた事例である。しかし、認知症

の症状への正しい理解や対応について「これでいいのか」と不安を抱きながら近隣住

民は声を掛けていたという。それでも本人の今までの生活から、徘徊にも意味がある
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ことをエピソードとして話してくださった。そこには、その方への尊厳を大切にする

近所愛があった。また個別ケア会議を開いたことで「近所に母のことを知ってもらい、

もっと母に声を掛けて欲しい」と家族の率直な願いの吐露にもつながったと考える。 

事例③は、個別の事例検討から集合住宅という特徴を踏まえ、参加者で地域課題を話

し合った。築 50 年以上経つ 100 世帯あるマンションで、利便性が良いため、入居時か

ら住み続けている方が多い。高齢化、単身世帯となり交流減少、マンション内に交流

の場所（集会所）が無い、戸建てよりも見守りが難しい構造など、特に閉じこもり・

孤立化が起きやすい高齢者への対策、相談体制の充実が課題として挙げられた。今後、

地域包括支援センターとして意識的に関わる必要性が明確となった。 

個別ケア会議においては地域見守りの支援構築だけでなく、民生委員の方々と地域

課題を共有し、解決策の検討を続けていく必要がある。今年度は民生委員の任期交代

もあるため、新たな民生委員の方々との関係構築に向け、積極的に働きかけていきた

い。 

個別ケア会議が必要な事例については、今まで通り開催前の情報収集を必ず行い、個

別事例の課題の抽出、3職種で検討した方向性や地域関係者による支援の必要性など、

情報の共有だけが目的とならないよう個別ケア会議を開催するよう努めている。見守

り体制の構築を行い、継続的な支援をしていく中で、高齢者の生活能力の変化を見極

め、判断能力が低下してきた高齢者へは後見制度利用の利用になどにより、安定した

生活が継続できるよう地域包括支援センターの機能として地域と連携し関わってい

く。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

①「包括だより」発行着手。季刊号として年 4 回発行を計画し、今年度は春・夏・秋

号を発行し、地域ケア会議、民生委員児童委員協議会、サロン、げんき体操、ミニデ

イサービス等で配布、ホームページにも掲載し、広報に努めている。ホームページは

随時更新し、船橋福祉まつり、健康まつり等参加した様子や、包括主体の活動、世界

アルツハイマーデーに合わせた取り組み等を紹介している。今後も当地域包括支援セ

ンターの取り組みを積極的に広報していく。 

③ 地域課題への取り組み 

当地域包括支援センターの地域は、駅周辺の利便性の良いエリアと駅から離れたエリ

アがある。依然と駅から遠いエリアは、介護保険の認定を受けていない高齢者にとっ

ても買い物支援へのニーズは高い。地域の生活支援コーディネーターと情報を共有し

宮本たすけあいの会への利用を提案していく。同時に、ボランティアの担い手不足等

があるため、元気高齢者の有効活用、元気高齢者の「やりがい」の一つとして啓発活

動が喫緊課題と捉え、掘り起こしを引き続き計画していく。また、移動販売の導入に

向けた買い物難民への支援への取り組みも関係機関を巻き込んで検討していく。 

当地域包括支援センター圏域内は築 50 年以上のマンションと比較的新しいオートロ

ックマンションとが混在している。防犯上は問題ないが、地域から相談を受け訪問し

ても応答されないことや、インターホンで対象者と話をすることができても、介入に
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消極的な対象者も増えてきつつある。昨年度以上に地域の民生委員やマンションの管

理人、管理会社に協力依頼して支援につながるよう働きかけていく。 

④ 認知症支援 

チームオレンジの立ち上げを今年度も引き続き進めている。現在、立ち上げる地域で

はステップアップ講座受講（10 月）が終了し、年度内立ち上げに向け進めているとこ

ろである。また、「認知症にやさしいまちづくり」として、認知症サポーター養成講座

の講師として、小学校や企業へ出向き開催している。 

 

船橋駅近辺は他地域より高齢化率が低いが、マンションが多く、地域とつながりが希

薄な高齢者が多く、地域課題として認知症と合わせて終活に対する希望も強くある。

今年度の講演会テーマ「終活」のアンケートを踏まえて、来年度も継続して勉強会や

地域への周知を行っていく。 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

当地域包括センターの圏域における事業対象者の実績はないが、事業対象者を増やし

ていくことも地域包括支援センターの重要な業務である。総合事業の窓口として充分

にその機能を果たすため、適宜手続きや必要な援助を迅速に行っている。 

事業対象者の可能性がある方に関しては、事業の趣旨を理解して頂いたうえで基本チ

ェックリストを実施し、アセスメントをおこなう。利用者の状況や希望等も踏まえて

自立支援に向けた目標設定、目標となる生活が行えるためのケアプランを作成しサー

ビスの導入へ支援を行っている。住宅環境の整備が必要な方や運動不足解消や歩行能

力回復のため、リハビリ等の支援で介護保険制度への移行をしていかなければならな

い方の選別も間違えないように丁寧なアセスメントを行い、所内で検討している。 

自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメントに関して研修に参加し、所内での

共有や圏域内のケアマネジャーとの勉強会を通じて共通理解を図っていく。 

介護予防マジメントを委託した場合は、マニュアルに沿って記録、進行管理を行い、

不足がある場合は適宜連絡し提出を促している。 

介護予防支援を委託する場合は、公正性・中立性確保のため、指針に基づいて選定し

行っている。当地域包括支援センター圏域内の要支援の認定を受けているがケアマネ

ジャーが見つからずにサービスを利用できない待機者はいない状況である。 

 

○多様なサービスの活用 

介護予防・生活支援サービス事業につなげる場合には、従来型サービスのみではなく、

軽度生活援助事業のボランティア等、多様なサービスの活用を考慮し状況に合わせた

サービスを提案している。 

総合事業のサービス以外にも宮本公民館や南老人福祉センターでの活動案内、地域の

ふれあいサロン、当地域包括支援センター等で行っている介護予防活動、シルバーリ

ハビリ体操等を案内し高齢者が主体的に介護予防に取り組める地域づくりを進めてお

- 90 -



船橋市宮本・本町地域包括支援センター 

り、参加者も少しずつ増加している。地域の方からげんき体操等の活動を聞くことも

増えているため、今後も活動を継続し個別性のある利用支援につなげていく。 

介護予防支援のケアプランには、状態・ニーズを適切にアセスメントし、インフォー

マル以外の地域資源の活用を検討し、提案を行っている。 

 

○総合事業の普及啓発 

地域や関係機関に向けた事業の周知活動が重要であるため、ふれあいサロン、認知症

カフェ、げんき体操、民生委員児童委員協議会などに参加した際に地域住民や民生委

員、生活支援コーディネーター等へ案内を行っている。また、当地域包括支援センタ

ー発行の「包括だより」やホームページにおいても日々の地域活動等で制度の仕組み

や効果について情報を発信している。介護認定を要せずに生活改善の契機が速やかに

得られる効果的な対策として、総合事業の利用を促していく。 

当地域包括支援センターが担当するエリアでは、高齢独居の増加、閉じこもりで周囲

からの相談や心配の声が民生委員や近隣住民等からあがっている。その方々へ総合事

業の利用を促していくと共に、セルフマネジメントを推進するため、シルバーリハビ

リ体操・老人福祉センターの活用等、様々な事業を案内し周知している。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

認知症状を抱えた高齢者が住み慣れた地域で生活が継続できるよう、丁寧なアセスメ

ントを行うよう努め、特に相談者が困っている事として、ご本人に自覚がなく受診へ

なかなか繋がらないという相談が多くあった。ご本人の尊厳を尊重した上で訪問診療

介入支援や、繰り返し訪問し信頼関係を築いた中で、ご本人の意思が表出できるよう

な支援、選択できる支援に心がけた。同時に、「どうしてこうなったのだろう」と困惑

される家族への支援としては、傾聴し、今迄の生活を振り返りながら「これから」を

考えられるように支援している。その際「認知症安心ナビ」を活用している。支援の

中で判断や対応に苦慮する場合には、所内で検討し、今後の支援方針を立てている。

また適宜直営包括に相談し助言を得、共有し対応している。本人の意向を汲みつつ必

要時には各関係機関と連携、共有、支援を行うことで本人の望む暮らしに近づけるよ

う支援を行なった。 

宮本地区・本町地区ではそれぞれ認知症が地域課題に挙がっている。認知症だけでな

く、独居、未婚の子供との二人暮らし、経済面など多重課題を抱えている方が増えて

いる。これら地域課題を言語化し、地域ケア会議や個々の事例対応、個別ケア会議等

を通じて情報共有を図っている。「我が事」として認知症があっても安心して住める

まちづくりを地域ぐるみで考えている。 

個別ケア会議を開催した事例においては医療・介護保険サービスの情報提供と共に各

機関、特に地域住民と担当ケアマネジャー、民生委員の連携が重要であるため、当地

域包括支援センターが仲介役となり円滑に課題の解決に向けて物事が進められるよ

う支援、対応を行っている。 

認知症初期集中支援チームについては医療につながっていな高齢者の状況が確認で

きた段階で利用についての検討を常に行っているが、宮本地区においては早急に医療

へとつながった事例が多かったため認知症初期集中支援チームの利用には至ってい

ない。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

令和 7年 7月 1日より当地域包括支援センターの事務所機能が以前の 2階から 1階に

移動し、道路に面した出窓を利用できるようになったため、「世界アルツハイマーデ

ー」の啓発活動の一環として、当地域包括支援センターへ来所された方、通りがかっ

た方にも分かるように、認知症のテーマカラーであるオレンジ色での飾りつけを出窓

一面に施し認知症及び世界アルツハイマーデーについて9月からの1ヶ月間啓発活動

を行うことができた。また、夜間はライトアップを実施し 24 時間アピールを行えて

いる。可視化することで、老若男女、振り向いて足を止め、大変多くの方へ周知活動

を行なえた。 

圏域内に認知症カフェが 3か所。1ヶ所がコロナ後の再開が未定の状況となっている。

今年度も既存の認知症カフェと連携して認知症の理解を深めるための普及、啓発活動
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を行っている。宮本地区の認知症カフェについては、地域住民への周知として毎月の

介護予防教室、ふれあいサロン、ミニデイサービス、民生委員児童委員協議会、地域

ケア会議などで周知活動を行っている。その結果、ケアマネジャーや介護保険サービ

ス事業所、民生委員を通して認知症高齢者を支援する家族から参加に興味のある問い

合わせにつながっている。 

認知症サポーター養成講座の開催 

令和 7年 7月 2日   市場小学校 46 名 

令和 7年 9月 29 日  宮本小学校 185 名 

令和 7年 11 月 11 日 峰台小学校 135 名  

令和 7年 11 月 13 日 船橋デンタルクリニック 20 名 

また令和 8 年 1 月 20 日に企業向け認知症サポーター養成講座を 250 名規模で開催予

定。 

小学校や企業向け認知症サポーター養成講座を開催することにより参加者が認知症

を理解し対応方法を学ぶことで認知症に対する理解を深め、地域での見守り体制を構

築することができている。 

 

○地域での見守り体制の構築 

宮本地区・本町地区では地域ケア会議構成員を中心にチームオレンジ立ち上げに向け

て活動している。その土壌作りとして各々の地区で地域ケア会議主催のイベントを開

催した。宮本地区では、チームオレンジの立ち上げへ向けて関係者へのステップアッ

プ講座受講が終了し、年度内立ち上げに向け進めているところである。 

本町地区では地域ケア会議構成員を中心にチームオレンジの立ち上げやコロナ禍で

中止していたイベントの再開を通じ、地域との交流や見守りに対する土壌づくりを進

めている。 

チームオレンジの立ち上げにむけて、宮本地区ではオレンジカフェこのえにてステッ

プアップ講座を令和 7 年 10 月 14 日、28 日に 6 名参加にて開催、令和 7 年 11 月 21

日、チーム立ち上げに向けた話し合いを行い、令和 7 年 12 月以降チームオレンジに

登録できるよう準備を進めている。本町地区ではティップネス船橋店での認知症サポ

ーター養成講座を令和 7年 8月 18日に 20名参加にて開催し立ち上げに向けた準備を

進めている。 

また、令和 7年 10 月 31 日に東部公民館で行われた船橋市主催、認知症サポータース

テップアップ講座にて講師として参加。 

 

センター事業 

〇専門機関と地域活動団体との連携体制の強化 

当地域包括支援センターにおいては地域関係者（民生委員、サービス事業所、行政機

関）や地域住民関係者（町会や自治会関係者）との連携を深化すべき事業としている。

地域密着を掲げ、今後も増加していく様々な問題を抱えた認知症や多くの課題を抱え

た高齢者を地域で支える重要さを地域全体の課題として捉え、地域ケア会議にて課題

解決に向けた検討を行っている。その中で意見交換を重ねていきながら、地域住民や

町内会、自治会等の地域住民組織、民生委員・児童委員、地区社協をも巻き込んだ地
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域包括ケアシステムの構築を強化していく。 

地域に寄り添った身近な相談窓口としての役割を担っていき、気軽に相談できる場所

として、令和 7年 7月より今まで建物 2階にあった当地域包括支援センター相談窓口

を 1階へ移転し、高齢者や家族が入りやすく機密性のある相談スペースを拡大し環境

整備を行った。また、2 階部分に関しては地域関係機関との学習会や困難事例に対す

る関係者会議、個別ケア会議等での会議スペースとして開催することができ、当地域

包括支援センターの活動の幅が広がった。 

地域住民や民生委員、医療機関等に地域包括支援センターの機能や役割を十分浸透で

きるように、積極的に地域に出向き周知活動をおこなっている。また、民生委員、生

活支援コーディネーター等からの情報を得て、支援が必要と思われる高齢者には早期

に訪問し、必要に応じてサービス調整、関係機関との連携を行うことで、高齢者が住

み慣れた地域で安心して生活できるよう当地域包括支援センターと関係機関の連携、

深化に努めていく。 

 

以下、当地域包括支援センターによる地域への主な活動内容 

〇地域への発信 

当地域包括支援センターホームページや地域包括支援センターだより（広報機関紙）

を作成配布し、令和 7年 4月から 11 月までに春号、夏号、秋号を作成している。 

ホームページでの活動報告は写真と共に実際の様子が分かるよう掲載を心掛けてい

る。包括だよりは各サービス事業所をはじめ様々な機会（民生児童委員協議会、サロ

ン、ミニデイサービス、げんき体操等）で配布し広く活動内容の周知、理解を図って

いる。 

 

〇まちづくり出前講座 

令和 7 年 7 月 15 日に勤労市民センターにて介護保険サービス事業所向けに「地域包

括支援センターってどんなところ？」を題材にしたまちづくり出前講座を開催。台湾

からの留学生 8名、参加し通訳を介しながら両国間の介護制度他について文化交流を

行った。 

 

〇宮本地区福祉まつり 

令和 7年 10月 25日に宮本公民館で行われた宮本地区福祉まつりに参加し出張介護相

談を開催。 

 

〇げんき体操（介護予防教室） 令和 7年 4月から 11 月までに 8回開催。 

目的：見守り、孤立防止、介護予防、介護相談、地域包括支援センター事業案内等 

場所：宮本公民館 

日時：毎月第 2水曜日 午前 10 時から 1時間程度 

内容：当地域包括支援センターが主催し、地域住民のロコモティブシンドローム予防

を目的に地域の通所リハビリテーション事業所に協力を依頼し、センター職員と共同

で体操教室を行っている。 
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〇ふれあいサロン  令和 7年 4月から令和 7年 11 月までに 10 回参加。 

〇ミニデイサービス 令和 7年 4月から令和 7年 11 月までに 6回参加。 

ふれあいサロン開催場所：市場町自治会館、東船橋自治会館、宮本第三自治会館、大

日会館、東船橋ガーデニア集会場、下宿自治会館 

ミニデイサービス開催場所：宮本公民館講堂、下宿自治会館 

地区担当の民生委員と協力し、地域における高齢者の状況の把握と相談を行い、必要

時には居宅訪問へつなげていく。 

参加目的：参加高齢者との繋がり構築、地域による支え合い体制作り、孤立防止、介

護予防運動の提供、地域包括支援センター事業案内、相談対応等 

ふれあいサロン、ミニデイサービス、当地域包括支援センター主催しているげんき体

操や町会・自治会で行われるイベントに出向いた際には、地域住民へ介護予防に関す

る意識の向上、認知症に対する普及・啓発、孤立防止、介護相談等の活動を行ってい

る。 

 

〇南部地区介護支援専門員連絡会（つながる Café） 

当地域包括支援センターが事務局として参加し、圏域内の介護支援専門員が気軽に情

報交換し、相談し合える場を以下にて開催。集まった介護支援専門員が自由で気兼ね

なく話せるアットホームな雰囲気を大切にし、圏域内の介護支援専門員が抱えた困難

事例等について事例検討会を企画等、地域の介護支援専門員の資質向上に繋げてい

る。 

開催日：令和 7年 10 月 16 日 

研修内容：「いざという時、あなたの行動が命を救います！AED の使い方を学ぼう」 

参加者 12 事業所 18 名 

 

〇学習会の開催 

地域に開かれた地域包括支援センターを目指し、民生委員やケアマネジャー、サービ

ス事業所向けに勉強会を企画、各専門職でテーマを決め実施している。今年度 3回開

催。講師は当地域包括支援センター職員が行っている。 

１回目 令和 7年 9月 12 日 

「サービス評価表 作成時の注意点と共有」（ケアマネジャー対象） 

参加者 10 名（講師：主任介護支援専門員） 次回 令和 7年 12 月 11 日開催予定 

２回目 令和 7年 10 月 29 日 

「命を守るオーラルケア、災害時の備えにも大切」（民生委員・地域住民向け） 

 参加者 12 名（講師：保健師） 次回 令和 8年 1月開催予定 

３回目 令和 7年 11 月 25 日 

「高齢者虐待と関係機関の始動」（介護保険サービス事業所向け） 

参加者：14 名（講師：社会福祉士） 次回 令和 8年 2月開催予定 

今後においても当地域包括支援センター2 階会議室の有効活用の手段として、住民主

体の「通いの場」としての活用も検討中である。 

 

〇ブラッシュアップセミナーへの参加 
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令和 7 年 10 月 19 日 日本大学薬学部より依頼を受け、「多職種で共に学ぶアドバン

ス・ケア・プランニング（ACP）の実践セミナー」在宅医療の現場から多職種の視点で

の ACP の現状と課題を共有することを目的にしたセミナーにおいて講師として参加。 
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事業報告書（概要） 

 

（令和７年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

 総合相談においては、利用者、家族、地域機関等からの相談に対し丁寧に対応を行

い必要に応じ訪問、関連機関との連携を行った。 

また民生委員・生活支援コーディネーター・地区社協会長との毎月の懇談会や民児

協への参加、生活支援者協議会等を通じ、日常的に気になる高齢者の支援につながる

よう生きたネットワークを構築している。地区社会福祉協議会が実施しているサロン

に参加した認知症を疑う高齢者について、地区社協から連絡を受け対応をするなど、

日頃の地域活動から個別支援につながる機会が増えている。また地域包括支援センタ

ーがどのような支援をしているか、つながった後の対応の具体例などを共有すること

で、個別ケア会議や個別事例の連携の際、齟齬なく民生委員と連携ができている。 

地域からの相談については、ケースの必要に応じ複数体制を取るなどして対応をし

ている。この間、精神疾患疑いだが診断がついておらず、地域とトラブルになる事例

や、家族と地域との温度差がある事例などがあった。ご本人の受診・サービス利用ニ

ーズがないため、ご家族等との困り感に寄り添いながら、関係性を切らさないようつ

ながり続けて支援の糸口を探るなど、息の長いかかわりが求められている。 

また、独居でターミナル期にある方で、最後まで在宅を希望され支援を求めない方

については、ご本人意思と変化する身体状況に対しどこまで意志を尊重するか、毎回

訪問の都度迷うケースがあった。ぎりぎりまで在宅で過ごし、最後はかかりつけ病院

へ入院することができた。こうした身寄りなし、または身寄りがいても縁遠い方は今

後も増加すると推察されるが、単に経済的課題の解決だけではなく、どこでどう生き

るのか、というご本人意志を支える支援が求められる。その意思を表明し、実現する

ためには支援者側だけでなくご本人の力も必要である。こうした思いを日常的に醸成

するためにも、広く地域住民に対し主体的な意思決定・表明をする事の大切さを伝え

る必要がある。「大切な人へ伝えるノート」等の普及啓発などにもつながる課題である。 

複合的な課題が絡むケースでは、地域包括支援センターだけでなく他機関と連携し

情報整理、方針を立てるなどした。精神疾患と経済的課題があるケースでは、保健所、

精神科訪問看護、訪問診療事業所のソーシャルワーカーと協議した。家族のそれぞれ

の要望と本人の願いが異なる場合、協議を繰り返し家族の想いも受け止めながら少し

ずつ意向のすり合わせを行った。 

 またセンター内で毎日協議を行い、ケースを複数の視点で把握して方針を立てるよ

うにした。 
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権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等 

  

日常生活への判断力はあるものの、ロマンス詐欺のように一つの事項について妄信的に

信じた結果、家計が回らず破綻しかけたケースなどは、ご本人の想いや価値観に理解をしつ

つ、生活費のバランスを保てるようさーくると協働しかかわった。しかし、あくまで家計管理は

本人のため、助言にとどまらざるを得ない。継続的に生活破綻しないよう、親族と連絡を取り

見守っている。 

 消費者詐欺は定期的に地域で発生をした。地域の介護支援専門員からも情報が寄せら

れ、民生委員等に注意喚起を行った。また地域支援者向け地域ケア会議などでも最新の消

費者詐欺手口を伝え、注意喚起を行った。圏域内では集中的な空き巣が発生し被害もあっ

た。自治会から得られた情報を日々の訪問で伝え、被害を防ぐよう啓発を行った。 

 介護支援専門員から、認知機能が低下し後見人をつけたいとの相談に対してはケースをア

セスメントし、必要に応じ同行訪問を行い、適切なタイミングでつなげる先を伝え、共に協議を

した。介護支援専門員によっては先を見通した対応を求めるものの、ご本人や親族がまだ実

感なく手続きが進まないケースもあった。介護支援専門員とともにケース支援の見通しを共有

し、起こりうる事態を想定し対策を共有するなど、タイミングを見て対応を図る方針を共有し

た。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

業務を効果的に実施するためには、地域の現状を把握し、その中で環境要因を明ら

かにしたうえで支援を行う事が重要である。地域の関係者、関係機関との意見交換の

場を設け、支援が困難になっているケースのケアマネジャー支援も含め、地域マネジ

メントにつなげている。また、多様な生活課題は一つだけではなく、介護・医療に限

らない場合も多くあり、高齢者家族に課題がある場合もある為、チームによる包括的

ケアマネジメントを実践している。  

認知症夫婦で、徘徊や他者への声かけなど近隣住民とのトラブルが生じるケースにお

いては、介護サービスだけでなく地域の見守り機能も協働し、世帯全体をアセスメン

トして情報が集約できるよう、個別ケア会議を活用し在宅での生活が継続できるよう

側面的な支援を行った。また、必要に応じ社会福祉協議会の助け合い事業、サロン事

業等地域の社会資源も紹介し、つなげた。 

精神疾患のあるケースでは、保健所・医療機関と協力し、役割分担しながら対応した。

症状だけではなく、家族歴、生活歴などの背景を見極めることが重要と考え、家族も

参加した関係機関との話し合いを複数回開催し、家族の意向にも寄り添い、今後の方

針を話し合った。 

認知症で、公共機関を利用し遠方まで徘徊し、警察に保護されてしまう事が頻回な

高齢者に家族が疲弊しているケースでは、当初本人との関りを拒否していた家族と何

度も連絡を取り、個別ケア会議を開催した。本人は元気な頃から地域と良好な関係が
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出来ており、地域が受け入れてくれている等、本人と地域とのつながりを説明したこ

とで、施設利用時の契約や、緊急連絡先で協力を得ることが出来た。家族と地域がつ

ながる事でそれぞれの力が発揮出来たと実感している。 

今後さらに業務を推進していく中で、ケアマネジャーの実践力の向上を支援しながら、

地域課題に向けて共に包括的に解決をはかる為のアプローチをしていくことが必要で

あると感じている。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

 今年度も年 4 回企画し 2 回実施した。介護支援専門員や介護事業所などをオブザー

バー参加として募り、毎回「事業所の職員が順番で参加したい」と好評のうちに参加

を継続してくれる事業所もある。 

 第 1 回はミニレクチャーテーマとして「二和地域の暮らしの変遷を知ろう！ 二和

地区の人々の生活の歴史」として、本やデータでは得られない生の生きた暮らしや、

語り継がれた生活史を、民生児童委員会長、地区社協会長、生活支援コーディネータ

ーそれぞれから講義いただいた。この地域に住む高齢者の方々の生活史と価値観を理

解するために地域の歴史・生活史を知ることは必須である。こうした講義を通じ、専

門職も地域支援者も共通した知識を基盤に高齢者の生活を支える視点を確認した。 

 第 2 回は「地域で暮らす障害を持つ人たち」というテーマを設定し、船橋市障害児

者総合相談支援事業受託事業所 相談支援事業所アシストの相談員を講師にレクチャ

ーを頂いた。これは「８０５０世帯」に代表されるように、親が障がいや疾患を持つ

子を抱え込まざるを得ない状況で高齢になっている方々が、地域で見えづらくＳＯＳ

を上げづらい個別ケース支援を通じ、そうした方々がいることを知ること、地域に理

解と支援が必要であることを共有する必要があるという課題から企画した。社会情勢

や制度の発展の歴史から、障害を持つ子の親が子を抱え込まざるを得ない生活史や家

族史などにも触れてもらい、どのようにかかわっていけばよいか皆で考える機会とな

った。 

 

○個別ケア会議について 

 今年度は地域住民が常に心配している身寄りがない独居高齢者について、支援者と

介護支援専門員等をつなぐための会議を実施した。庭木など近所トラブルも抱えてい

るため、情報を共有し今後も連携を図ることとした。 

 また地域包括支援センターが総合相談や介護支援専門員支援等で関わり八木が谷在

宅介護支援センターの圏域のケースのため、協働して実施を計画している個別ケア会

議がある。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

 個別ケア会議：民生委員が関与せず地域がつながっているケースなどは、タイムリ

ーに情報共有するために個別ケア会議のような形にしたかったが、開催ができず個別
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につなぐ形となった。個別ケア会議のスキームがタイムリーな対応では困難なことも

あり、柔軟性があるとより活用しやすい。 

 また、近年増えている身寄りなしなどのケースは、地域で連携だけでは解決が困難

である。支える社会資源があった上で、情報連携などに焦点を置いた個別ケア会議は

できるがそれ以上の役割を地域に求めることは難しい。個別ケア会議を行う地域を支

えるためにも、身寄りなし高齢者への多様な支援策が今後も求められる。 

 また、夫婦とも認知症で、夫には後見人がいたが、夫が亡くなり妻が残されたケー

スがあった。本人以外身寄りないが、金銭管理、相続名義変更等複雑な手続きについ

て、誰も関与ができない状況となった。後見人の制度説明をしても理解を得られず、

生活費が払えず電気等が止まると助けを求めるが、生活が脅かされないと危機感がな

い。都度助けを求められる近隣住民は見守っているが、限界があるため、今後、複雑

な手続きや、高齢者を狙った詐欺にあってしまった際の権利擁護の対応が困難である。 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

 総合相談で来訪した方が、通所型サービスや訪問型サービスを希望する際には、事

業対象の可能性もアセスメントし制度について説明をすることと所内では共有してい

る。総合相談で来訪した方は、福祉用具利用希望や、介護タクシーなどの利用も希望

している方が多かった。また友人等から介護申請をすすめられたため申請を希望する

と判断される方が多かった。 

○多様なサービスの活用 

 地区社会福祉協議会のたすけ合いの会や地域の互助組織の有償ボランティア支援な

ど、ケースの状況に応じて情報提供を行った。他の地域から子供と同居のため当セン

ター圏域に来訪した方に、シルバーリハビリ体操やサロンなど情報提供を行い新たな

関係作りを支援した。助け合いの会は、地域ケア会議等で広報しているため地域の介

護支援専門員からの依頼も多く、依頼数は毎年右肩上がりである。今後も地域の支援

者との情報連携を行い、多様なサービスの具体的状況をつかみ、相談者や介護支援専

門員へ情報提供を行う。 

○総合事業の普及啓発 

今年度は「足腰チェック事業」の問い合わせの来訪が２件あった。説明する中で、

総合事業やシルバーリハビリ体操などの地域資源情報を伝えた。 

要支援認定を受け通所型、訪問型サービスを希望する方が夏ごろから続き、数か月

間待機者が発生した。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

すべての総合相談や個別ケア会議等において認知症であっても本人の意向を尊重

できるよう対応を行った。個別ケア会議においては、認知機能低下がみられ、地域か

らも心配の声が複数寄せられ、ご本人も不安になり様々な地域の方々へ相談をかけて

いる方を支援するために、関係者で情報共有と役割分担を行った。ご家族の希望もあ

り、本人も参加した。本人はこれまで築き上げてきた生活、家族があり、子どものケ

アをする責任感と思いが非常に強い。そしてその支え合う仲間もいるという状況であ

った。心配の声を寄せていた地域の方々も、その思いと支える親族の気持ちを把握し、

できる限り本人の望む生活を継続できるよう、できる範囲を明確にした上で、負担を

分担し見守り対応をする方針を共有することができた。短期記憶が低下しても、すべ

ての想いをご本人が言語化できなくても、ご本人が意思表明する機会を作ることで、

周囲の支援者の心に響くことにつながった。 

一方認知症等脳の萎縮により、社会的適応が困難、周辺へ攻撃的になり近所からの

警察通報に至ったケースもあった。表出される状態が地域社会の「常識」と異なり社

会的に問題となる行動の場合、家族も孤立しやすい。家族を支え、「疾患」ととらえ受

診に至るまで伴走支援をしている。 

高齢者が認知症を発症していることを理解しつつ要介護の子どもが精神疾患を患

い、働けず経済的に困窮してもＳＯＳを出せず、偶然気が付いた近所の人からの連絡

で当センターにつながったケースもあった。ご本人が認知症で困っていることも、介

護者の子どもも十分には理解しておらず、認知症の説明から受診支援、介護者の子ど

もとともに経済的支援へのつなぎなど行った。認知症をきっかけにぎりぎりのバラン

スを保っていた生活が崩壊することもあり、総合的な支援とともに認知症についての

家族の理解も促すなど、世帯全体を支援する必要がある。 

今までも近隣から心配の声が上がっていたが、散歩や外出を習慣とする本人が慣れ

親しんだ地域で過ごせるよう、家族と介護支援専門員が話し合いを重ねて少ない経済

状況の中でもサービスを増やして対応しているケースがある。しかし、支援者の支援

とは裏腹に、近くの小学校に勝手に入る、車道と歩道が分からずに昼夜問わず歩いて

いる、適切にゴミ出しができない等近隣からの声は増える一方であった。個別ケア会

議を通して現状の支援と限界、検討事項を近隣に共有することで、中身が見えた支援

体制につながっていく。 

高齢者夫婦世帯。認知症が進み、屋外での転倒や警察保護が繰り返されるケースが

ある。90 歳を超える夫が介護しているが、困った当時は支援を求めるも、落ち着くと

支援の手を拒んでしまう。本人だけでなく介護者の夫の気持ちに寄り添いつつ、伴走

支援をしている。 

 認知症を患ってから、性格変容、易怒性が出現してきた本人への対応に同居の妻が

困っているケース。分かってはいるが本人の言動に妻も言い返してしまい、口論がお

さまらない。妻は家事をしながら本人支援をしており、精神的に追い詰められていた。
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本人は正義感で妻に指摘している様子だった。訪問を続け信頼関係を構築し、少しで

も離れる時間がつくれるよう、介護保険のデイサービスへつなげていった。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

 一般住民へ向けて認知症に関する介護予防教室を、北図書館とコラボして毎年実施

している。今年は認知症の方への対応方法をテーマに 10 月 24 日に実施し 7人参加し

た。当日は既に認知症の家族を介護している方や、介護関連の仕事をしている方も参

加し、具体的な質疑応答もあった。 

 小学校に向けての認知症サポーター養成講座は６月に実施した。認知症についての

座学の後、劇を通して小学生に参加してもらいながら対応方法を考え、発表してもら

った。積極的な参加、意見を聞くことができ、認知症の方に寄り添った支援への学び

につなげられるよう意識講座を行った。残り２校は１２月、２月に実施予定である。 

 近隣ドラックストアウェルシアで、アルツハイマーデーに合わせて９月１９日に認

知症啓発活動を行った。認知症についての相談窓口、地域資源、脳トレの記載をした

ミニパンフを 77 部配布し世代や年齢を問わず認知症の情報に触れる機会を作った。 

 近隣集合住宅「二和グリーンハイツ」の住民に向けて介護予防教室を実施した。「認

知症になって入れる施設はどのようなものがあるか」という住民の不安とリクエスト

に応え、地域内の施設に訪問しインタビューした動画を作成し閲覧した後、質疑応答

を行った。住民の方々は認知症になってもできる限り住み慣れた住まいで済み続けた

いという要望はあるが、認知症になって親族や周囲に迷惑をかけたくないという率直

な思いも吐露され、いざというときの情報を知っておくことで、備えたいという気持

であった。 

 

○地域での見守り体制の構築 

 チームオレンジ咲が丘では、日頃の見守り活動をどのように情報連携を行うかにつ

いて、チームリーダーと自治会長と在宅介護支援センター、地域包括支援センターで

具体的運用の協議を行った。年度後半にチーム員の交流とミニ学習を予定している。

防犯活動など声かけも活発であり、認知症に限らず見守り体制ができている。 

 二和公民館を中心に活動しているみんな食堂では、様々な住民が訪れる。来訪者の

中で気になる方がいたらセンターにつなげて頂けるよう、協力体制を取り必要なパン

フレットなども配布し、食堂にも数回参加した。 

 気になるケースを通じて個別ケア会議を開催した地域は高齢化率が高く、自治会が

積極的に見守りをしている。ケースや個別ケア会議を通して顔の見える関係性にな

り、その他にも気になる方がいた際にはつなげてくれるようになった。 
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センター事業 

・広報活動：地域包括支援センターだよりを地域住民向け、地域支援者向けに作り、

毎月のミニデイや支援者が集まる会議の場で配布。認知症関連情報、虐待通報につい

て、権利擁護、消費者詐欺等、毎月テーマ、内容を変えて作成している。 

・地域ケア会議の普及：ケア会議だよりを会議の都度作成し、生活支援者協議会、民

生児童委員協議会で配布し、地域支援者には構成員以外にもどのような会議をしてい

るかを広報した。また介護支援専門員、薬局、介護サービス事業所にオブザーバー参

加を求め、ケア会議構成委員とつながる機会を創設し、地域課題を共有する場づくり

をしている。 

・介護支援専門員向け学習会：９月に介護支援専門員向けに障がい分野との連携をテ

ーマに学習会を行った。特に障がいの計画相談員との連携に悩む介護支援専門員の声

を複数聞いたため、その要望に応えられるよう、相談支援事業所アシストを講師に招

き、具体的な事例を紹介いただいた。当初の想定より参加も質問も多く、日頃から悩

みを抱えている様子が明らかになった。 

 民生委員、地区社協、生活支援コーディネーターとの懇談は毎月実施し、地域で起

きている事例、事例から見える地域課題、地域活動の現状や課題など共有をしている。

それによりセンターの対応状況や、相談を受けた後の進捗など報告する機会となって

おり、相互にどのような支援をしているか見えるようになっている。 

 相談対応力を高めるために、職員の学習を継続した。各種研修への参加と伝達学習

の他、障害を持つ方の特性を踏まえた障害分野との連携事例検討会や、机上防災訓練、

家族全体をアセスメントする事例検討や、ハラスメント研修など所内や在宅介護支援

センターと協働して学び合う機会を創設した。また倫理的な学びも重視し、「ケアの

倫理」についても所内で学び、支援者という立場を超えて人としてのケアの視点を確

認し合う機会をつくった。 

 八木が谷在宅支援センターと定期的な会議や打ち合わせを通じ、圏域の状況の把

握、事例共有、地域課題の把握を確認できた。日頃のやり取り以外にも定期的な会議

で３職種が参加することで、センターとして把握をする機会となった。 
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事業報告書（概要） 

（令和 7年度） 

総合相談支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 1号） 

当年度の総合相談対応として、電話や来所による新規の相談が、計 154 件。 

継続ケースの支援も含め、延 3,602 件の相談対応を実施した。 

地域住民の身近な相談窓口となるよう、令和 6 年 10 月、小室地区に『小室サブセ

ンター』を開設し、1 年が経過した。広報活動を続け来所相談は増加しており、来所

の方のほとんどが歩いてこられ、相談内容も緊急性が高くない今後に向けての情報収

集等今までと違った相談内容もあり、開設した手ごたえを感じている。 

受け付けた相談に対しては、三職種で共有し、緊急性を判断の上で支援方針を決め、

速やかに対応している。他機関へつないだケースは、その後の結果を確認し、つなぎ

が適切であったかも振り返った上で、対応終結としている。 

当圏域は広域に及び、交通の便が悪い地区も多いことから、個々の高齢者の生活実

態の把握には、積極的な戸別訪問や小規模な住民活動への参加が欠かせない。待つだ

けでなくこちらから地域へ出ていくことで、総合相談窓口としての存在を浸透させ

て、その役割が果たせるように努めている。 

埋もれているケースも多く、相談窓口につながり難い高齢者へのアウトリーチに努

めている。 

そのひとつとしては、団地高齢者の見守り会議を半年ごと開催し、情報を共有した

高齢者に対し、電話や訪問で状況を把握し個別に対応を行った。要見守りの方につい

ては、民生委員等とのメールや電話による連絡で、情報共有を続けている。 

また、豊富地区社協の小室活動拠点(分室)「きらら」での、生活支援コーディネー

ターによる「困りごと相談」から、必要随時当包括支援センターへ相談がつなげられ

ており、小室地域における出張相談窓口的な連携が築かれている。 

様々な機会や連携を活かし、個別ニーズの掬い上げに努めている 
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権利擁護業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

虐待相談対応件数は、当年度の実人数で 10 件。 

○早期発見・早期対応 

豊富地区は、多世代同居世帯の高齢者が比較的多い一方、近所や親戚の目を気にし

て家庭内に問題を抱え込む風土が根強いことから、隠れた虐待が進行するリスクも高

いと捉えている。そのため、地域住民に高齢者の介護等に対する理解を広め、気にな

る高齢者が早期に発見できる地域づくりを進めている。 

具体的には、介護サービスの利用に対する抵抗をなくし、気軽に窓口に相談しても

らえるよう、介護保険等の制度の分かりやすい説明や相談窓口の周知浸透に努め、包

括支援センターの広報等で周知活動を繰り返し発信し、早期発見早期対応に努めてい

る。センターの存在を知らせるのみに終わらせず、相談内容の秘密が守られることや、

包括として実際に何の支援ができるのかなど、相談したい当事者の不安や不信がなる

べく払拭されるよう、丁寧な説明を心掛けている。 

虐待の早期発見には、特に民生委員との密な連携が欠かせないことから、地区民協

において、虐待予防の見守りへの協力を呼び掛け、虐待の疑いや心配があるケースに

ついては、迅速な個別ケア会議の実施も含め、個人情報に配慮した上で関係者との情

報共有を適切に行い、注意深く継続的な見守りやフォローを行うこととしている。ま

た虐待を発見しやすい立場にある地域の介護支援専門員、介護サービス事業者向けに

高齢者虐待に関する勉強会を開催し、虐待疑いのあるケースを発見した際には速やか

に通報してもらえるよう連携強化を図った。 

養護者支援を含めた虐待防止支援については、虐待につながる前の段階でアプロー

チできるよう、常に職員間でケースの状況変化と支援方針を共有している。 

 

○関係機関との連携及び役割分担 

虐待通報を受理した際は、まずは当センターとしてでき得る情報の確認や対応の役

割分担を迅速に行った上で、適宜直営センター及び本課へ報告を行い、必要に応じて

個人情報の提供を仰ぐと共に、対応方針についての助言を求めている。しかし、虐待

に対する事業所間のとらえ方にかなり差があり、周知の必要性を感じ、早期把握・早

期対応のために、病院、警察や障害者虐待防止センター「はーぷ」、「さーくる」など

と都度連携につとめた。 

その他、介護支援専門員が抱えている虐待リスクの高いケースについては、包括と

担当介護支援専門員との間で、支援方針を明確に共有した上で、役割を分担しながら

関わることを意識すると共に、担当介護支援専門員の所属する事業所の管理者・主任
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介護支援専門員とも、一連の対応をなるべく共有していくことで、互いの今後に活か

せる関わりに努めている。 

虐待ケースに限らず、養護者が介護以外の様々な課題を抱える世帯への関わりが増

えており、医療・精神保健・障害福祉・家計管理・引きこもり等に関する支援機関と

の幅広い協働が欠かせない。包括として関係機関へつなぐ役割は果たすとして、以降

の支援においては、各機関に主体的に関わってもらえるような全体の体制づくりが求

められると感じている。 

 

○センター内の体制 

日頃の総合相談の中で、認知症等の介護負担や家族の関係性などを適切に把握した

上で、虐待リスクについても漏れの無いようアセスメントを行うことを徹底してい

る。対応結果を所内で共有する際は、足りない視点がないかの検証も含めたカンファ

レンスを、短時間でも行うようにしている。虐待対応の際は、職員皆で関わるべく、

役割分担やペア体制に配慮している。 

職員のメンタルヘルスについては、精神的な負担は避けられない業務であるが故

に、それが過重となることを極力避ける体制づくりに努めている。担当者が困難を抱

え込まないためのチーム体制に加え、管理者側は職務分担の流動的な調整に努め、職

員どうしも声を掛け合う意識が浸透している。状況に応じ、管理者と職員で個別の面

談も行い、サポートやフォローの不足を把握した場合は、所内で話し合って、ひとつ

ずつ改善を図っている。 

 

※判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等 

〇権利擁護支援 

 当年度は、権利擁護に関する相談が増加している。内容としては、成年後見制度の

活用に関する相談が多く、判断能力が低下しており、自身での金銭管理や契約行為が

難しくなっているが、身近に支援できる親族がいないケースが増えている。 

ケアマネジャーや病院、施設関係者からの相談が主となっており、相談受付後、ま

ずは面談へ行き、本人の状況を確認し、日常生活自立支援事業等で対応が可能か、成

年後見制度の活用が必要かを判断している。成年後見制度利用の際は、主治医の診断

書を基に、補助・保佐類型の本人申立てで進められる場合や後見類型でも申立人とな

る親族と連絡が取れる場合には、専門機関へつなぎ、申立て支援の依頼を行っている。

それ以外の場合には、直営包括と連携しながら、市長申立てにて進められるよう準備

をしている。後見人等の選任後も後方支援として関わりは継続し、都度相談があった

場合には、協働していくよう努めている。 

 また、経済的な課題を抱える相談も増えており、生活保護が対象となる場合には申

請の支援を実施し、その後の対応についても生活支援課と相談しながら安定した生活
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の提供に努めている。生活保護対象ではないが、収支に課題のある場合には、さーく

るの家計相談や法テラスの活用など他機関と協働しながら収支の正常化を図ってい

る。 

 

〇消費者被害防止 

 地域ケア会議や各地区民協など、地域の方が集まる場や、日常の相談業務の中で実

際に発生した事例を紹介するなどして詐欺等の被害防止について注意喚起を行って

いる。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 3号） 

当年度、居宅介護支援事業所（介護支援専門員）からの相談件数は、54 件。必要に

応じ、同行訪問を含めた継続的なフォローを行っている。 

介護支援専門員への個別支援としては、利用者ごとの関係者の支援ネットワークづ

くりの積み重ねに努めている。介護支援専門員と地域の関係者を随時結び付けるた

め、民生委員や生活支援コーディネーター等から情報が上がったケースがあれば、担

当介護支援専門員へ積極的にアプローチして、情報を共有している。それにより、民

生委員等と介護支援専門員が、必要に応じて直接連絡を取り合うケースも増えてきて

いる。 

地域の介護支援専門員等とのネットワーク強化としては、9 月に勉強会として権利

擁護の事例紹介を行い、14 名が参加した。 

他には、介護支援専門員に関連する地域課題として、地域の「ケアマネ不足」があ

る。近隣の病院から、「ケアマネが見付からない。」と相談・問合せが入ることも多い。

まして予防プランとなると、近隣市を含めても、委託先が見付つからない状況にある。

市内ながら、小室地域は遠方で対応困難という居宅介護支援事業所が少ない実情があ

り、以前より解決すべき地域課題と捉えている。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115 条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

各地域課題については、以下のように継続的に取り組んでおり、会議の場で、報告・

共有・検討を行っている。 

＊課題① 小室団地の高齢化と団地高齢者の孤立傾向。  

・対策‥団地高齢者の見守り体制づくり。 

・目的‥地域とのつながりが希薄な高齢者が、相談につながらないまま深刻な事態 

 に陥ることを防ぐ。 

・取組‥A棟（賃貸棟）及び B・C棟（分譲棟）について年 2回（半年ごと）取り組み
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を継続中。また年 1回、団地全体での会議を開催し団地全体への情報共有と働きかけ

を行っている。 各棟ともにキーマンとなる地域住民と共に、「気になるケース」の情

報共有を行う場を設定した。 

・今後‥上記の体制に加え、小室団地は A・B・C棟とも必要随時、特に B・C棟管理事

務所と一定の情報を共有できる状況にある。 

 年に 1回程度、全棟で集まり、地域としての課題を共有・検討する場を持てるよう

当年度も実施予定。また、小室に唯一あるスーパーマーケットや、その隣にある「小

室活動拠点 きらら(生活支援コーディネーターが駐在するサロン)」は、日常的に高

齢者の立ち寄りが多くあり、団地居住者に限らず「気になる高齢者」の見守りに連携

が図れている。その他、郵便局・銀行・コンビニ等へも、必要に応じて個別ケースの

見守り協力を求めている。 

＊課題② 独居や高齢世帯で暮らす認知症高齢者の増加。  

・対策‥幅広い世代の地域住民に認知症の理解を広げる。 

・目的‥認知症高齢者を含め、支え合いで暮らし続けることができる地域づくり。 

・取組‥全体会議において認知症事例の報告や検討を重ね、皆で問題意識を共有して

各所属団体における対策検討の推進を図る。 

・経過‥個別事例の検討においては、活発な意見交換がなされ、今後の当地の一層の

高齢化を見据えて危機意識が共有されていると感じられる。 

＊課題③‥圏域内に個人病院がない為、総合病院を利用する高齢者が多く、身近な医

療が希薄。  

・対策‥総合病院・在宅医療・リハビリとの連携強化。 

・目的‥圏域における地域包括ケアシステムの推進。受診難高齢者を減らす。 

・取組‥圏域の総合病院等との連携を強める。 

・経過‥個別のケース支援において、病院・包括間での密な連携に努めており、今後

も継続する。 

＊課題④‥高齢者の心身の機能低下・‘情報弱者’の潜在。  

・対策‥状態変化の見守りや早期の個別フォロー。活用できる資源の情報発信。 

・目的‥廃用性の心身の衰えを食い止める。高齢者が必要な情報を入手できる。 

・取組‥地域活動に参加し、地域との連携を図る。 

・経過‥介護予防教室での体力測定や、社会福祉協議会で開催されるシルバーリハビ

リ体操に参加し、『指輪っかテスト』等の際、筋力不足が懸念される個別ケースにアド

バイスを実施。 
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○個別ケア会議について 

気になる高齢者へ早期に介入し、丁寧な個別支援を行っていくことに一層注力する

必要性を感じ、必要随時の個別ケア会議の実施に努めた。 

当年度は、12 月に１件実施予定の他、坪井地区開催の１件に参加している。対象と

なったケースは精神疾患疑いや、認知症独居の高齢者で、地域でも課題となる事が多

い。地域の見守りを可能なかぎり保つべく、支援ネットワークづくりに努めている。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

地域課題に対する取り組みは、前述のとおりである。 

豊富エリアは、高齢者施設が多く点在していることから、高齢化率が局所的に高い

等、在宅高齢者の実際の動態が把握しづらい面がある。エリアの中でも、町ごとに規

模や風土に違いがあるため、きめ細やかな実態把握の上で、集落的なコミュニティに

アプローチしていく必要がある。特に、高齢者施設が無いにも関わらず高齢化率が高

いエリア（楠が山町や鈴身町等）については、注視の必要性が高いと捉えている。 

小室エリアは、高齢化の進行は著しい一方、子育て世帯の流入もあり、街の姿は今

後も変化していくと推測される。地理的な状況からも、小室エリアとして、ひとつの

コミュニティが形成されているような実情があり、地域の密なネットワークを活かし

た地域づくりが求められる。また、団地内に賃貸棟があり、転居してきた 65 歳以上

の高齢者を把握することが難しい現状があり、管理事務所や民生委員、自治会などと

の連携が必要となっていく。 

 

 

 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115 条の 45 第 1 項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

圏域における総合事業の第一の窓口として、その機能を充分に果たすべく、適宜

迅速に一連の手続きや必要な援助を行うこととしている。  

ケアマネジメントの実施においては、三職種及び介護支援専門員で充分な情報共

有と支援方針の確認を行い、適切な目標設定やサービス選定を行う体制としている。 

 当年度これまでに、該当ケースは発生していない。実情として、住宅改修や福祉用

具の利用に備えたいと考える方や、(交通の便の悪い地域性から)タクシー券を希望

される方が多く、相談の結果、認定取得を希望されることが殆どである。 

 

○多様なサービスの活用 

社協のサロンや地区の住民自主サロン、老人会活動、シルバーリハビリ体操教室

などの地域のインフォーマルなサービスへ、対象者が自主的につながっていけるよ
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う、最新情報の収集に努めている。 

地域の介護支援専門員にも、積極的にプランに取り入れてもらえるよう働きかけ

ていく。 

 

○総合事業の普及啓発 

虚弱高齢者が閉じこもりの果てに要介護状態に陥ることを予防する支援の重要性

が一層増しており、そのための有効な方策のひとつとして、地域や関係者に向けた

総合事業の周知に取り組んでいる。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 7年度） 

重点事業：認知症総合支援業務（介護保険法 115 条の 45 第 2 項第 6号） 

○本人の意思を尊重した認知症相談支援の実施 

当センターでは、認知症とともに暮らす本人が安心して生活を営めるよう、また 

認知症のある方が可能な限り自分らしい生活を続けられるよう支援することを目的

としている。 

相談支援を行う際に、まず本人の状況や思いを丁寧に傾聴することを基本としてい

る。認知症の進行により意思表示が難しい場合でも、過去の生活歴や価値観を尊重し、

ご家族や関係者からの情報を収集して本人の意向を最大限に把握する努力を行って

いる。そのうえで、本人の希望に基づいた生活環境の整備やサービス提供計画の作成

を行い、地域資源を活用した具体的な支援策を提案している。 

また、当センターでは、認知症のある方とそのご家族への定期的なフォローアップ

を実施し、支援の継続性を確保している。相談支援の過程では、本人の変化に応じて

柔軟に支援内容を見直し、必要な場合には医療・介護関係者や地域住民との連携を強

化している。認知症のある方の「できること」を尊重しながら、自立した生活を支え

る環境づくりを目指し、さらなる相談支援体制の充実を図っていく。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発 

 当センターでは地域社会全体の認知症に対する正しい知識と理解を促進すること

を目的としている。具体的には、認知症サポーター養成講座を中心に、地域住民や事

業者向けに認知症に関する学びの機会を提供している。また、小学校・高校への講座

を通じて、若い世代にも認知症についての理解を深めてもらう取り組みを行ってい

る。 

さらに、地域イベントや相談会において、パンフレットやリーフレットを配布し、

時に講義を行うことで認知症に関する正しい知識を広く発信している。これにより、

誤解や偏見をなくし、認知症のある方とその家族が孤立しない環境づくりに寄与して

いる。また、地域の企業や団体とも連携し、職場や日常生活の中で認知症に配慮した

対応が広がるような支援体制の強化も進めている。 

今後も、認知症への理解を深めるための普及・啓発活動を継続し、地域全体で認知

症のある方を支え、地域の一員として尊重される環境と共生社会の実現を目指してい

る。 

 

○地域での見守り体制の構築 

見守り体制の構築においては、地域住民、自治会、商業施設、学校、医療・介護事

業者など、多機関との連携が鍵となる。当センターでは、地域ケア会議をはじめ、独

自に団地見守り会議や勉強会を定期的に開催し、認知症への理解を深めるとともに、

支援の具体的な方法を共有している。また、各地域の特性に応じた見守り活動の仕組

みを検討し、関係機関と協働で実施している。 

具体的な取り組みとしては、「徘徊高齢者 SOS ネットワーク」の運用や、GPS 機器の貸
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与・利用方法の普及促進を行っている。これにより、徘徊などの緊急時にも迅速かつ

適切な対応が可能となり、本人や家族の安心感を高めている。さらに、地元商店等の

従業員を対象に、認知症のある方を見かけた際に協力してもらえるよう依頼し、地域

全体での見守り意識の向上を目指している。 

その他に、今年度も、ある認知症の方を中心としたボランティアチームを作り、そ

の認知症の方の家の庭に花を咲かせる『お花畑計画』を実施した。もともと庭いじり

が好きだった方であったが、1 人で活動するには気力もなく荒れ放題の土地を、認知

症の方と地域の方と一緒に花壇つくりのための草刈りや土地の整備を行い、地域の方

からいただいた花や、昨年度の取り組みで採取した種を庭に植え、結果的に長い月日

花を楽しむことが出来た。もともとゴミ屋敷だった家であり、庭にゴミを散らかして

しまうリスクも多い方であったが、花を植えることで庭にゴミを置かなくなり、本人

自ら定期的に水撒きや草取りを役割として行うことが出来た。地域の方からトラブル

メーカーで遠ざけられていた存在であったが、地域の方も花を楽しんでいただけ、地

域の方との交流が芽生えたきっかけつくりにもなった。自然な形で見守りが行える環

境づくりを推進し、孤立を防ぎ、地域社会とのつながりを維持する支援を実現してい

る。 

また他市に住民票があり、孤立していた認知症疑いの独居高齢者について、ゴミ屋

敷状態で発見（近隣住民からの異臭の警察通報）されたが、医療機関やケアマネジャ

ー、住民票地の地域包括支援センターと協力し、住民票地のグループホーム入居につ

なげることができた。住んでいた住居はゴミ屋敷状態であったが、居住継続の可能性

もあったため、地域のボランティア（約１０名）の協力でわずか一日の片づけで山積

みであったゴミを撤去することができた。孤立していた独居高齢者を地域の協力でサ

ポートすることができ、改めて地域住民の共助の大切さを感じた。今後、さらに見守

り体制を拡充できるよう普及啓発に力を入れていきたい。 

当センターは今後も、地域全体で認知症のある方を支え合う体制をさらに強化し、

全ての住民が安心して暮らせる地域づくりに向けて取り組んでいく。 

 

 

センター事業 

◇「ピンピンきらり介護予防教室」（小室第一自治会地区）について 

圏域内でも特に交通の便が悪く、介護予防のための社会資源が限られる小室地区に

おいて、地域住民とセンターの協働にて介護予防教室を実施した。総合病院（セコメ

ディック病院）、老人保健施設（ふなばし光陽）から専門職が出向き、連携して実施。

具体的には、作業療法士・理学療法士による運動プログラムと、管理栄養士による栄

養プログラムを盛り込んで、予定通り実施している。 

 有志の世話役住民と共に学びたい内容を話し合って、企画運営。自治会のご理解の

下、会場（自治会館）提供等の協力を頂いている。毎回行うプログラムとして、自彊

術という体操の講師も、世話役のうちの一人が、担当している。開催時の周知は、世

話役住民による包括で作成した案内チラシのポスティングの他、当該地区の老人会会
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報にも、お知らせが掲載されている。 

今年度は 5 回実施予定で、4 回実施済（5 月・7 月・9 月・11 月）。セコメディック

病院やふなばし光陽の専門職による講話や体力測定などを１時間程度行ってもらっ

ている。その後、地域住民による自彊術や当センターによる脳トレを実施し、1 時間

半程度の内容となっている。住民からの要望を踏まえ、今年度の内容としては、「自分

の身体の状態や変化を知る」プログラムを実施し、体力測定を通じて現状の把握と、

個人別の運動指導の提案の元、数か月後に体力変化を体験していただいた。介護予防

に関して様々な角度からの助言と、実際介護が必要になった時の知識を増やすことが

できた。 

 当該地区は、自治会住民の入れ替わりが少なく、全体の高齢化もあって、参加者の

減少が懸念される。世話役の方も年齢を重ねていく地域の現状の中、住民側の活動意

欲をいかに支えていけるかも課題である。 

 

◇地域でのイベントの開催 

地域ケア会議主体の講演会を 6月に開催し、構成員であるアイン薬局にご協力いた

だき、『知っておきたい薬のはなし ～薬局の活用法について～ 』について講演を

行った。当日は 70 名以上の参加者があり盛況であった。当日の動画を活用し、その

後、圏域のボランティア講座で動画を活用した講演を開催した。 

 

◇地域活動との連携 

地区社協のサロン・ミニデイ等へ参加していく。 

講話や脳トレ等を提供する中で、介護予防・認知症予防や地域づくり等に関する情

報発信や啓発を行うと共に、血圧測定や健康相談等を入り口とした個別の状況把握を

継続する。また小室活動拠点「きらら」との連携も引き続き行っている。地域の高齢

者にとって「顔の見える包括」であることで、相談窓口に来所しなくても気軽に相談

できる関係を継続している。 

地区社協の事業以外にも、老人会（小室白鷺会）では、当年度も依頼があり、9 月

に『楽しい人生の過ごし方』をテーマに、楽しい人生を過ごすヒントを提供している。 

地域との繫がりがあってこそ、個別ケースの発見に繋がり、支援対応時の協力が得

られることなども多くあると感じており、様々な機会を捉えて、地域活動への関わり

を求め、地域住民の信頼を積み重ねていきたい。 

 

◇豊富・坪井地区ケアマネ勉強会 

地域の介護支援専門員等とのネットワーク強化としては、定期の勉強会を開催し、

圏域の介護支援専門員や関係専門職、サービス事業所と共に、多職種連携のネットワ

- 113 -



船橋市豊富・坪井地域包括支援センター 

ーク強化を図った。定期の勉強会は 9月に権利擁護に関する事例紹介を行い、連携強

化を図った。介護支援専門員だけでなく、在宅サービス事業所、介護施設からの参加

も含め、14 名が参加。下半期の勉強会に向け、船橋北病院との打ち合わせを実施して

いる。 

  

◇広報紙及びその他の地域の媒体による情報発信 

広報紙「地域包括支援センターだより」を発行し、圏域の町会・自治会への回覧・

掲示及び民生委員、地域関係団体へ配布しており、今後も継続する。 

内容としては、当センターの活動周知の他、地域ケア会議及び地区の社会資源に関

する情報提供や、認知症・介護予防等に関する啓発記事だけでなく、権利擁護等幅広

い内容を掲載した。 

また、当センターのホームページ等も活用し、住民へ情報を届けられるよう、関係

機関との連携を大切にしながら活動している。 
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